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101
「法令協議に関する申合せ」について（平成5年1月20日内閣参総第9号内閣官房内閣参事
官室首席内閣参事官）


102 法令案における誤りの防止について（手引）（改訂版）（令和３年９月内閣法制局）
別添 誤りチェックシート


103 法令審査資料の簡素化等について（平成26年12月９日総務主幹）
104 法令の平易化に努めた審査事例（平成16年9月長官総務室総務課）


201 各省等設置法立案作業手引書集（中央省庁等改革推進本部）
202 中央省庁等改革関係政令立案作業手引集（中央省庁等改革推進本部事務局）
203 規制の新設審査について（平成6年2月15日閣議決定、平成21年3月31日閣議決定）


301 法令における漢字使用等について（平成22年11月30日内閣法制局長官）
302 「異字同訓」の漢字の使い分け例（平成26年2月21日文化審議会国語分科会） 


303
我が国の法令等における台湾に関する規定ぶりについて（令和元年5 月24日外務省大臣官
房長・アジア太平洋州局長）


304 件名･要旨調の記載方法について（平成20年12月1日長官総務室総務課）


401 「件名･要旨」一覧
402 内閣提出法律案及び政令の「理由」一覧
403 一太郎の「文書の比較」機能を用いた予期しない修正の検出について
404 Wordの「エディター」機能を用いた誤字脱字等の検出について


501 法令案審議録等整理編集要領（長官総務室）


502
閣議請議書等の青紙及び署名用紙の写しの保存について（平成30年8月27日長官総務室総
務課文書係）


503 電子メールの選別・保存について（令和元年12月16日総務主幹決定）
504 共有フォルダ等の整理方針（令和元年12月16日総務主幹決定）


601 閣議に関する業務の効率化について（令和2年10月12日内閣総務官室）
602 閣議請議文書の決裁方法について（依頼）
603 【赤紙･青紙】閣議請議書について（令和2年4月17日～）
604 署名大臣用紙の取扱いについて
605  法令案及び条約案の文書記号（令和3年9月内閣法制局長官総務室）
606 公文件名簿記入要領、請議･署名大臣略称一覧


【決裁等手続関係】


長官総務室掲示板（016法制執務）掲載資料一覧


【総論】


【立案の手引】


【表記関係】


【執務参考】


【審査録関係】







長官総務室掲示板（016法制執務）掲載資料一覧


701 参事官付法令審査心得（平成21年6月16日改正内閣法制局長官総務室）
702 国会等関係資料集（令和3年７月長官総務室総務課）
703 国会関係事務処理要領（昭和59年3月2日長官総務室）


【法案誤り等再発防止プロジェクトチーム（政府PT）関係】
801 法案誤り等再発防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和３年６月29日）
802 府省庁横断的確認事項〔参考資料関係〕（令和３年９月13日）


（別紙）参考資料用チェックシート
803 一太郎・Wordフォーマット用「書式設定等手順書」（令和３年９月13日）
804 入稿用フォーマット（一太郎）
805 入稿用フォーマット（Word）
806 （参考）文部科学省公用文送り仮名用例集
807 （参考）文部科学省用字用語例


【その他】








対長官 


令和３年４月２日（金） 衆・議運委 佐藤英道君（公明） 


問 内閣法制局としても、平成１６年の「国民年金法等の


一部を改正する法律」について法律案の形式的事項に多


数の誤りがあったこと等を契機として、法令案の誤り防


止のための対策を講じてきたと承知している。それにも


かかわらず、今回、内閣提出の法律案等の条文に複数の


誤りが出てしまったことについて、内閣法制局としての


再発防止策を問う。 


（答） 


１ 内閣を補佐し、閣議に付される法律案等を審査する立場


にある内閣法制局として、今国会の内閣提出法律案等に複


数の条文の誤りがあったことについて大変申し訳ない。 


 


２ 内閣法制局としては、当局内に「法案誤り等再発防止チ


ーム」を設置したところであり、政府の「法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム」における検討を踏まえつつ、今


回の誤りの発生の原因を分析した上で、立案府省庁等と連


携の上、再発防止のためのチェック態勢や誤りチェックの


ためのチェックポイントの充実、法令審査支援システムの


機能強化などについて検討し、再発防止策を講じていきた


いと考えている。 


 


【更に問われた場合】。 


３ 具体的には、立案府省庁等における実務の状況などにつ


いて情報を集めて、これから検討しなければならないと考


えているが、現時点で考えられる方向性として、例えば、 







① 当局の審査部及び「分室」における複層的チェック


の徹底・強化 


② 立案府省庁等における複層的チェックの充実 


③ 「法令審査支援システム」の利用の徹底及び機能改


善の検討 


④ より実効的なチェックができるような法案の誤りを


防止するためのチェックポイントの充実 


 について検討して、再発防止策として実施してまいりたい。 
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対長官


令和３年４月２日（金）衆・議運委 遠藤 敬 君（維新）


問 法案本体のミスはあってはならないことだが、参考資料


のミスによって、法的効果に変動があるか。


（答）


国会の議決の対象（立法者の意思が発動される部分）とな


り、法律となるのは、条文部分であるので、参考資料の誤り


が、成立した法律の法的効果に影響することはないものと考


えられる。








平成１３年３月２８日


内閣法制局長官総務室


改正 平成２３年４月１日


改正 平成２７年３月２７日


改正 平成３０年１２月１８日


改正 平成３１年 ４月２５日


法令案審議録等整理編集要領


閣議に付される法令案及び条約案の審議資料等については、次のように整理


編集するものとする。


第１ 個別の法令案等関係資料の整理


１ 内閣提出法律案及び政令案の審議資料は、次の順序に従って整理するも


のとする。


(1) 閣議請議案決裁書（赤紙）及び法令案の写し


(2) 内閣修正請議案の決裁書（赤紙）及び修正案の写し


(3) 正誤文書


(4) 公布奏上決裁書（赤紙）


(5) 審査報告書その他の国会印刷物


(6) 審査法令案


(7) 当局において作成した資料その他参考となる資料（次号に規定するも


のを除く。）


(8) 審査法令案を作成した省庁等が作成した資料


(注) ア (1)及び(2)の法令案及び修正案の写しには、要綱、新旧対照表及
び参照条文を添付する。


イ (2)から(5)までについては、該当するものがある場合に限る。
ウ (6)の審査法令案には、審査の経過が明らかとなるような日付等
の記入を行う。


２ 条約案の審議資料は、次の順序に従って整理するものとする。


(1) 二国間条約については署名請議案の決裁書（赤紙）及び写し、多数


国間条約については署名請議案の写し


(2) 国会承認請議案の決裁書（赤紙）並びに写し及び条約文


(3) 批准（受諾、承認等を含む。）請議案の写し


(4) 公布請議案の決裁書（赤紙）及び写し


(5) 審査条約案


(6) 当局において作成した資料その他参考となる資料（次号に規定するも


のを除く。）


(7) 審査条約案を作成した省庁等が作成した資料


(注) (5)の審査条約案には、審査の経過が明らかとなるような日付等の記







入を行う。


第２ 審議録の編集等


１ 編集編てつの方法


第１により整理した資料は、法律案、政令案又は条約案の別に、暦年ご


とに、原則として公文件名簿の文書記号ごとに受付番号順に従って整理し、


別紙編集製本の方法についてにより編集して専用のバインダーに編てつす


るものとする。


２ 編集整理の時期等


各法令案等の閣議決定後速やかに作成するものとする。国会審議におい


て修正があった場合等であって、当該修正により特に追加して保存する必


要があるものは、国会審議終了後速やかにこれを追加するものとする。


３ 審議録の管理等


(1) 審議録は、その所掌に応じ各部において保存管理するものとする。


(2) 審議録は、法律案、政令案又は条約案の別に、暦年ごとに、専用の


バインダーの背表紙の編集記号番号順にキャビネットに収納して保存


するものとする。


(3) 審議録の貸出しについては、散逸を防止するため、貸出簿によるも


のとする。


(4) 審議録の保存については、(1)及び(2)によるほか、内閣法制局にお
ける行政文書ファイル等の集中管理の推進に関する方針（平成２６年


７月３０日内閣法制局総括文書管理者決定）の定めるところによる。


第３ その他


１ この要領は、平成１２年の閣議に付された法令案等から適用する。


２ 主査参事官による審査に付随して他の参事官による審査が行われた場合


には、当該参事官は、主査参事官と協議の上、当該審査に係る審議録を作


成し、又は主査参事官に審査資料を引き渡すものとする。


３ 議員提出法律案（成立した場合に限る。）についても、次の順序に従っ


て整理し、編集するものとする。


(1) 公布奏上決裁書（赤紙）


(2) 提出法律案（穴あき）、審査報告書その他の国会印刷物


(3) 関係資料


４ 法令案審議録保存要領（昭和４７年１月内閣法制局長官総務室）は、廃


止する。







別紙


編集製本の方法について


１ 簿冊の厚さは、５センチメートル程度とする。


２ 目次は、様式１の用紙を用いる。（１案件で１冊又は分冊である場合は、


省略する。ただし、保存期間の満了する日が異なる行政文書ファイルを１冊


又は分冊に編てつした場合は、この限りでない。）


３ 背表紙の記載は、様式２による。


(1) 法律案及び条約案に係るものには、提案した国会回次を年号の左に「第


○○回国会」と併記する。


(2) 背文字の大きさは、「○○○審議録」の部分は２２ポイント、その他の


部分は１４ポイントを原則とする。


(3) 件名等で「千・百・十」の漢数字は、「一○○○・一○○・一○」とす


る。


(4) （ ）中には、件名等を記入し、次に示すものは、原則として、略称す


る。


「○○法の一部を改正する法律案」→「○○法の一部改正」


「○○法を廃止する法律案


○○法の廃止に関する法律案」→「○○法の廃止」


「○○○の整理に関する法律案」→「○○○の整理法」


「○○○の特例に関する法律案」→「○○○の特例法」


「○○○の臨時特例に関する法律案」→「○○○の臨時特例法」


「○○○の特別措置に関する法律案」→「○○○の特別措置法」


(5) 件名で字数が多いものは、適宜略称し、（ ）の中に１行２０字で３行


程度にまとめる。


(6) ２案件以上の件名を併記することが難しい場合には、（ ）の中で編集


される案件の最初の件名の下に１字空けて「外○件」と表記する。


(7) １案件が２以上に分冊されている場合には、（ ）の中でそれぞれ件名


の下に１字空けて「その一」、「その二」等と表記する。


４ 編集記号は、内閣関係、復興庁関係、内閣府本府関係、宮内庁関係、公取


委関係、警察庁関係、金融庁関係、消費者庁関係、個人情報委関係、総務省


関係、公害委関係、法務省関係、外務省関係、財務省関係、文科省関係、厚


労省関係、農水省関係、経産省関係、国交省関係、環境省関係、原子力規制


委関係、防衛省関係とし、廃案（国会において成立に至らなかったもの）と


なったものには、「（廃案）」と併記する。


なお、番号は、算用数字で通し番号とし、暦年で１冊の場合には、「全」


と表記する。


５ 背表紙の最下部には、「内閣法制局」と横書きで付記する。


６ 製本は、専用のバインダーを使用し、法律案、政令案又は条約案について


バインダーで色分けする。（法律案は紺色、政令案は茶色、条約案は緑色）
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附 則（平成２３年４月１日内閣法制局長官総務室）


１ この決定は、平成２３年４月１日から施行する。


２ 法令案審議録の編集製本の方法について（昭和４８年１０月内閣法制局長


官総務室）は、廃止する。


附 則（平成２７年３月２７日内閣法制局長官総務室）


この決定は、平成２７年４月１日から施行する。


附 則（平成３０年１２月１８日内閣法制局長官総務室）


１ この決定は、平成３１年１月１日から施行する。


２ 平成３０年４月１日から１２月３１日までの法律案、政令案又は条約案の


審議資料等については、これらを平成３０年度分として、編てつし、その審


議録を保存管理するものとする。


附 則（平成３１年４月２５日内閣法制局長官総務室）


この決定は、元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行の日か


ら施行する。
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対長官


令和３年４月２日（金）衆・議運委 浅野 哲 君（国民）


問１ 法案の条文等の誤りについて、府省庁にヒアリングし


たところ、ある部署では、毎年６月頃から基礎検討、８月


頃から法案概要構築、年明けから２月頃までの期間に要


綱、新旧対照表、条文案、参考条文等を作成しているとの


ことであり、２月に行われる閣議請議までの短い期間内に


読合せ等のチェックを行う中でミスを発見できず今回の事


案に至った可能性があるとのことであった。このチェック


期間は国会召集冒頭の時期と重なる。そもそも法案作成の


スケジュールが過密過ぎるのではないか、内閣法制局長官


の見解を伺う。 （同旨 官房長官）


（答）


１ 内閣を補佐し、閣議に付される法律案等を審査する立場


にある内閣法制局として、今国会の内閣提出法律案等に複


数の条文の誤りがあったことについて大変申し訳ない。


２ 今回、条文に形式的な誤りがあった法律案について、当


局としては、特別に作業量が多かったものとは必ずしも言


えず、また、内閣法制局における審査スケジュールも特に


無理があるものではなかったと承知している。


３ 内閣法制局としては、法令案における誤りを防止するた


めの基本的事項として、従来から







- 2/2 -


○ 予備審査が一時的に過度に集中することがないよう、常


会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関


連法案にあっては１０月上旬から開始して年内終了するよ


う、予算関連法案にあっては翌年１月上旬から開始するよ


う努めること


○ 法令等の実質的事項についての審査を終えた後において


形式的事項のチェックに必要な時間を十分確保することが


できるよう、閣議付議の予定日を設定すること


を立案府省庁等にお願いしているところであり、引き続き立


案府省庁等の協力を得て、対応してまいりたい。








審査資料のサンプル 


 


 


 


１ 審査資料の標準的な構成（説明資料目次） 


「地方自治法の一部改正（H26）」 


 


２ 束ねの検討（整備法として一本の法律にする理由） 


「デジタル社会形成関係整備法（R3）」 


 


３ 束ねのときの本則の規定順序 


「デジタル社会形成関係整備法（R3）」 


 


４ 定義語、以下同じのリスト 


「外為法の一部改正（R1）」 


 


５ 条項移動図 


「通貨貨幣法施行令の一部改正（R1）」 


「農水省組織令の一部改正（R3）」 


 


６ 読替表 


「地方自治法の一部改正（H26）」 


 


７ 用例（法案構造用例） 


「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法（H27）」 
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対長官


令和３年４月２日（金） 衆・議運委 浅野 哲 君（国民）


問２ 法案の条文の誤りについて、本来法案担当部署が作成


した法律案を内閣法制局がチェックする際のチェック項目


として「条文の表現」「配列等の構成」「用字・用語の誤


り」等があるはずである。しかし今回は、本来チェックで


是正されるはずの誤りが発見されることは無かった。内閣


法制局のチェック体制は十分なのか。また、法案作成担当


部署と内閣法制局の役割分担が曖昧になっている可能性は


ないか。内閣法制局長官の見解を伺う。


（同旨 官房長官）


（答）


１ 内閣法制局においては、担当の参事官が中心となって法律


案の審査を行っている。担当参事官が了とした法律案は、担


当部長の審査を経て、内閣法制次長、内閣法制局長官の審査


を受けるほか、これとは別に、御指摘のような形式的な事項


についてのチェックを並行して行っている。


特に常会提出法案については、チェック態勢を強化するた


め、各府省庁から職員を派遣していただき、毎年１月中旬頃


から３月中旬頃までの間、法律案の形式的チェックのための


「分室」を設置し、通常のチェック態勢に加えて、主に「法


令審査支援システム」を活用した形式的チェックを実施して


いる。
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２ それにもかかわらず、今国会の内閣提出法律案等に複数の


条文の誤りがあったことについて、大変申し訳ない。


３ 御指摘の立案府省庁と内閣法制局の役割分担については、


（どの部分の誤りがどちらの責任であるというような分担が


あるものではなく、）立案府省庁は、法律案を立案し、国会


へ提出する立場から、内閣法制局は、法律案の審査を所掌す


る立場から、それぞれチェックを尽くす必要があるものと考


えている。


４ 内閣法制局としては、当局内に「法案誤り等再発防止チー


ム」を設置したところであり、政府の「法案誤り等再発防止


プロジェクトチーム」における検討を踏まえつつ、今回の誤


りの発生の原因を分析した上で、立案府省庁等と連携の上、


再発防止のためのチェック態勢や誤りチェックのためのチェ


ックポイントの充実、法令審査支援システムの機能強化など


について検討し、再発防止策を講じていきたいと考えている。
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【参考】


（資料１）


法案の複層的チェックのための分室について


（経緯）


平成１６年の常会で成立した年金改革法に多数の誤りがあり、さらに、同年の臨


時会で４法案の誤りが発見されたことから、平成１７年に常会提出法律案の複層的


チェックを行うため、当局職員、当局ＯＢ職員及び他省庁からの派遣職員による分


室を設置。その後、現在まで毎年設置している。


（設置期間）


・第１６２回国会（平１７）～第２０４回国会（令３）


（設置時期）


・１月中旬から３月中旬まで


（人数）


・延べ ２０７人（うち、ＯＢ２１人、当局職員４３人）


（内訳）


第１６２回国会（平１７） ９人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人）


第１６４回国会（平１８）１２人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人）


第１６６回国会（平１９）１３人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人）


第１６９回国会（平２０）１５人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人）


第１７１回国会（平２１）１４人（うち、ＯＢ３人、当局職員３人）


第１７４回国会（平２２）１５人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人）


第１７７回国会（平２３）１６人（うち、ＯＢ３人、当局職員３人）


第１８０回国会（平２４）１３人（うち、ＯＢ３人、当局職員２人）


第１８３回国会（平２５）１４人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人）


第１８６回国会（平２６）１１人（うち、当局職員２人）


第１８９回国会（平２７）１２人（うち、当局職員３人）


第１９０回国会（平２８）１１人（うち、当局職員２人）


第１９３回国会（平２９）１０人（うち、当局職員２人）


第１９６回国会（平３０）１１人（うち、当局職員２人）


第１９８回国会（平３１）１０人（うち、当局職員２人）


第２０１回国会（令２） １０人（うち、当局職員２人）


第２０４回国会（令３） １１人（うち、当局職員２人）


（チェック内容）


・誤り防止の手引きに即したチェック


・法令審査支援システムを利用したチェック（エラーリストに基づくチェック）
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（資料２）


法案誤り等再発防止プロジェクトチームの開催について


令和３年３月31日


（趣旨等）


法案等の誤りの再発防止に向けて、各府省庁共通の課題を抽出し、府省庁横断


的に解決するため、プロジェクトチームを設置する。


複層的チェック体制の充実・責任の明確化、ノウハウの蓄積・周知徹底、余裕


を持ったスケジュール管理等これまでの取組の確認・強化に加え、法令審査支援


システムやe-LAWS等の活用のあり方等も検証し、機能強化を含めデジタル・ICT


技術を積極的に活用する形での業務フローの見直しの観点を含めて検討する。


（メンバー）


チーム長 杉田 内閣官房副長官


副チーム長 藤井 内閣官房副長官補


岩尾 内閣法制局内閣法制次長


メンバー 大沢 内閣官房内閣審議官


冨安 内閣官房内閣審議官


嶋 内閣法制局長官総務室総務主幹


横田 総務省行政管理局長


金子 法務省大臣官房司法法制部長


各府省庁等大臣官房長


岸本 国立印刷局理事長


（作業チーム）


◎前田 財務省大臣官房文書課長


◎茂里 文部科学省大臣官房総務課長


◎井上 経済産業省大臣官房総務課長


◎木村 内閣参事官（副長官補付）


早川 内閣法制局第二部参事官


福田 内閣参事官（内閣総務官室）


大西 総務省行政管理局行政情報システム企画課情報シス


テム管理室 室長


鈴木 国立印刷局総務部長


誤りのあった府省庁の課長補佐級（法令審査室長）


総務省「e-LAWS」担当補佐


法務省「法令整備・編纂」担当補佐


◎は中心的な役割を担う。









































（「改め文」の廃止について 対行革本部 応答要領）


問１ 法律・政令の一部改正において、「改め文」を廃止し


て新旧対照表方式とすることについて、内閣法制局はど


う考えるか。【基本的なスタンス】


（答）


１ いわゆる「改め文」といわれる逐語的改正方式は、その形


式を定めた法令はないが、論理的順序に従って必要な改正処


理を順次行っていくもので、改正に係る立法者の意思を明確


に表現することができることなどから、従来より我が国にお


ける法改正の方法として用いられているものである。


２ 一方、新旧対照表は、主として改正内容の理解を助けるた


めの参考資料として作成されているものであるところ、「改


め文」方式をやめて、これを改正法案の本体とすることにつ


いては


① 一般的に新旧対照表は、「改め文」よりも相当に大部と


なることが避けられず、その全体について正確を期するた


めの事務に、これまで以上に多大の時間と労力を要すると


考えられること


② 改正法案を国会で修正いただく際には、二段の表となっ


ている新旧対照表を更に三段組、四段組にすることが必要


となるという議論もあること


③ また、平成１５年から平成１６年にかけて実際に国会に


おいて検討いただいた経緯があること


令和2年11月19日







から、まずは国会で合意いただくことが大前提であると考え


ている。


３ その際、内閣法制局としては、実務に支障を来さない観点


から、特に次の２点について与野党間の合意をいただくこと


が必要であると考えている。


① 新方式において、国会審議（議決）の対象は、傍線部分


等のみとすること。それ以外の部分は参考記載部分であり、


仮に誤記があったとしても、「法案の誤り」とはされない


こと


これは、次のような場合には、法案提出時においては、


改正時点の新旧対照表に改正前（旧）として表示される条


文が確定していないという原理的な問題があるからである。


・同一条項を改正する未施行の一部改正法の施行日が未定


である場合


・同一国会に同一条項を改正する他の法案が提出予定であ


る場合


・当該国会で成立を見込んでいた同一条項を改正する他の


法案が成立しなかった場合


・当該法案の提出後に同一条項を改正する他の法案が提出


され成立し、当該法案の施行前に当該他の法案が施行さ


れる場合


② 新方式による法案と「改め文」方式による法案が併存す


る場合に、両者に国会審議上の取扱いの差を設けないこと


令和2年11月19日







４ 内閣法制局としては、新旧対照表方式について、国会にお


いて正式な法案の形式として与野党間で合意がなされ、内閣


として提出法案の形式を新旧対照表方式とすると判断する場


合には、内閣を法制面で補佐する立場として、技術的問題点


の検討と並行して、新方式によることができるものから法案


提出府省の協力を得て順次新方式を試行していくなど、適切


に対応していくこととなると考えている。


令和2年11月19日







更問 新旧対照表方式の採用について、内閣法制局自身が


（国会の合意を取り付けるべく）前向きに取り組むべき


ではないか。


（答）


１ 新旧対照表方式については、既に、平成１５年に自由民主


党に政府の検討状況を提示し、国会で検討いただいた結果頓


挫した経緯がある。


２ 「どのような形式で法律をつくるか」については、固有に


立法府である国会の問題であることから、まずは国会におい


て検討いただく問題であると考えている。


令和2年11月19日







問２ 法律については国会マターだとしても、政令について


は先行して新旧対照表方式を導入できるのではないか


（導入すべきではないか。）。


（答）


１ 与野党間の合意がない現状では、法律案における新旧対照


表方式の実施は困難であるところ、次の理由から、法律案に


先行して政令のみ新旧対照表方式を実施することは望ましく


ないと考えている。


① 法律案、政令ともに政府全体の決定として閣議決定がな


されるものであり、同質性があること


② 法律案における新旧対照表方式の実施について国会で説


明する際、政令で先行して既成事実化が進んでいることに


ついて批判を受けかねないこと


③ 政令における新旧対照表方式の実施後、法律案では実施


しないこととなった場合、政令の改正方式をどうするか問


題となること


２ 以上を踏まえた上で、 内閣として政令について先行して新


旧対照表方式を導入すると判断する場合には、内閣法制局と


しては、内閣を法制面で補佐する立場として、当然適切に対


応していくこととなると考えている。


令和2年11月19日
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対長官


令和３年４月２日（金）衆・議運委 浅野 哲 君（国民）


問３ 法案の条文の誤りについて、今後の再発防止策とし


て、改正法案については、新旧対照表から改正条文案を自


動作成するＲＰＡ（Ｒｏｂｏｔｉｃｓ Ｐｒｏｃｅｓｓ


Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ）の手法を導入すべきである。条文


本体の誤りはいずれも改正法案であった。改正法案の場


合、新旧対照表を作成してから条文化する手順が自然だ


が、新旧対照表から条文化する変換作業を自動化すれば、


変換作業における人為的ミスは確実に無くすことができ


る。民間企業や地方自治体においてもＲＰＡ技術の導入は


広まっている。政府においても、当該作業に関してＲＰＡ


技術を導入し作業の自動化を進めるよう求めるがどうか、


内閣法制局長官の見解を伺う。 （同旨 官房長官）


（答）


政府の「法案誤り等再発防止プロジェクトチーム」にお


いては、総務省の「e-LAWS（法制執務業務支援システ


ム）」の活用の在り方等も検証し、機能強化を含めデジタ


ル、ＩＣＴ技術を積極的に活用する形での業務フローの見


直しの観点を含めて検討するとされており、御指摘のよう


な点も含めて検討されるのではないかと考えている。
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（参考）


○国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針（平成２６


年１０月１７日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定（令和３年


１月２９日一部改正））


Ⅱ．ワークライフバランスの推進のための働き方改革


１．業務効率化・デジタル化の推進


（１）業務の廃止を含めた業務見直し・効率化


④ 府省横断的な業務の効率化


・ 各府省等は、複数省庁又は府省等内の複数部局にまたがる業務（法令等協


議関係業務、査定・審査業務、調査・照会業務、法案等作成業務等）につ


いて、協議ルールの遵守徹底やＩＣＴの活用等により、徹底した効率化を


行う。特に、他府省等に作業依頼を行う府省等は、できる限り対象府省等


の作業が軽減され、勤務時間外の対応が発生しないよう、作業依頼の必要


性や内容、タイミング等をよく精査するとともに、作業様式の工夫等を行


う。（詳細は別添参照）【各府省等】


（別添）


Ⅱ．１．（１）④に記載の「府省横断的な業務の効率化」については、次の


事項についても留意されたい。


・ 総務省は、「法制執務業務支援システム（e-LAWS）」について、各府省


等の担当者の負担軽減を図るための機能改善に取り組む。【総務省（デ


ジタル庁の設置後はデジタル庁）】









































































（「改め文」の廃止について 国会想定）


問１ 法律・政令の一部改正において、「改め文」を廃止し


て新旧対照表方式とすることについて、内閣法制局はど


う考えるか。


（答）


１ いわゆる「改め文」といわれる逐語的改正方式は、その形


式を定めた法令はないが、論理的順序に従って必要な改正処


理を順次行っていくもので、改正に係る立法者の意思を明確


に表現することができることなどから、従来より我が国にお


ける法改正の方法として用いられているものである。


２ 一方、新旧対照表は、主として改正内容の理解を助けるた


めの参考資料として作成されているものであるところ、「改


め文」方式をやめて、これを改正法案の本体とすることにつ


いては


① 一般的に新旧対照表は、「改め文」よりも相当に大部と


なることが避けられず、その全体について正確を期するた


めの事務に、これまで以上に多大の時間と労力を要すると


考えられること


② 改正法案を国会で修正いただく際には、二段の表となっ


ている新旧対照表を更に三段組、四段組にすることが必要


となるという議論もあること


に加えて、


③ 平成１５年から平成１６年にかけて、実際に国会におい


R2/12/10







て検討いただいた経緯があること


から、まずは国会で合意いただくことが大前提であると考え


ている。
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更問 新旧対照表方式の採用について、内閣法制局自身が


（国会の合意を取り付けるべく）前向きに取り組むべき


ではないか。


（答）


１ 新旧対照表方式については、平成１５年から１６年にかけ


て、国会で検討いただいた結果、取りやめとなった経緯があ


ると承知している。


２ 「どのような形式で法律をつくるか」については、固有に


立法府である国会の問題であることから、まずは国会におい


て検討いただく問題であると考えている。
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問２ 法律については国会マターだとしても、政令について


は先行して新旧対照表方式を導入できるのではないか


（導入すべきではないか。）。


（答）


１ 新旧対照表方式を正式な法案の形式として認める国会（与


野党間）の合意がない現状では、法律案における新旧対照表


方式の実施は困難であるところ、内閣法制局としては、次の


理由から、現時点では、法律案に先行して政令のみ新旧対照


表方式を導入することは望ましくないのではないかと考えて


いる。


① 法律案、政令ともに政府全体の決定として閣議決定がな


されるものであり、同質性があること


② したがって、政令の形式として新旧対照表方式が合理的


ということであれば、法案の形式としても合理的と考えら


れるのではないかという観点から、法案と政令案は同じ形


式をとることが適当ではないかと考えられること


２ なお、既に各府省で制定する府省令等では新旧対照表方式


を採っているものが多いが、政令は政府全体の決定として閣


議決定がなされるものであるから、（法体系における位置づ


けが異なるほか、）公布までの事務のプロセスも異なってい


る。したがって、
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① 政令の形式として新旧対照表方式を採用するか否か


② 採用するとした場合の現行の改め文方式との使い分け


などについては、各府省の法制執務の体制や事務量への影響


も見据えて、政府全体として検討されるべきものと考えられ


る。（内閣法制局だけで導入の可否や範囲が決められるとい


う性質のものではないと考えている。）


３ 以上を踏まえた上で、 内閣として政令について先行して新


旧対照表方式を導入すると判断する場合には、内閣法制局と


しては、内閣を法制面で補佐する立場として、当然適切に対


応していくこととなると考えている。


R2/12/10
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対長官


令和３年４月２日（金）衆・議運委 浅野 哲 君（国民）


問４ 法案の条文等の誤りについて、閣議決定後に不備が発


覚した場合の国会への報告フローや事態解消のための手続


について、ルールを定めるべきである。現在、産業競争力


強化法について、野党は閣議決定のやり直しを求めてい


る。一方、政府は過去に再度の閣議決定を行った前例がな


いこと等から、議論は平行線をたどっている。その理由と


して、過去にこのような状況となったことがなく、明確な


対応方針がない点が挙げられる。今後のためにも、与野党


合意の上でルールを定めることを求めるがどうか。内閣法


制局長官の見解を伺う。 （同旨 官房長官）


（答）


法律案の条文や参考資料に誤りがあった場合の国会への報


告等の手続については、法律案等の審査を所掌する内閣法制


局として判断できる立場にないため、お答えは差し控えさせ


ていただきたい。
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（「改め文」の廃止について 国会想定）


問１ 法律・政令の一部改正において、「改め文」を廃止し


て新旧対照表方式とすることについて、内閣法制局はど


う考えるか。


（答）


１ いわゆる「改め文」といわれる逐語的改正方式は、その形


式を定めた法令はないが、論理的順序に従って必要な改正処


理を順次行っていくもので、改正に係る立法者の意思を明確


に表現することができることなどから、従来より我が国にお


ける法改正の方法として用いられているものである。


２ 新旧対照表は、主として改正内容の理解を助けるための参


考資料として作成されているものであるところ、「改め文」


方式をやめて、これを改正法案の本体とすることについては、


平成１５年に政府部内で（当局も参画する形で）検討を行い、


その結果を踏まえ、新旧対照表を用いる新たな改正方式につ


いて国会で検討いただいた結果、取りやめとなった経緯があ


ると承知していることから、まずは国会で合意いただくこと


が大前提であると考えている。


21/04/01
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（参考）新旧対照表方式を導入することについての指摘


① 一般的に新旧対照表は、「改め文」よりも相当に大部と


なることが避けられず、その全体について正確を期するた


めの事務に、これまで以上に多大の時間と労力を要すると


考えられること


② 改正法案を国会で修正いただく際には、二段の表となっ


ている新旧対照表を更に三段組、四段組にすることが必要


となるという議論もあること


21/04/01
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更問 新旧対照表方式の採用について、内閣法制局自身が


（国会の合意を取り付けるべく）前向きに取り組むべき


ではないか。


（答）


１ 新旧対照表方式については、平成１５年から１６年にかけ


て、国会で検討いただいた結果、取りやめとなった経緯があ


ると承知している。


２ 「どのような形式で法律をつくるか」については、固有に


立法府である国会の問題であることから、まずは国会で合意


いただくことが大前提であると考えている。


21/04/01
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問２ 法律については国会マターだとしても、政令について


は先行して新旧対照表方式を導入できるのではないか


（導入すべきではないか。）。


（答）


１ 新旧対照表方式を正式な法案の形式として認める国会（与


野党間）の合意がない現状では、法律案における新旧対照表


方式の実施は困難であるところ、内閣法制局としては、次の


理由から、現時点では、法律案に先行して政令のみ新旧対照


表方式を導入することは望ましくないのではないかと考えて


いる。


① 法律案、政令ともに政府全体の決定として閣議決定がな


されるものであり、同質性があること


② したがって、政令の形式として新旧対照表方式が合理的


ということであれば、法案の形式としても合理的と考えら


れるのではないかという観点から、法案と政令案は同じ形


式をとることが適当ではないかと考えられること


２ なお、既に各府省で制定する府省令等では新旧対照表方式


を採っているものが多いが、政令は政府全体の決定として閣


議決定がなされるものであるから、（法体系における位置づ


けが異なるほか、）公布までの事務のプロセスも異なってい


る。したがって、
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① 政令の形式として新旧対照表方式を採用するか否か


② 採用するとした場合の現行の改め文方式との使い分け


などについては、各府省の法制執務の体制や事務量への影響


も見据えて、政府全体として検討されるべきものと考えられ


る。（内閣法制局だけで導入の可否や範囲が決められるとい


う性質のものではないと考えている。）


３ 以上を踏まえた上で、 内閣として政令について先行して新


旧対照表方式を導入すると判断する場合には、内閣法制局と


しては、内閣を法制面で補佐する立場として、当然適切に対


応していくこととなると考えている。


21/04/01
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対第四部長


令和３年４月２日（金） 衆・経産委 浅野 哲 君（国民）


問１ 法案の条文の誤りについて、本来法案担当部署が作成


した法律案を内閣法制局がチェックする際のチェック項目


として「条文の表現」「配列等の構成」「用字・用語の誤


り」等があるはずである。しかし今回は、本来チェックで


是正されるはずの誤りが発見されることは無かった。内閣


法制局のチェック体制は十分なのか。また、法案作成担当


部署と内閣法制局の役割分担が曖昧になっている可能性は


ないか。内閣法制局の見解を伺う。


（答）


１ 内閣法制局においては、担当の参事官が中心となって法律


案の審査を行っている。担当参事官が了とした法律案は、担


当部長の審査を経て、内閣法制次長、内閣法制局長官の審査


を受けるほか、これとは別に、御指摘のような形式的な事項


についてのチェックを並行して行っている。


特に常会提出法案については、チェック態勢を強化するた


め、各府省庁から職員を派遣していただき、毎年１月中旬頃


から３月中旬頃までの間、法律案の形式的チェックのための


「分室」を設置し、通常のチェック態勢に加えて、主に「法


令審査支援システム」を活用した形式的チェックを実施して


いる。
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２ それにもかかわらず、今国会の内閣提出法律案等に複数の


条文の誤りがあったことについて、大変申し訳ない。


３ 御指摘の立案府省庁と内閣法制局の役割分担については、


（どの部分の誤りがどちらの責任であるというような分担が


あるものではなく、）立案府省庁は、法律案を立案し、国会


へ提出する立場から、内閣法制局は、法律案の審査を所掌す


る立場から、それぞれチェックを尽くす必要があるものと考


えている。


４ 内閣法制局としては、政府の「法案誤り等再発防止プロジ


ェクトチーム」における検討を踏まえつつ、今回の誤りの発


生の原因を分析した上で、立案府省庁等と連携の上、再発防


止のためのチェック態勢の整備、より実効的な誤りチェック


のためのチェックポイントの充実などについて検討し、再発


防止策として実施していきたいと考えている。
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【参考】


（資料１）


法案の複層的チェックのための分室について


（経緯）


平成１６年の常会で成立した年金改革法に多数の誤りがあり、さらに、同年の臨


時会で４法案の誤りが発見されたことから、平成１７年に常会提出法律案の複層的


チェックを行うため、当局職員、当局ＯＢ職員及び他省庁からの派遣職員による分


室を設置。その後、現在まで毎年設置している。


（設置期間）


・第１６２回国会（平１７）～第２０４回国会（令３）


（設置時期）


・１月中旬から３月中旬まで


（人数）


・延べ ２０７人（うち、ＯＢ２１人、当局職員４３人）


（内訳）


第１６２回国会（平１７） ９人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人）


第１６４回国会（平１８）１２人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人）


第１６６回国会（平１９）１３人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人）


第１６９回国会（平２０）１５人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人）


第１７１回国会（平２１）１４人（うち、ＯＢ３人、当局職員３人）


第１７４回国会（平２２）１５人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人）


第１７７回国会（平２３）１６人（うち、ＯＢ３人、当局職員３人）


第１８０回国会（平２４）１３人（うち、ＯＢ３人、当局職員２人）


第１８３回国会（平２５）１４人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人）


第１８６回国会（平２６）１１人（うち、当局職員２人）


第１８９回国会（平２７）１２人（うち、当局職員３人）


第１９０回国会（平２８）１１人（うち、当局職員２人）


第１９３回国会（平２９）１０人（うち、当局職員２人）


第１９６回国会（平３０）１１人（うち、当局職員２人）


第１９８回国会（平３１）１０人（うち、当局職員２人）


第２０１回国会（令２） １０人（うち、当局職員２人）


第２０４回国会（令３） １１人（うち、当局職員２人）


（チェック内容）


・誤り防止の手引きに即したチェック


・法令審査支援システムを利用したチェック（エラーリストに基づくチェック）
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（資料２）


法案誤り等再発防止プロジェクトチームの開催について


令和３年３月31日


（趣旨等）


法案等の誤りの再発防止に向けて、各府省庁共通の課題を抽出し、府省庁横断


的に解決するため、プロジェクトチームを設置する。


複層的チェック体制の充実・責任の明確化、ノウハウの蓄積・周知徹底、余裕


を持ったスケジュール管理等これまでの取組の確認・強化に加え、法令審査支援


システムやe-LAWS等の活用のあり方等も検証し、機能強化を含めデジタル・ICT


技術を積極的に活用する形での業務フローの見直しの観点を含めて検討する。


（メンバー）


チーム長 杉田 内閣官房副長官


副チーム長 藤井 内閣官房副長官補


岩尾 内閣法制局内閣法制次長


メンバー 大沢 内閣官房内閣審議官


冨安 内閣官房内閣審議官


嶋 内閣法制局長官総務室総務主幹


横田 総務省行政管理局長


金子 法務省大臣官房司法法制部長


各府省庁等大臣官房長


岸本 国立印刷局理事長


（作業チーム）


◎前田 財務省大臣官房文書課長


◎茂里 文部科学省大臣官房総務課長


◎井上 経済産業省大臣官房総務課長


◎木村 内閣参事官（副長官補付）


早川 内閣法制局第二部参事官


福田 内閣参事官（内閣総務官室）


大西 総務省行政管理局行政情報システム企画課情報シス


テム管理室 室長


鈴木 国立印刷局総務部長


誤りのあった府省庁の課長補佐級（法令審査室長）


総務省「e-LAWS」担当補佐


法務省「法令整備・編纂」担当補佐


◎は中心的な役割を担う。
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も
の


経
済
産
業
省
が
そ
の
生


及
び
畜
産
局


並
び
に


同
じ
。
）
の
生
産
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ


産
を
所
掌
す
る


の
生
産
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。


農
業
専
用
物
品


と
（
消
費
・
安
全
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
及
び
経
済
産
業
省
が
そ
の
生
産


六


肥
料
及
び
農
薬
の
生
産
及
び
流
通
の
合
理
化
に
関
す
る
こ
と
（
経
済
産
業


を
所
掌
す
る
農


産
業
専
用
物
品
の
生
産
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。


省
が
そ
の
生
産
を
所
掌
す
る
肥
料
の
生
産
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。


畜


七


緑
肥
及
び
堆
肥
の
生
産
に
関
す
る
こ
と
。


八


肥
料
及
び
農
薬
の
生
産
及
び
流
通
の
合
理
化
に
関
す
る
こ
と
（
経
済
産
業


八


農
業
技
術
の
改
良
及
び
発
達
に
関
す
る
こ
と


省
が
そ
の
生
産
を
所
掌
す
る
肥
料
の
生
産
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。


（
畜
産
局
の
所
掌
に
属
す
る


。


九


緑
肥
及
び
堆
肥
の
生
産
に
関
す
る
こ
と
。


も
の
を
除
く
。
）


十


飼
料
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。


九


農
業
及
び
農
林
漁
業
従
事
者
の
生
活
に
関
す
る
知
識
の
普
及
交
換
に
関
す


十
一


中
央
競
馬
及
び
地
方
競
馬
の
監
督
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。


る
こ
と
。


十
二


農
業
技
術
の
改
良
及
び
発
達
に
関
す
る
こ
と
。


十


主
要
食
糧
及
び
こ
れ
を
主
な
原
料
と
す
る
飲
食
料
品
（
酒
類
を
除
く
。
以


下
「
主
要
食
糧
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立


十
三


農
業
及
び
農
林
漁
業
従
事
者
の
生
活
に
関
す
る
知
識
の
普
及
交
換
に
関


案
に
関
す
る
こ
と
。


す
る
こ
と
。


十
一


米
穀
を
主
な
原
料
と
す
る
飲
食
料
品
（
酒
類
を
除
く
。


十
四


主
要
食
糧
及
び
こ
れ
を
主
な
原
料
と
す
る
飲
食
料
品
（
酒
類
を
除
く
。


第
五
十
条
第
二


に
お
い
て
同
じ
。
）
の
生
産
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整


以
下
「
主
要
食
糧
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び


号に
関
す
る
こ
と
。


立
案
に
関
す
る
こ
と
。


十
二


主
要
食
糧
の
流
通
及
び
加
工
に
関
す
る
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整


十
五


米
穀
を
主
な
原
料
と
す
る
飲
食
料
品
（
酒
類
を
除
く
。
第
五
十
一
条
第


に
関
す
る
こ
と
。


三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
生
産
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調


十
三


主
要
食
糧
の
生
産
、
集
荷
、
消
費
そ
の
他
需
給
の
調
整
に
関
す
る
こ
と


整
に
関
す
る
こ
と
。


。


十
六


主
要
食
糧
の
流
通
及
び
加
工
に
関
す
る
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整


十
四


主
要
食
糧
の
輸
入
に
係
る
納
付
金
の
徴
収
そ
の
他
輸
入
の
調
整
に
関
す


に
関
す
る
こ
と
。


る
こ
と
。


十
七


主
要
食
糧
の
生
産
、
集
荷
、
消
費
そ
の
他
需
給
の
調
整
に
関
す
る
こ
と


十
五


主
要
食
糧
の
買
入
れ
及
び
売
渡
し
の
価
格
の
決
定
並
び
に
主
要
食
糧
の


。


価
格
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。


十
八


主
要
食
糧
の
輸
入
に
係
る
納
付
金
の
徴
収
そ
の
他
輸
入
の
調
整
に
関
す


十
六


輸
入
飼
料
の
買
入
れ
、
保
管
及
び
売
渡
し
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。


る
こ
と
。


十
七


農
産
物
検
査
法
の
規
定
に
よ
る
農
産
物
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
（
消
費


十
九


主
要
食
糧
の
買
入
れ
及
び
売
渡
し
の
価
格
の
決
定
並
び
に
主
要
食
糧
の


・
安
全
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。


価
格
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。


十
八


食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
の
食
糧
管
理
勘
定
の
経
理
に
関
す
る
こ
と
。


二
十


輸
入
飼
料
の
買
入
れ
、
保
管
及
び
売
渡
し
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。


十
九


食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
の
食
糧
管
理
勘
定
及
び
業
務
勘
定
に
属
す
る


二
十
一


農
産
物
検
査
法
の
規
定
に
よ
る
農
産
物
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
（
消


国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
同
特
別
会
計
の
食
糧
管
理
勘
定
に
属
す


費
・
安
全
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。


る
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。


二
十
二


食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
の
食
糧
管
理
勘
定
の
経
理
に
関
す
る
こ
と


。


２


農
産
政
策
部
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
事
務
並


二
十
三


食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
の
食
糧
管
理
勘
定
及
び
業
務
勘
定
に
属
す


び
に
同
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
（
蚕
糸
業
専
用
物
品
に
関
す
る
こ
と
を


る
国
有
財
産
の
管
理
及
び
処
分
並
び
に
同
特
別
会
計
の
食
糧
管
理
勘
定
に
属


除
く
。
）
、
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に


す
る
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。


掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。


２


農
産
部
は
、
前
項
第
一
号
（
畜
産
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、


一


農
作
物
の
災
害
（
病
虫
害
及
び
鳥
獣
害
を
除
く
。
）
の
防
除
に
関
す
る
こ


第
二
号
、
第
四
号
、
第
六
号
、
第
七
号
（
畜
産
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除


と
。


く
。
）
、
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
二
号
（
畜
産
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を


二


農
業
の
生
産
行
程
の
改
善
の
た
め
の
農
業
生
産
に
関
す
る
規
範
に
関
す
る


除
く
。
）
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど


こ
と
。


る
。


３


畜
産
部
は
、
第
一
項
第
一
号
（
畜
産
物
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
、
第
三


（


の
所
掌
事
務
）


号
、
第
五
号
、
第
七
号
（
畜
産
業
専
用
物
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
、
第


畜
産
局


第
七
条


は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。


十
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
（
畜
産
技
術
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に


畜
産
局


掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。


一


の
生
産
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ


畜
産
物


と
。


二


畜
産
技
術
の
改
良
及
び
発
達
に
関
す
る
こ
と
。


三


家
畜
の
改
良
及
び
増
殖
並
び
に
取
引
に
関
す
る
こ
と
。


四


草
地
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。


五


（


以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の


畜
産
業
専
用
物
品


飼
料
を
除
く
。


（
経
済
産


生
産
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と


業
省
が
そ
の
生
産
を
所
掌
す
る
畜
産
業
専
用
物
品
の
生
産
に
関
す
る
こ
と
を


。


除
く
。
）


六


飼
料
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。


七


中
央
競
馬
及
び
地
方
競
馬
の
監
督
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。


八


独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
の
組
織
及
び
運
営
一
般
に
関
す
る
こ


と
。
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対総務主幹


令和３年４月２日（金）衆・内閣委 小寺 裕雄 君（自民）


問１ なぜ条文作成に一太郎を使うのか。内閣法制局が一太


郎を使うことを推奨しているのか。ワードを使用すること


は許されているのか。


（答）


１ 内閣法制局として、法令案の条文作成に「一太郎」を使用


することを推奨しているということはない。


２ 法令案の条文作成に「ワード」を使用することに問題はな


く、条文の形式的誤りのチェックに活用している当局の「法


令審査支援システム」は、「ワード」と「一太郎」の両方の


ワープロソフトに対応しているところである。
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対総務主幹


令和３年４月２日（金）衆・内閣委 小寺 裕雄 君（自民）


問２ ４８文字だとか様々の厳しいルールが条文作成にはあ


るが、それらはどういう根拠によって定められているの


か。


（答）


１ 閣議請議の際の法律案及び政令案の書式は、縦書きで、１


行48字、１ページ13行詰めとされているが、これは、平成５


年11月12日付け内閣参総第249号をもって内閣官房内閣参事官


室首席内閣参事官から各省庁等文書課長等宛てに送付のあっ


た「閣議関係文書のA判化等について」の別紙によっているも


のである。


２ また、法令の配字については、永年の立法慣行により、一


定の方式が確立されていることから、政府が内閣提出法律案


等を国会に提出する等に当たっては、確立された立法慣行に


よる配字のルールに基づき、対応しているところである。


（参考）


・ワープロの書式（印字）についても内閣法制局から立案府省


庁等に対して、特段の指示はしていない。


・内閣参総第249号の原本は保存されていない。








令和３年４月７日現在 
（問 2 修正（５／２８）） 


長官総務室総務課 


 


内閣法制局長官用想定 


 


問１ 今回、内閣提出の 3 法案、1 条約に 12 件の条文の誤りがあったことについて、


どのように受け止めているか。  


問２ ４法案、１条約の１４件の条文の誤りの内容と原因は、どのようなものか。 


問３ 内閣法制局では、どのように法案の審査をしているのか。（一般論） 


問４ 内閣法制局では、今回のような誤りがないように、これまでどのような対策を講


じてきたのか。 


問５ それにもかかわらず、今回のような誤りがあったことから、内閣法制局として、


今後の再発防止策として、どのような対応を考えているのか。 


問６ 法制局がしっかり審査をしていれば、このようなミスは防げたのではないか。 


問７ 過去の法案の条文の誤りの件数 


問８ 法案の条文以外の参考資料（要綱、新旧対照表、参照条文）については、内閣法


制局には責任がないのか。 


問９ 正誤処理ではなく、法律案の出し直しをするべきではないか。 


問１０ 法案の誤りに関係する担当者の処分をどうするのか。 


問１１ 「法令審査支援システム」とは、どのようなものか。現在のシステムについて


の評価と改善点について、どのように認識しているか。 


問１２ 分室の体制を強化すべきではないか。 


問１３ 内閣法制局の定員を増加すべきではないか。 


問１４ 今回の法案の誤りの一因として、内閣法制局の審査事務に新型コロナウイルス


の影響はあったのか。 


問１５ 法律案審査に係る業務が過重であることが誤りの原因ではないか。 


 


【法案各論】  


問１６ インフル特措法の誤りを内閣法制局はいつ把握したのか。インフル特措法の誤


りを内閣法制局があらかじめ把握していた場合、隠していたことは隠蔽ではないか。 


問１７－１ 新型インフル特措法等改正法案の作成作業のスケジュール、法制局審査の 
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スケジュールに無理はなかったか。 


問１７－２ 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案の作成作業のスケジュ


ール、法制局審査のスケジュールに無理はなかったか。 


問１７－３ 銀行法等改正法の作成作業のスケジュール、法制局審査のスケジュールに


無理はなかったか。 


問１７－４ 地域的な包括的経済連携協定（ＲＣＥＰ協定）の作成作業のスケジュール、


法制局審査のスケジュールに無理はなかったか。 


問１８－１ 新型インフル特措法等改正法案は束ね法であることにより、責任が曖昧に


なり誤りが生じたのではないか。束ね法にすることにより、過剰な作業負担が生じて


いたのではないか。 


問１８－２ 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案は束ね法であることに


より、責任が曖昧になり誤りが生じたのではないか。束ね法にすることにより、過剰


な作業負担が生じていたのではないか。 


問１８－３ 銀行法等改正法は束ね法であることにより、責任が曖昧になり誤りが生じ


たのではないか。束ね法にすることにより、過剰な作業負担が生じていたのではない


か。 


  







3 
 


 


問１ 今回、内閣提出の 3 法案、1 条約に 12 件の条文の誤


りがあったことについて、どのように受け止めている


か。 


（答） 


１ 内閣を補佐し、閣議に付される法律案等を審査する立場


にある内閣法制局として、今国会の内閣提出法律案等に複


数の条文の誤りがあったことについて大変申し訳ない。 


 


２ 法律等の条文は、国民の権利義務に関わることから、正


確性を十分に求められるものであり、いかなる理由にせよ


誤りはあってはならない。 


 


３ 内閣法制局としては、当局内に「法案誤り等再発防止チ


ーム」を設置したところであり、政府の「法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム」における検討を踏まえつつ、今


回の誤りの発生の原因を分析した上で、立案府省庁等と連


携の上、再発防止のためのチェック態勢や誤りチェックの


ためのチェックポイントの充実、法令審査支援システムの


機能強化などについて検討し、再発防止策を講じていきた


いと考えている。 


 


４ いずれにせよ、法律案等の審査事務の重要性に鑑み、一


層の緊張感を持ち、細心の注意を払って職務に当たること


により、このような誤りの防止に全力を挙げてまいりたい。 
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問２ ４法案、１条約の１４件の条文の誤りの内容と原因


は、どのようなものか。 


（答） 


１ ４法案 1 条約の１４件の誤りの内容及び原因は、次のと


おりである。 


 
担 当 省


庁 


法案名 該当文


書 


誤りの内容 


（印刷の際の誤りか否か） 


 


システ


ムチェ


ック 


原因 


内 閣 官


房 


新型インフルエンザ等


対策特別措置法等の一


部を改正する法律案 


条文 （誤）「同条第五項」→（正）「同条


第六項」 


不可 


新規に追加した規定中であること


から支援システムでは誤りを発見


できないため、目視によるチェッ


クが重要だが見落としたもの 


金融庁 新型コロナウイルス感


染症等の影響による社


会経済情勢の変化に対


応して金融の機能の強


化及び安定の確保を図


るための銀行法等の一


部を改正する法律案 


条文 追加する項のインデントのズレ（5


行目から 11 行目までの行頭を 1 字


下げる必要） 


【印刷の際の誤り】 


― 


法案（穴なし）の印刷局での印刷誤


りを読み合わせ時に見落としたも


の 


追加する条のインデントのズレ（4


行目の行頭を 1 字下げる必要） 


【印刷の際の誤り】 


― 


法案（穴なし）の印刷局での印刷誤


りを読み合わせ時に見落としたも


の 


表の中欄の「第七条」が頁を跨いで


重複 


【印刷の際の誤り】 


― 


原府省において、法案（穴あき）印


刷時に見落としたもの 


【※当局の審査外】 


経 済 産


業省 


産業競争力強化法等の


一部を改正する等の法


律案 


条文 （誤）「若ししくは」→（正）「若し


くは」 


不可 


支援システムでは誤りを発見でき







5 
 


ないため、読み合わせ等における目


視によるチェックが重要だが見落


としたもの 


（誤）「次項において「」及び「」と


いう。）」を削り」→ 


（正）「次項において「」を削り、「」


という。）第一条」を「第一条」に」 


うまく


解析 


できず 


支援システムでうまく解析できな


いケースであるため、目視によるチ


ェックが重要だが見落としたもの 


（誤）「第三条第二項中」→ 


（正）「同法第三条第二項中」 


可 


（新旧対照表中の規定振りが正し


かったため、案文の誤りに気づかな


かった可能性あり。）支援システム


でエラーが出たが、他のエラーに紛


れて見落としたもの 


（誤）「第五条中」→ 


（正）「同法第五条中」 


可 


（新旧対照表中の規定振りが正し


かったため、案文の誤りに気づかな


かった可能性あり。）支援システム


でエラーが出たが、他のエラーに紛


れて見落としたもの 


外務省 地域的な包括的経済連


携協定の締結について


承認を求めるの件 


附属書


中の条 


文等 


表中の項目の表記漏れ 


【印刷の際の誤り】 


― 


読み合わせで指摘した箇所が指示


どおり修正されていることを印刷


原稿で確認していたものの、印刷物


の印刷誤りを最終確認で見落とし


たもの 


文章の重複（610 頁 1 行） 


【印刷の際の誤り】 


― 


読み合わせで指摘した箇所が指示


どおり修正されていることを印刷


原稿で確認していたものの、印刷物


の印刷誤りを最終確認で見落とし


たもの 


文章の欠落（610 頁末行） 


【印刷の際の誤り】 


― 


読み合わせで指摘した箇所が指示


どおり修正されていることを印刷


原稿で確認していたものの、印刷物
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の印刷誤りを最終確認で見落とし


たもの 


文章の重複（613 頁 1 行） 


【印刷の際の誤り】 


― 


読み合わせで指摘した箇所が指示


どおり修正されていることを印刷


原稿で確認していたものの、印刷物


の印刷誤りを最終確認で見落とし


たもの 


総務省 地方公務員法の一部を


改正する法律案 


条文 引用条項の改正漏れ 


（誤）附則第二十八条→ 


（正）附則第二十七条 


可 


支援システムの包括的エラーを放


置して、システムによる解析をしな


かったもの 


（誤）「、附則第二十三項から第二十


五項までの項」→ 


（正）「及び附則第二十三項から第


二十五項までの項」 


うまく


解析 


できず 


支援システムでうまく解析できな


いケースであるため、目視によるチ


ェックが重要だが、見落としたもの 
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問３ 内閣法制局では、どのように法案の審査をしている


のか。（一般論） 


（答） 


１ 内閣法制局においては、担当の参事官が中心となって法


律案の審査を行っている。担当参事官が了とした法律案は、


担当部長の審査を経て、内閣法制次長、内閣法制局長官の


審査を受けるほか、これとは別に、御指摘のような形式的


な事項についてのチェックを並行して行っている。 


  特に常会提出法案については、チェック態勢を強化する


ため、各府省庁から職員を派遣していただき、毎年１月中


旬頃から３月中旬頃までの間、法律案の形式的チェックの


ための「分室」を設置し、通常のチェック態勢に加えて、


主に「法令審査支援システム」を活用した形式的チェック


を実施している。 


 


２ それにもかかわらず、今国会の内閣提出法律案等に複数


の条文の誤りがあったことについて、大変申し訳ない。 


 


３ 立案府省庁と内閣法制局の役割分担については、（どの


部分の誤りがどちらの責任であるというような分担があ


るものではなく、）立案府省庁は、法律案を立案し、国会


へ提出する立場から、内閣法制局は、法律案の審査を所掌


する立場から、それぞれチェックを尽くす必要があるもの


と考えている。 


   


４ 内閣法制局としては、当局内に「法案誤り等再発防止チ
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ーム」を設置したところであり、政府の「法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム」における検討を踏まえつつ、今


回の誤りの発生の原因を分析した上で、立案府省庁等と連


携の上、再発防止のためのチェック態勢や誤りチェックの


ためのチェックポイントの充実、法令審査支援システムの


機能強化などについて検討し、再発防止策を講じていきた


いと考えている。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


（参考） 


○内閣法制局設置法（昭２７法律２５２） 
（所掌事務） 


第三条 内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。 


一 閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の


修正を加えて、内閣に上申すること。 


二 法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。 


三 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。 


四 内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。 


五 その他法制一般に関すること。 
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問４ 内閣法制局では、今回のような誤りがないように、


これまでどのような対策を講じてきたのか。 


（答）  


１ 内閣法制局では、平成１６年の「国民年金法等の一部を


改正する法律」（平成１６年法律第１０４号）について、


法案の形式的事項に多数の誤りがあったこと等を契機に、


内閣法制局と立案府省庁等とが連携しつつ、誤りの防止を


図るための実効的な態勢を確立する必要があるとの認識


から、第一に、「法令案における誤りの防止について（手


引き）」を作成し、これに従った誤り防止策を実践してき


た。 


   


  「手引き」では、 


・ 法令案における誤りを防止するための基本的事項と 


して、立案府省庁等において（立案担当部門以外の大臣


官房等による）複層的なチェックを行うこと等を要請す


るとともに、 


・ 法令案における誤りを防止する具体的措置として、特


に誤りを生じやすい事項についてのチェックポイント


を示し、当局及び立案府省庁等における誤り防止に活用


することとしている。 


 


２ 第二に、法令案における誤り防止のためのツールの一つ


として「法令審査支援システム」を開発し、平成１８年１


月から当局における審査に活用するとともに、平成１８年


１０月からは立案府省庁等の利用に供し、その活用を促し


てきた。 
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  「法令審査支援システム」は、人の目によるチェックを


代替するものではなく、あくまでも補助的なものであるが、


人の目では限界がある典型的な脱字のチェックや引用す


る文字列の同一性の確認、引用条項の改正漏れの点検など


の面で「システム」ならではの強みを発揮して、（限界は


あるものの）形式的な誤りの発見に役立っている。 


 


３ 第三に、当局のチェック態勢を強化するため、各府省庁


から職員を派遣していただき、毎年１月中旬頃から３月中


旬頃までの間、法律案の形式的チェックのための「分室」


を設置し、審査を担当する担当参事官の審査とは別に、主


に「法令審査支援システム」を活用した常会提出法案の形


式的チェックを実施してきた。 
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問５ それにもかかわらず、今回のような誤りがあったこ


とから、内閣法制局として、今後の再発防止策として、


どのような対応を考えているのか。 


（答） 


１ 内閣を補佐し、閣議に付される法律案等を審査する立場


にある内閣法制局として、今国会の内閣提出法律案等に複


数の条文の誤りがあったことについて大変申し訳ない。 


 


２ 内閣法制局としては、当局内に「法案誤り等再発防止チ


ーム」を設置したところであり、政府の「法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム」における検討を踏まえつつ、今


回の誤りの発生の原因を分析した上で、立案府省庁等と連


携の上、再発防止のためのチェック態勢や誤りチェックの


ためのチェックポイントの充実、法令審査支援システムの


機能強化などについて検討し、再発防止策を講じていきた


いと考えている。 


 


【更に問われた場合】 


３ 具体的には、立案府省庁等における実務の状況などに


ついて情報を集めて、これから検討しなければならない


と考えているが、現時点で考えられる方向性として、例


えば、 


  ① 当局の審査部及び「分室」における複層的チェック


の徹底・強化 


  ② 立案府省庁等における複層的チェックの充実 


  ③ 「法令審査支援システム」の利用の徹底及び機能改


善の検討 
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  ④ より実効的なチェックができるような法案の誤りを


防止するためのチェックポイントの充実 


 について検討して、再発防止策として実施してまいりた


い。  
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問６ 法制局がしっかり審査をしていれば、このようなミ


スは防げたのではないか。 


（答） 


１ 内閣を補佐し、閣議に付される法律案等を審査する立場


にある内閣法制局として、今国会の内閣提出法律案等に複


数の条文の誤りがあったことについて大変申し訳ない。 


 


２ 法律等の条文は、国民の権利義務に関わることから、正


確性を十分に求められるものであり、いかなる理由にせよ


誤りはあってはならない。 


 


３ 内閣法制局としては、当局内に「法案誤り等再発防止チ


ーム」を設置したところであり、政府の「法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム」における検討を踏まえつつ、今


回の誤りの発生の原因を分析した上で、立案府省庁等と連


携の上、再発防止のためのチェック態勢や誤りチェックの


ためのチェックポイントの充実、法令審査支援システムの


機能強化などについて検討し、再発防止策を講じていきた


いと考えている。 


 


４ いずれにせよ、法律案等の審査事務の重要性に鑑み、一


層の緊張感を持ち、細心の注意を払って職務に当たること


により、このような誤りの防止に全力を挙げてまいりたい。 


 


（※ 問１と同じ答弁ぶり） 


  







14 
 


 


問７ 過去の内閣提出法律案の条文の誤りの件数 


（答） 


過去、条文に誤りがあり、内閣から正誤通知を発出した法


律又は条約については、  


（令和２年は０件） 


平成 31 年に２件 （子ども・子育て支援法改正案、 


重要施設等上空ドローン飛行禁止法改正案）  


平成 30 年に２件 （漁業法改正案※、 


オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正） 


平成 29 年に１件 （地方公務員法・地方自治法改正案）  


平成 28 年に１件 （環太平洋パートナーシップ協定）  


平成 27 年に１件 （水銀に関する水俣条約） 


平成 26 年に２件 （労働安全衛生法改正案、原賠機構法改正案） 


と承知している。 


 ※ なお、この件数には、いわゆるチェック漏れによら


ない誤り（法案審議の越年による法律番号の修正）も


含まれる。 
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＜参考３＞条文誤りの過去例一覧（※成立後に正誤処理したもの＝網掛け） 


国会回次 


（法案提出時） 


法案名 


【公布番号】 


正誤内容 処理の 


時期 


198 常会 


（平成 31 年） 


 


 


国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の


重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所


の周辺地域の上空における小型無人機等の飛


行の禁止に関する法律等の一部を改正する法


律案 


【令和元年５月 24 日法律第 10 号】 


改正規定を追加すべき誤り。 公布後 


子ども・子育て支援法の一部を改正する法律


案 


【令和元年５月 17 日法律第７号】 


「第三十二条第二項中「この節」を「この


款」に改める。」は「第三十二条第一項


中「この節」を「この款」に改める。」の誤


り 


公布後 


197 臨時会 


（平成 30 年） 


漁業法等の一部を改正する等の法律案 


【平成 30 年 12 月 14 日法律第 95 号】 


「（平成三十年法律第   号」は「（平成   


年法律第   号」の誤り 


公布後 


196 常会 


（平成 30 年） 


オゾン層を破壊する物質に関するモントリオー


ル議定書の改正 


【和文テキスト】 


「第二条５の二」は「第二条５」の誤り外


１か所 


委員会 


付託後 


193 常会 


（平成 29 年） 


地方公務員法及び地方自治法の一部を改正


する法律案 


【平成 29 年５月 17 日法律第 29 号】 


改正規定を追加すべき誤り。 委員会 


付託前 


192 常会 


（平成 28 年） 


環太平洋パートナーシップ協定 【和文テキスト】 


 「千九百二十年商船法及び客船法」は


「千九百二十年商船法、客船法並びに


アメリカ合衆国法典第四十六編第一万


二千百二節、第一万二千百十三節及び


第一万二千百十六節」の誤り外２か所 


委員会 


付託後 


189 常会 


（平成 27 年） 


水銀に関する水俣条約 【和文テキスト】 


「受領」は「受諾」の誤り 


両院 


承認後 


186 常会 


（平成 26 年） 


労働安全衛生法の一部を改正する法律案 


【平成 26 年６月 25 日法律第 82 号】 


「労働省の健康の保持に及ぼす」は「労


働者の健康の保持に及ぼす」の誤り 


公布後 


原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する


法律案 


【平成 26 年５月 21 日法律第 40 号】 


「（地方税法の一部改正）」は「（地方税


法等の一部改正）」の誤りなど 


委員会 


付託前 


185 臨時会 


（平成 25 年） 


産業競争力強化法案 


【平成 25 年 12 月 11 日法律第 98 号】 


『「同項第十四号までに」』は『「第十四号


までに」』の誤り 


公布後 


183 常会 


（平成 25 年） 


薬事法等の一部を改正する法律案 


【平成 25 年 11 月 27 日法律第 84 号】 


「同法第二十三の二の二十第一項」は


「同法第二十三条の二の二十第一項」


の誤り 


 


  


公布後 
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国会回次 


（法案提出時） 


法案名 


【公布番号】 


正誤内容 処理の 


時期 


177 常会 


（平成 23 年） 


経済社会の構造の変化に対応した税制の構築


を図るための所得税法等の一部を改正する法


律案中修正【平成 23 年 12 月２日法律第 114


号】 


「 (平成二十三年法律第   号）」は


「（平成  年法律第   号）」の誤り 


公布後 


表中に不要な罫線が引かれていた 委員会 


付託前 


現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応し


て税制の整備を図るための所得税法等の一部


を改正する法律案 


【平成 23 年 6 月 30 日法律第 82 号】 


「（平成二十三年法律第   号）」は


「（平成  年法律第   号）」の誤り外１


か所 


公布後 


情報処理の高度化等に対処するための刑法等


の一部を改正する法律案 


【平成 23 年 6 月 24 日法律第 74 号】 


「（平成二十三年法律第   号）」は


「（平成  年法律第   号）」の誤り 


公布後 


民法等の一部を改正する法律案 


【平成 23 年 6 月 3 日法律第 61 号】 


「（平成二十三年法律第   号）」は


「（平成  年法律第  号）」の誤り 


公布後 


174 常会 


（平成 22 年） 


地方自治法の一部を改正する法律案 


【平成 23 年 5 月 2 日法律第 35 号】 


『という。）」と』は『請求権を有する者」と


いう。）」と』の誤り 


一院 


審議中 


国際再生可能エネルギー機関憲章 【和文テキスト】 


「利益」は「利用」の誤り 


委員会 


付託後 


171 常会 


（平成 21 年） 


日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び


経済上の連携に関する協定 


【和文テキスト】 


 「２」は「３」の誤り外１か所 


両院 


承認後 


168 臨時会 


（平成 19、20


年） 


テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動


の実施に関する特別措置法案 


【平成 20 年 1 月 16 日法律第 1 号】 


「（平成十九年法律第   号）」は「（平


成  年法律第   号）」の誤り 


成立後 


公布前 


166 常会 


（平成 19 年） 


戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ


共和国との間の協定 


【和文テキスト】 


「新たな原子内の結合」は「新たな分子


内の結合」の誤り外１か所 


両院 


承認後 


経済上の連携に関する日本国とタイ王国との


間の協定 


【和文テキスト】 


「３３．１０」は「３３．０１」の誤り外３か所 


両院 


承認後 


164 常会 


（平成 18 年） 


学校教育法等の一部を改正する法律案 


【平成 18 年 6 月 21 日法律第 80 号】 


「第二条第二項第七号」は「第二条第二


項第六号」の誤り外１か所 


委員会 


付託前 


一般社団法人及び一般財団法人に関する法律


及び公益社団法人及び公益財団法人の認定


等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備


等に関する法律案 


【平成 18 年 6 月 2 日法律第 50 号】 


 


  


「附則第五十八条」は「第五十八条」の


誤り 


 


一院 


審議中 


162 常会 


（平成 17 年） 


会社法案 


【平成 17 年 7 月 26 日法律第 86 号】 


「第四編」は「第三編」の誤り 成立後 


公布前 


会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関す


る法律案 


【平成 17 年 7 月 26 日法律第 87 号】 


 


 


  


「第百三十四条の十三の五」は「第三十


四条の十三の五」の誤り 


成立後 


公布前 
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国会回次 


（法案提出時） 


法案名 


【公布番号】 


正誤内容 処理の 


時期 


161 臨時会 


（平成 16 年） 


私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する


法律の一部を改正する法律案 


【平成 17 年 4 月 27 日法律第 35 号】 


次の一項を入れるはずの誤り 


目次中「第百三十二条」は「第百三十四


条」に改める外１か所 


委員会 


付託前 


住宅の品質確保の促進等に関する法律の一


部を改正する法律案 


【平成 16 年 11 月 25 日法律第 141 号】 


「製造者」は「製造をする者」の誤り 委員会 


付託前 


159 常会 


（平成 16 年） 


労働組合法の一部を改正する法律案 


【平成 16 年 11 月 17 日法律第 140 号】 


「同条第四項」は「同条第六項」の誤り 一院 


審議中 


信託業法案 


【平成 16 年 12 月 3 日法律第 154 号】 


「第百一条第二項」は「第百二条第二


項」の誤り外１か所 


一院 


審議中 


国民年金法等の一部を改正する法律案 


【平成 16 年 6 月 11 日法律第 104 号】 


「前条」は「第二十七条」の誤り等４０か


所 


公布後 


１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の国際


的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議


定書（議定書Ⅰ） 


【和文テキスト】 


「末満」は「未満」の誤り 


委員会 


付託後 


１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の非国


際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加


議定書（議定書Ⅱ） 


【和文テキスト】 


「末満」は「未満」の誤り 


委員会 


付託後 
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問８ 法案の条文以外の参考資料（要綱、新旧対照表、参


照条文）については、内閣法制局には責任がないのか。 


（答） 


内閣法制局の審査は、法律案等の条文部分が対象であり、


参考資料（要綱、新旧対照表、参照条文）については、対象


ではない。 


 


（参考） 


・ 要綱については、立案府省庁等の責任で作成されており、


当局では、一般に、閣議直前に立案府省庁等からいわゆる


５点セットが持ち込まれる段階で、初めて目にすることに


なるもの 


 


・ 新旧対照表については、法案審査の資料として用いるが、


国会に提出される法律案の参考資料中の新旧対照表は、一


般に、法案審査に用いた新旧対照表を国会における法案審


議に資するよう立案府省庁等で加工したもの 


 


・ 参照条文についても、国会に提出される法律案の参考資


料中の参照条文は、法案審査に用いる参照条文とは異なる


観点（国会における法案審議に資する観点）から編纂され


た、全く別のもの 
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問９ 正誤処理ではなく、法律案の出し直しをするべきで


はないか。 


（答） 


誤りがあった法律案について、正誤処理をするか、出し直


しをするかについては、内閣法制局として判断する立場にな


いため、答弁は差し控える。 
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問１０ 法案の誤りに関係する担当者の処分をどうする


のか。 


（答） 


１ 今回、条文に誤りのあった法律案等の審査を担当した


職員は、それぞれ担当している複数の法案等の全てにつ


いて、限られた期間内に、立案の意図が法文の上に正確


に表現されているか、用字・用語に誤りはないか等、あ


らゆる観点から審査を行うべく職務に精一杯取り組んだ


ところである。 


 


２ こうした努力にもかかわらず、このような事態に至っ


たことは誠に遺憾であると考えている。 


 


３ 内閣法制局としては、当局内に「法案誤り等再発防止チ


ーム」を設置したところであり、政府の「法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム」における検討を踏まえつつ、今


回の誤りの発生の原因を分析した上で、立案府省庁等と連


携の上、再発防止のためのチェック態勢や誤りチェックの


ためのチェックポイントの充実、法令審査支援システムの


機能強化などについて検討し、再発防止策を講じていきた


いと考えている。 


 


４ いずれにせよ、法律案等の審査事務の重要性に鑑み、一


層の緊張感を持ち、細心の注意を払って職務に当たること


により、このような誤りの防止に全力を挙げてまいりたい。 


 


（更に処分について問われた場合） 
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担当者の処分については、これまでの他の事例と比較


した上で、処分の必要性の有無を含めて検討してまいり


たい。 


 


※ 過去において、法案等の誤りで担当職員が処分を受け


た事例は、第 159 回国会において成立した国民年金法等


の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 104 号）におい


て、多数（４０件）の条項改正の遺漏を指摘・是正でき


なかったことから、法案審査を担当した職員に対する監


督上の措置として、内閣法制局長官から訓告が行われた


ことがあるのみ 
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問１１ 「法令審査支援システム」とは、どのようなもの


か。現在のシステムについての評価と改善点について、


どのように認識しているか。 


（答） 


１ 内閣法制局の「法令審査支援システム」は、平成１６年


の「国民年金法等の一部を改正する法律」（平成１６年法


律第１０４号）について、法案の形式的事項に多数の誤り


があったこと等を契機に、その後の法令案における誤り防


止の取組の中で、法令案における誤り防止のためのツール


の一つとして開発し、平成１８年１月から内閣法制局自身


で利用するとともに、平成１８年１０月から立案府省庁等


の利用に供し、その活用を促しているものである。 


 


２ 「法令審査支援システム」は、人の目によるチェックを


代替するものではなく、あくまでも補助的なものであるが、


人の目では限界がある典型的な脱字のチェックや引用す


る文字列の同一性の確認、引用条項の改正漏れの点検など


の面で「システム」ならではの強みを発揮して、（限界は


あるものの）形式的な誤りの発見に役立っている。 


 


３ これまで（平成２６年以降）いくつかの機能改善を実施


してきているところであるが、例えば、 


・ 既存の条項の移動とそれを引用する新たな条文の追加


が同時に行われる場合に、その関係性をチェックできな


いことがある。 


・ 改め文の構造が非常に複雑な場合に、その引用する文


字列をシステムがうまく認識できないことがある。 
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・ 表の改正や、改正部分を図として引用して改正する場


合には、システムが認識できない。 


などの限界がある。 


 


４ 内閣法制局としては、政府の「法案誤り等再発防止プロ


ジェクトチーム」における検討も踏まえつつ、「法令審査


支援システム」の機能改善について検討するとともに、シ


ステムの限界を前提とした誤り防止のためのチェックポ


イントを充実するなどの再発防止策を検討し、実施してま


いりたい。 
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問１２ 分室の体制を強化すべきではないか。 


（答） 


１ 分室による法律案等の誤りチェック機能の強化につい


ては、各府省庁から派遣していただいた職員に対し、法令


審査支援システムを用いたチェック方法について、これま


で以上に十分な研修を行うことにより、チェック機能の強


化に取り組んでまいりたい。 


 


２ 分室の体制（人数）強化については、各府省庁からの職


員派遣のあり方について、派遣元の府省庁の負担及び各府


省庁内部の複層的チェック態勢の充実との関係を考慮し


つつ、検討する必要があると考えている。 
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問１３ 内閣法制局の定員を増加すべきではないか。 


（答） 


１ 内閣法制局は、政府提出の法律案等の審査を所掌事務


としており、法律案等の条文の誤り防止において重要な


役割を担っているが、法律案等の条文の誤り防止は、内


閣法制局とともに、立案府省庁等のチェック態勢が適切


に機能していたかという問題でもある。 


 


２ 今回の政府提出法律案等の条文の誤りの原因について


は、参考資料の誤りと併せて、政府の「法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム」において究明していくことと


しているが、最近の政府提出法律案の本数を見ても、今


国会の提出本数が特に多いというわけではなく、必ずし


も当局が一般的に人員不足の状況にあることが原因とい


うわけではないと考えている。 


 


３ 当局としては、法律案等の審査事務の重要性に鑑み、


一層の緊張感を持ち、細心の注意を払って職務に当たる


ことにより、このような誤りの防止に全力を挙げてまい


りたい。 
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（参考） 


政府提出法律案の数 
年 計 常会 臨時会 


平成２４年 93 83 10 


平成２５年 98 75 23 


平成２６年 112 81 31 


平成２７年 75 75 ー 


平成２８年 75 56 19 


平成２９年 75 66 9 


平成３０年 78 65 13 


令和元年 72 57 15 


令和２年 66 59 7 


令和３年 ※ 62 62 ー 


 


  ※令和３年は令和３年４月１日現在の数 
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問１４ 今回の法案の誤りの一因として、内閣法制局の審


査事務に新型コロナウイルスの影響はあったのか。 


（答） 


 内閣法制局においては、新型コロナウイルス感染症対


策を講じつつ、法令審査に支障がないよう審査態勢を確


保して対応したところであり、新型コロナウイルスの影


響が今回の法案の誤りの一因となったとは考えていな


い。 


 


・パーティションの設置 


・会議室の利用による審査における「三密」の回避 


・その他、手指消毒、換気の励行 


 など 
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問１５ 法律案審査に係る業務が過重であることが誤り


の原因ではないか。 


（答） 


１ 最近の内閣提出法律案の本数を見ても、今国会の提出本


数が特に多いというわけではなく、必ずしも法律案審査に


係る業務が過重であることが、今回複数の法律案等の条文


に誤りがあったことの原因というわけではないと考えて


いる。 


 


２ 法律案等の作成業務は、国民の権利義務等に直接かかわ


る非常に重要な業務であり、その正確性を確保する必要が


あることから、立案府省庁等において、審査のための資料


の作成、チェック等の業務が、それなりの業務量となるこ


とはある程度やむを得ないと考えられる。 


 


３ しかしながら、閣議に付される法律案等の審査事務を所


掌している当局としても、法律案等の正確性を確保しつつ、


職員のワークライフバランス推進の観点から、 


・法律案等の形式的チェックを補助する法令審査支援シ 


ステムの機能向上 


・「現行日本法規」の電子データの審査資料としての活用 


・改め文が整わない段階での新旧ベースでの審査の開始 


・資料送付など対面を必要としない場合のメール等の積 


極的活用 


・審査スケジュールの共有による立案府省庁等の拘束時 


間の削減 


など、法令審査事務の合理化に努めているところであり、
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引き続き働き方改革の観点から不断の見直しを行っていき


たい。 
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【法案各論】 


問１６ インフル特措法の誤りを内閣法制局はいつ把握


したのか。インフル特措法の誤りを内閣法制局があらか


じめ把握していた場合、隠していたことは隠蔽ではない


か。  


（答） 


  新型インフル特措法等改正法案の誤りについては、３月 


２５日に厚生労働省から、全省庁における今国会提出法案


の総点検の中で、成立済みの新型インフル特措法等改正法


の感染症法改正部分に誤りを発見したとの一報があり、当


局としてはこれにより把握したものである。 


 


【更問】新型インフル特措法等改正法案の議員修正案


については、１月に厚生労働省から内閣法制局に情報


提供があったのではないか。その時点で内閣法制局も


誤りを把握していたのではないか。 


（答） 


１ 議員修正案についてのお尋ねであるが、内閣法制局は、


閣議に附される法律案の審査を任務としており、議員修正


案の審査は行わないため、今般の新型インフル特措法等改


正法案の議員修正案についても審査を行っていない。 


  


２ なお、新型インフル特措法等改正法案について議員修正


の協議が行われていることについては、厚生労働省から随


時情報提供を受けていたが、当局として、議員修正案の各


条項の規定ぶり等について確認を行っていない。 
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問１７－１ 新型インフル特措法等改正法案の作成作業


のスケジュール、法制局審査のスケジュールに無理はな


かったか。 


（答） 


 今回の新型インフル特措法等改正法案が特別に作業量が


多かったものとは必ずしも言えないが、その作成作業スケ


ジュールについては、法案作成担当省庁も含めて評価の


上、誤りの再発防止のための方策を講じてまいりたい。 


 


 


 


 


（参考１）新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案について 


○ 閣議決定日：令和 3年1月22日 


○ 案文の枚数：53枚 


○ 被改正法律（本則） 


・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号） 


・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114 号） 


・ 検疫法（昭和26年法律第201 号） 


 


（参考２）新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案（条文案）の審査過程 


  令和２年１２月   参事官審査開始 


  令和３年１月４日  第四部長審査開始 


  令和３年１月１２日 法制局長官・法制次長審査開始 


  令和３年１月２２日 法案閣議決定 
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問１７－２ 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法


律案の作成作業のスケジュール、法制局審査のスケジュ


ールに無理はなかったか。 


（答） 


  今般の産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律


案が特別に作業が多かったものとは必ずしも言えないが、


その作成作業スケジュールについては、法案作成担当省庁


も含めて評価の上、誤りの再発防止のための方策を講じて


まいりたい。 


 


【参考１】産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案について 


○  閣議決定日：令和 3 年 2 月 5 日 


○  案文の枚数：163 枚 


○  被改正法律（本則６本） 


・  産業競争力強化法（平成 25 年法律第 98 号） 


・  中小企業等経営強化法（平成 11 年法律第 18 号） 


・  地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成 19 年法


律第 40 号） 


・  中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成 20 年法律第 33 号） 


・  下請中小企業振興法（昭和 45 年法律第 145 号） 


・  独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成 14 年法律第 147 号） 


○  被廃止法律（本則１本） 


・  生産性向上特別措置法（平成 30 年法律第 25 号） 


 


【参考２】産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案の審査スケジュール 


・１月 12 日 担当部長一読 


・１月 18 日 担当部長二読・三読 


・１月 19 日 長官・次長一読 


・２月２日 長官・次長二読 


・２月５日 閣議決定 
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問１７－３ 銀行法等改正法の作成作業のスケジュール、


法制局審査のスケジュールに無理はなかったか。 


（答） 


  銀行法等改正法案の内閣法制局における審査スケジュー


ルが特に無理があるものではなかったと承知している。 


  今般の銀行法等改正法案の条文の誤りは、審査段階及び


終了後に再三確認を行ったにもかかわらず、最後の印刷に


おいて誤りが生じ、その確認が十分でなかったことによる


ものである。今後、印刷の過程における確認作業のあり方


や体制等について見直しを行うことなどにより、再発防止


が期される必要がある。 


 


（参考）銀行法等改正法案の審査過程 


令和２年１０月 参事官審査開始 


令和２年１１月  第三部長審査（部分）開始 


令和３年２月５日 第三部長審査（全体）開始 


令和３年２月２２日 法制局長官・法制次長審査開始 


令和３年３月５日 法案閣議決定 
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問１７－４ 地域的な包括的経済連携協定（ＲＣＥＰ協定


）の作成作業のスケジュール、法制局審査のスケジュー


ルに無理はなかったか。 


（答） 


１ RCEP 協定は、日本語訳だけで約 2,300 ページに及ぶ大


部の協定であるが、その日本語訳については、昨年１１月


に交渉が妥結し署名されて以降、外務省及び内閣法制局を


中心に確認作業を行った。 


 


２ 具体的には、①昨年１１月の署名後、外務省担当部局に


おいていわゆるクロスチェックを５０名以上を動員して


約１か月間かけて実施した上で、②本年１月、外務省と内


閣法制局による読み合わせ作業を延べ約１１０名を動員


して約３週間かけて実施するなど、何重もの確認作業を行


った。こうした確認作業を通じて必要な修正等は特定され、


印刷原稿にそれらが反映されていることも確認されてい


た。 


 


３ それにもかかわらず、外務省として国会提出テキストを


印刷する最終段階において、今般の日本語訳の一部の欠落


及び重複が発生してしまったものであると承知している。 


 


４ これらのことから、ＲＣＥＰ協定の件に関しては、スケ


ジュールの問題もさることながら、クロスチェック及び読


み合わせによる何重もの確認作業を引き続き徹底の上、編
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集・印刷の過程における確認作業のあり方や体制等につい


ても不断の見直しを行うなどにより、再発防止が期される


必要がある。 


 


（参考）外務省から自民党政調に提出した資料 


 


地域的な包括的経済連携協定(RCEP 協定)における 


編集・印刷時の欠落・重複を踏まえた外務省における再発防止策 


 


令和 3 年 3 月 


外務省 


 


1 概要 


 今国会に提出した「地域的な包括的経済連携協定」、いわゆる RCEP


協定について、国会への提出後に、改めて協定全体についてチェック


を行う中で、準備していた日本語訳の一部が編集・印刷時の改頁の処


理の誤りにより 4 か所において欠落及び重複していたことが判明し


た。 


 


2 該当箇所及び誤記の内容 


(1) 「附属書三 A 品目別規則」中、国会提出テキストの 451 頁の次


の頁 (別紙)が欠落している。 


(2) 「附属書八 A 金融サービス」中、  


・610 頁の 1 行目(「からの照会に回答するための適当な仕組みを維


持し、又は設ける。」)が 609 頁の末行と重複している。 


・610頁の末行に記載されるべき1行(「(実)行可能な限りにおいて、


当該申請者に対してその拒否の理由を通知する。」)が欠落している。 


・613 頁の 1 行目(「当該締約国が約束を行っていないものを許可す


ること(非居住者である金融サービス提供者に対し、本人」が 612 頁


の末行と重複している。 


なお、外務省ホームページの RCEP 協定の欄には、正しいテキスト


が掲載されている。 
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3 原因 


(1) RCEP 協定は、20 章に及ぶ幅広い分野について包括的かつ詳細な


ルールを定めたものであり、日本語訳だけで約 2,300 ページに及ぶ


大部の協定であるが、昨年 11 月の署名以降、外務省及び内閣法制局


を中心に確認作業を行った。 


(2) 具体的には、TPP の際の反省もあり、①昨年 11 月の署名以降、


自ら担当していない分野のチェック、そもそも RCEP 協定を担当して


いない者が新鮮な目で行うチェックなどいわゆるクロスチェックを


50 名以上を動員して約 1 か月間かけて実施した上で、②本年 1 月か


らは、外務省と内閣法制局による読み合わせ作業を延べ約 110 名を


動員して約3週間かけて実施するなど、何重もの確認作業を行った。 


(3) それにもかかわらず、こうした確認作業を通じて特定された必


要な修正等を行った後、国会提出テキストを印刷する最終段階にお


いて、今般の日本語訳の一部の欠落及び重複が発生してしまった。 


 


4 再発防止策 


これまで行ってきているクロスチェック及び読み合わせによる何


重もの確認作業を改めて徹底するとともに、編集・印刷の過程におけ


る確認作業のあり方や体制等について不断の見直しを行うなど、改


めて再発防止に万全を期する。 
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問１８－１ 新型インフル特措法等改正法案は束ね法で


あることにより、責任が曖昧になり誤りが生じたのでは


ないか。束ね法にすることにより、過剰な作業負担が生


じていたのではないか。 


（答） 


１ 今般の新型インフル特措法等改正法案は、本則で３本


の法律の改正を行う、いわゆる束ね法案であるが、新型


インフル特措法の改正については内閣官房が、感染症法


及び検疫法の改正については厚生労働省が、それぞれ責


任をもって改正作業を行ったものであり、束ね法案であ


ったことをもって責任が曖昧になったということはない


と考えている。 


２ また、新型インフル特措法等改正法案が束ね法案である


ことによって、この法案が特別に作業量が多かったものと


は考えていない。 


 


（参考）新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案 


  ○ 閣議決定日：令和 3年1月22日 


  ○ 案文の枚数：53枚 


  ○ 被改正法律（本則） 


・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号） 


・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114 号） 


・検疫法（昭和26 年法律第201 号） 


 


（参考）新型インフル特措法等の一部改正法を束ね法案とする理由 


〇 今般改正を予定している特措法、感染症法、検疫法における改正項目は、新型コロナウイ


ルス感染症（COVID-19）への対応の経験を踏まえ、今後、感染症一般への対応を行っていく
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上で現時点において必要と考えられる法的措置を講ずるとともに、当面の対応を行ってい


くために必要な事項を措置するものであり、各法律における改正項目の趣旨目的は一つで


あると言える。 


〇 また、感染症法において、新型インフルエンザ等感染症の定義に新型コロナウイルス感


染症を追加する改正に伴い、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を 特措法の適用対象


とするために当該感染症を新型インフルエンザ等とみなす旨規定する特措法附則第１条の


２を削除している。 


  さらに、感染症法に新たに規定する宿泊療養について、一定の基準を満たした「施設」に


おいて療養を行うこととするが、当該「施設」については、改正後の検疫法においても、施


設での待機を求めるに当たり、感染症法の「施設」と同一の基準を求める予定であることか


ら、感染症法で新たに規定する「施設」の定義を引用する形で検疫法に規定を置いている。 


  このように、それぞれの改正について条文関連性がある。 
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問１８－２ 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法


律案は束ね法であることにより、責任が曖昧になり誤


りが生じたのではないか。束ね法にすることにより、


過剰な作業負担が生じていたのではないか。 


（答） 


  今般の産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律


案は、６本の法律の改正及び１本の法律の廃止を行うもの


であるが、いずれも経済産業省所管の法律であり、束ね法


案であることをもって責任が曖昧になるものではなく、ま


た特別に作業量が多かったものとも考えていない。 
 
【参考１】産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案について 


○  閣議決定日：令和 3 年 2 月 5 日 


○  案文の枚数：163 枚 


○  被改正法律（本則６本） 


・  産業競争力強化法（平成 25 年法律第 98 号） 


・  中小企業等経営強化法（平成 11 年法律第 18 号） 


・  地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成 19 年法


律第 40 号） 


・  中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成 20 年法律第 33 号） 


・  下請中小企業振興法（昭和 45 年法律第 145 号） 


・  独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成 14 年法律第 147 号） 


○  被廃止法律（本則１本） 


・  生産性向上特別措置法（平成 30 年法律第 25 号） 


 


【参考２】過去に産業競争力強化法が束ねられた例（産業競争力強化法等の一部を改正する


法律（平成 30 年法律第 26 号）） 


○ 被改正法律（本則５本） 


・  産業競争力強化法 
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・  中小企業等経営強化法 


・  中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 


・  中小企業倒産防止共済法（昭和 52 年法律第 84 号） 


・  独立行政法人中小企業基盤整備機構法 


 


（参考）産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案を束ね法案とする理由 


○ 本法律案は、各法律の改正により講じられる措置を一体的に推進することにより、新型コ


ロナウィルス感染症の影響、急激な人口の減少等の短期及び中長期の経済社会情勢の変化


に適切に対応して、我が国産業の持続的な発展を図るものとして、本法律案に盛られた政


策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨･目的が一つであると認められると言


える。 


○ また、このような措置を一体的に推進するためには、これらの措置を支援するための業務を


独立行政法人中小企業基盤整備機構が一元的に実施することが効果的であるため、本法律案


においては、独立行政法人中小企業基盤整備機構法において、これらの業務を一括して追加す


る改正を行っており、内容的に法律案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると


認められると言える。 
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問１８－３ 銀行法等改正法は束ね法であることにより、


責任が曖昧になり誤りが生じたのではないか。束ね法


にすることにより、過剰な作業負担が生じていたので


はないか。 


（答） 


 今般の銀行法等改正法案は、金融庁が他省と共管する


法律を含め一括して改正する法案であるが、金融庁が責


任をもって改正作業を行ったものであり、一括法案であ


ったことによって責任が曖昧になった、あるいは過剰な


作業負担が生じていたということはないと考えている。 


  今般の条文の誤りは最終的な印刷の段階で生じたもの


であり、今後、印刷の過程における確認作業のあり方や


体制等について見直しを行うことなどにより、再発防止


が期される必要がある。 


 


（参考１）新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融


の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案 


  〇閣議決定日：令和３年３月５日 


  〇案文の枚数：３０６枚 


  〇被改正法律（本則）１６法律 


（参考２）法改正の趣旨・目的が同一である場合における銀行法と農業協同組合法等の一


括化は例年行っている。銀行法と農業協同組合法等を一括化して提出した最近の


例としては以下の通り。 


 ・金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する


法律等の一部を改正する法律（令和２年法律第５０号）第２０１回国会 


 ・情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律


等の一部を改正する法律（令和元年法律第２８号）第１９８回国会 


 ・銀行法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第４９号）第１９３回国会 





























令和４年１月２７日現在 
長官総務室総務課 


 


内閣法制局長官用想定 


 


想定問１ 内閣法制局では、法令における誤りの防止のために、どのような対策を講じ


ているのか。（これまでどのような対策を講じてきたのか。） 


想定問２ 昨年の常会では、４法案１条約に１４件の条文の誤りがあった。その後、内


閣法制局として、どのような再発防止策を講じたのか。 


想定問３ 法令審査支援システムの機能向上については、どのような取組状況か。 


 


参考問１ ４法案１条約の１４件の条文の誤りの内容と原因は、どのようなものか。 


参考問２ 過去の法案の条文の誤りの件数 


参考問３ 法案の条文以外の参考資料（要綱、新旧対照表、参照条文）については、内


閣法制局には責任がないのか。 
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想定問１ 内閣法制局では、法令における誤りの防止のた


めに、どのような対策を講じているのか。（これまでどの


ような対策を講じてきたのか。） 


（答）  


１ 内閣法制局では、平成１６年の「国民年金法等の一部を


改正する法律」（平成１６年法律第１０４号）について、


法案の形式的事項に多数の誤りがあったこと等を契機に、


内閣法制局と立案府省庁等とが連携しつつ、誤りの防止を


図るための実効的な態勢を確立する必要があるとの認識


から、第一に、「法令案における誤りの防止について（手


引）」を作成し、これに従った誤り防止策を実践してきた。 


   


  「手引」では、 


・ 法令案における誤りを防止するための基本的事項と 


して、立案府省庁等において（立案担当部門以外の大臣


官房等による）複層的なチェックを行うこと等を要請す


るとともに、 


・ 法令案における誤りを防止する具体的措置として、特


に誤りを生じやすい事項についてのチェックポイント


を示し、当局及び立案府省庁等における誤り防止に活用


している。 


 


なお、この「手引」については、昨年（令和３年）の常


会で内閣提出の４法案１条約に１４件の条文の誤りがあ


ったことを踏まえ、より実効的な内容となるよう改定した。 
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２ 第二に、法令案における誤り防止のためのツールの一つ


として「法令審査支援システム」を開発し、平成１８年１


月から当局における審査に活用するとともに、平成１８年


１０月からは立案府省庁等の利用に供し、その活用を促し


てきた。 


 


  「法令審査支援システム」は、人の目によるチェックを


代替するものではなく、あくまでも補助的なものであるが、


人の目では限界がある典型的な脱字のチェックや引用す


る文字列の確認、引用条項の改正漏れの点検などの面で、


形式的な誤りの発見に役立っている。 


 


３ 第三に、当局のチェック態勢を強化するため、各府省庁


から職員を派遣していただき、毎年１月中旬頃から３月中


旬頃までの間、法律案の形式的チェックのための「分室」


を設置し、審査を担当する担当参事官の審査とは別に、主


に「法令審査支援システム」を活用した常会提出法案の形


式的チェックを実施してきた。 
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（参考１）手引（改訂版）の概要 
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（参考２）システムの概要 
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（参考３）分室の概要 


法案の複層的チェックのための分室について 


 


（経緯） 


 平成１６年の常会で成立した年金改革法に多数の誤りがあり、さらに、同年の臨時会で４


法案の誤りが発見されたことから、平成１７年に常会提出法律案の複層的チェックを行う


ため、当局職員、当局ＯＢ職員及び他省庁からの派遣職員による分室を設置。その後、現在


まで毎年設置している。 


 


（設置期間） 


・第１６２回国会（平１７）～第２０８回国会（令４） 


 


（設置時期） 


・１月中旬から３月中旬まで 


 


（人数） 


・延べ ２２０人（うち、ＯＢ２１人、当局職員４６人） 


   （内訳） 


   第１６２回国会（平１７） ９人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人） 


   第１６４回国会（平１８）１２人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人） 


   第１６６回国会（平１９）１３人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人） 


   第１６９回国会（平２０）１５人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人） 


   第１７１回国会（平２１）１４人（うち、ＯＢ３人、当局職員３人） 


   第１７４回国会（平２２）１５人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人） 


   第１７７回国会（平２３）１６人（うち、ＯＢ３人、当局職員３人） 


   第１８０回国会（平２４）１３人（うち、ＯＢ３人、当局職員２人） 


   第１８３回国会（平２５）１４人（うち、ＯＢ２人、当局職員３人） 


   第１８６回国会（平２６）１１人（うち、当局職員２人） 


   第１８９回国会（平２７）１２人（うち、当局職員３人） 


   第１９０回国会（平２８）１１人（うち、当局職員２人） 


   第１９３回国会（平２９）１０人（うち、当局職員２人） 


   第１９６回国会（平３０）１１人（うち、当局職員２人） 


   第１９８回国会（平３１）１０人（うち、当局職員２人） 


   第２０１回国会（令２） １０人（うち、当局職員２人） 


   第２０４回国会（令３）  １１人（うち、当局職員２人） 


  第２０８回国会（令４） １３人（うち、当局職員３人） 


 


（チェック内容） 


・誤り防止の手引きに即したチェック 


・法令審査支援システムを利用したチェック（エラーリストに基づくチェック） 
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想定問２ 昨年の常会では、４法案１条約に１４件の条文


の誤りがあった。その後、内閣法制局として、どのよう


な再発防止策を講じたのか。 


（答） 


１ 内閣提出の４法案１条約に１４件の条文の誤りがあっ


た昨年の常会以降、内閣法制局では、局内に「法案誤り等


再発防止チーム」を設置し、政府の「法案誤り等再発防止


プロジェクトチーム」における検討・取りまとめを踏まえ


つつ、誤りの発生の原因を分析し、立案府省庁等における


実務の状況などについて情報を集めた上で、再発防止のた


めのチェック態勢や誤りチェックのためのチェックポイ


ントの充実、法令審査支援システムの利用などについて検


討し、立案府省庁等に示している「法令案における誤りの


防止について（手引）」を改定した。 


 


２ 具体的には、 


① 当局及び立案府省庁等における誤り防止のためのチ


ェックを、より実効的なものとするための留意事項とし


て、 


・立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認 


・立案府省庁等の責任者と当局の審査担当参事官との連絡 


・審査の節目における全体チェックや複層的チェックの実施 


・ワープロソフトの検索機能、校正機能の利用 


 


② 法令審査支援システムによるチェックの徹底 
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③ 印刷物における誤りの防止のための留意事項として 


・印刷物の校正刷りの読み合わせの実施 


 


等について記述を強化するとともに、最近の誤り事例をチ


ェックポイントの事例に追加した。 


 


３ 今後は、この改定後の手引を基に、当局と立案府省庁等


とが連携して、継続的に取り組んでいくことで、再発防止


に努めたい。 
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（参考１）局内チームの設置 
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（参考２）政府 PTの設置 
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（参考３） 


法案誤り等再発防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和３年 6月 29 日）（抄）P.3 
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（参考４）手引改正のポイント 
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想定問３ 法令審査支援システムの機能向上については、


どのような取組状況か。 


（答） 


１ 「法令審査支援システム」は、人の目によるチェックを


代替するものではなく、あくまでも補助的なものであるが、


人の目では限界がある典型的な脱字のチェックや引用す


る文字列の確認、引用条項の改正漏れの点検などの面で、


形式的な誤りの発見に役立っている。 


 


２ 一方で、「法令審査支援システム」には、検知できない


誤りがあることや過度に多くのエラーメッセージが検出


されるなどの課題も指摘されている。 


内閣法制局では、政府の「法案誤り等再発防止プロジェ


クトチーム」の取りまとめを受けて、「法令審査支援シス


テム」の機能向上に向けたシステム改修について工程表を


作成したところであり、 


 


昨年常会での法案誤りの中には、誤りがシステムで検出


されていたにもかかわらず、他の多くの結果的には問題が


ないエラーメッセージにまぎれて見過ごしてしまったも


のがあったことから、令和４年度は、これに対応するため


の機能を実装できるように準備を進めている。 


 


 具体的には、 


・２回目以降のシステムチェックでは前回チェックには


なかった（新たな）エラーメッセージであることが分か
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るような機能 


・システムチェックの効率化に資するよう、改め文の体裁


点検、溶け込ませ法令の引用点検など、点検項目を絞っ


てシステムチェックがかけられるような機能 


などが実装できるように準備を進めている。 


 


  令和５年度以降については、各府省庁等からの要望を集


約し、要望内容等の検討を行った上で、可能かつ効果が見


込まれる機能向上についての予算要求を行い、所要のシス


テム改修を行うこととしている。 
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参考１）工程表（令和３年 12月 24 日第 3 回政府 PT 提出） 
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（参考２） 


法案誤り等再発防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和３年 6月 29 日）（抄）P.7 


 


  







18 
 


 


参考問１ 昨年の常会における４法案１条約の１４件の


条文の誤りの内容と原因は、どのようなものか。 


（答） 


１ ４法案 1 条約の１４件の誤りの内容及び原因は、次のと


おりである。 


 
担 当 省


庁 


法案名 該当文


書 


誤りの内容 


（印刷の際の誤りか否か） 


 


システ


ムチェ


ック 


原因 


内 閣 官


房 


新型インフルエンザ等


対策特別措置法等の一


部を改正する法律案 


条文 （誤）「同条第五項」→（正）「同条


第六項」 


不可 


新規に追加した規定中であること


から支援システムでは誤りを発見


できないため、目視によるチェッ


クが重要だが見落としたもの 


金融庁 新型コロナウイルス感


染症等の影響による社


会経済情勢の変化に対


応して金融の機能の強


化及び安定の確保を図


るための銀行法等の一


部を改正する法律案 


条文 追加する項のインデントのズレ（5


行目から 11 行目までの行頭を 1 字


下げる必要） 


【印刷の際の誤り】 


― 


法案（穴なし）の印刷局での印刷誤


りを読み合わせ時に見落としたも


の 


追加する条のインデントのズレ（4


行目の行頭を 1 字下げる必要） 


【印刷の際の誤り】 


― 


法案（穴なし）の印刷局での印刷誤


りを読み合わせ時に見落としたも


の 


表の中欄の「第七条」が頁を跨いで


重複 


【印刷の際の誤り】 


― 


原府省において、法案（穴あき）印


刷時に見落としたもの 


【※当局の審査外】 


経 済 産


業省 


産業競争力強化法等の


一部を改正する等の法


律案 


条文 （誤）「若ししくは」→（正）「若し


くは」 


不可 


支援システムでは誤りを発見でき
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ないため、読み合わせ等における目


視によるチェックが重要だが見落


としたもの 


（誤）「次項において「」及び「」と


いう。）」を削り」→ 


（正）「次項において「」を削り、「」


という。）第一条」を「第一条」に」 


うまく


解析 


できず 


支援システムでうまく解析できな


いケースであるため、目視によるチ


ェックが重要だが見落としたもの 


（誤）「第三条第二項中」→ 


（正）「同法第三条第二項中」 


可 


（新旧対照表中の規定振りが正し


かったため、案文の誤りに気づかな


かった可能性あり。）支援システム


でエラーが出たが、他のエラーに紛


れて見落としたもの 


（誤）「第五条中」→ 


（正）「同法第五条中」 


可 


（新旧対照表中の規定振りが正し


かったため、案文の誤りに気づかな


かった可能性あり。）支援システム


でエラーが出たが、他のエラーに紛


れて見落としたもの 


外務省 地域的な包括的経済連


携協定の締結について


承認を求めるの件 


附属書


中の条 


文等 


表中の項目の表記漏れ 


【印刷の際の誤り】 


― 


読み合わせで指摘した箇所が指示


どおり修正されていることを印刷


原稿で確認していたものの、印刷物


の印刷誤りを最終確認で見落とし


たもの 


文章の重複（610 頁 1 行） 


【印刷の際の誤り】 


― 


読み合わせで指摘した箇所が指示


どおり修正されていることを印刷


原稿で確認していたものの、印刷物


の印刷誤りを最終確認で見落とし


たもの 


文章の欠落（610 頁末行） 


【印刷の際の誤り】 


― 


読み合わせで指摘した箇所が指示


どおり修正されていることを印刷


原稿で確認していたものの、印刷物
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の印刷誤りを最終確認で見落とし


たもの 


文章の重複（613 頁 1 行） 


【印刷の際の誤り】 


― 


読み合わせで指摘した箇所が指示


どおり修正されていることを印刷


原稿で確認していたものの、印刷物


の印刷誤りを最終確認で見落とし


たもの 


総務省 地方公務員法の一部を


改正する法律案 


条文 引用条項の改正漏れ 


（誤）附則第二十八条→ 


（正）附則第二十七条 


可 


支援システムの包括的エラーを放


置して、システムによる解析をしな


かったもの 


（誤）「、附則第二十三項から第二十


五項までの項」→ 


（正）「及び附則第二十三項から第


二十五項までの項」 


うまく


解析 


できず 


支援システムでうまく解析できな


いケースであるため、目視によるチ


ェックが重要だが、見落としたもの 
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参考問２ 過去の内閣提出法律案等の条文の誤りの件数 


（答） 


過去、条文に誤りがあり、内閣から正誤通知を発出した法


律又は条約については、  


令和３年に３件 （銀行法等改正案、産業競争力強化法改正案、地域的な包括


的経済連携（RCEP）協定） 


令和２年は１件（地方公務員法改正案） 


平成 31 年に２件 （子ども・子育て支援法改正案、 


重要施設等上空ドローン飛行禁止法改正案）  


平成 30 年に２件 （漁業法改正案※、 


オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正） 


平成 29 年に２件 （地方公務員法・地方自治法改正案、学校教育法改正案）  


平成 28 年に１件 （環太平洋パートナーシップ協定）  


平成 27 年に１件 （水銀に関する水俣条約） 


平成 26 年に２件 （労働安全衛生法改正案、原賠機構法改正案） 


と承知している。 


 ※ なお、この件数には、いわゆるチェック漏れによら


ない誤り（法案審議の越年による法律番号の修正）も


含まれる。 
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＜参考３＞条文誤りの過去例一覧（※成立後に正誤処理したもの＝網掛け） 


国会回次 


（法案提出時） 


法案名 


【公布番号】 


正誤内容 処理の 


時期 


204 常会 


（令和３年） 


 


 


新型インフルエンザ等対策特別措置法等


の一部を改正する法律案 


【令和３年２月３日法律第５号】 


※議員修正により誤り部分が削除されたた


め、内閣から正誤通知を発出しなかった 


「同条第五項」は「同条第六項」の誤り （議員


修正） 


新型コロナウイルス感染症等の影響によ


る社会経済情勢の変化に対応して金融の


機能の強化及び安定の確保を図るための


銀行法等の一部を改正する法律案 


【令和３年５月 26 日法律第 46 号】 


追加する項のインデントの誤り外２か所 委員会


付託前 


産業競争力強化法等の一部を改正する等


の法律案 


【令和３年６月 16 日法律第 70 号】 


「若ししくは」は「若しくは」の誤り外３か


所 


委員会


付託前 


地域的な包括的経済連携協定の締結につ


いて承認を求めるの件 


【令和３年７月 14 日条約第７号】 


【和文テキスト】 


表中の項目の表記漏れ外３か所 


委員会


付託前 


201 常会 


（令和２年） 


地方公務員法の一部を改正する法律案 


【令和３年６月 11 日法律第 63 号】 


改正規定を追加すべき誤り外１か所 委員会 


付託後 


198 常会 


（平成 31 年） 


 


 


国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の


重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所


の周辺地域の上空における小型無人機等の飛


行の禁止に関する法律等の一部を改正する法


律案 


【令和元年５月 24 日法律第 10 号】 


改正規定を追加すべき誤り。 公布後 


子ども・子育て支援法の一部を改正する法律


案 


【令和元年５月 17 日法律第７号】 


「第三十二条第二項中「この節」を「この


款」に改める。」は「第三十二条第一項


中「この節」を「この款」に改める。」の誤


り 


公布後 


197 臨時会 


（平成 30 年） 


漁業法等の一部を改正する等の法律案 


【平成 30 年 12 月 14 日法律第 95 号】 


「（平成三十年法律第   号」は「（平成   


年法律第   号」の誤り 


公布後 


196 常会 


（平成 30 年） 


オゾン層を破壊する物質に関するモントリオー


ル議定書の改正 


【和文テキスト】 


「第二条５の二」は「第二条５」の誤り外


１か所 


委員会 


付託後 


193 常会 


（平成 29 年） 


地方公務員法及び地方自治法の一部を改正


する法律案 


【平成 29 年５月 17 日法律第 29 号】 


改正規定を追加すべき誤り。 委員会 


付託前 


学校教育法の一部を改正する法律案 


【平成 29 年５月 31 日法律第 41 号】 


改正規定を追加すべき誤り。 


 


 


 


 


公布後 
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国会回次 


（法案提出時） 


法案名 


【公布番号】 


正誤内容 処理の 


時期 


192 常会 


（平成 28 年） 


環太平洋パートナーシップ協定 【和文テキスト】 


 「千九百二十年商船法及び客船法」は


「千九百二十年商船法、客船法並びに


アメリカ合衆国法典第四十六編第一万


二千百二節、第一万二千百十三節及び


第一万二千百十六節」の誤り外２か所 


委員会 


付託後 


189 常会 


（平成 27 年） 


水銀に関する水俣条約 【和文テキスト】 


「受領」は「受諾」の誤り 


両院 


承認後 


186 常会 


（平成 26 年） 


労働安全衛生法の一部を改正する法律案 


【平成 26 年６月 25 日法律第 82 号】 


「労働省の健康の保持に及ぼす」は「労


働者の健康の保持に及ぼす」の誤り 


公布後 


原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する


法律案 


【平成 26 年５月 21 日法律第 40 号】 


「（地方税法の一部改正）」は「（地方税


法等の一部改正）」の誤りなど 


委員会 


付託前 


185 臨時会 


（平成 25 年） 


産業競争力強化法案 


【平成 25 年 12 月 11 日法律第 98 号】 


『「同項第十四号までに」』は『「第十四号


までに」』の誤り 


公布後 


183 常会 


（平成 25 年） 


薬事法等の一部を改正する法律案 


【平成 25 年 11 月 27 日法律第 84 号】 


「同法第二十三の二の二十第一項」は


「同法第二十三条の二の二十第一項」


の誤り  


公布後 


177 常会 


（平成 23 年） 


経済社会の構造の変化に対応した税制の構築


を図るための所得税法等の一部を改正する法


律案中修正【平成 23 年 12 月２日法律第 114


号】 


「 (平成二十三年法律第   号）」は


「（平成  年法律第   号）」の誤り 


公布後 


表中に不要な罫線が引かれていた 委員会 


付託前 


現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応し


て税制の整備を図るための所得税法等の一部


を改正する法律案 


【平成 23 年 6 月 30 日法律第 82 号】 


「（平成二十三年法律第   号）」は


「（平成  年法律第   号）」の誤り外１


か所 


公布後 


情報処理の高度化等に対処するための刑法等


の一部を改正する法律案 


【平成 23 年 6 月 24 日法律第 74 号】 


「（平成二十三年法律第   号）」は


「（平成  年法律第   号）」の誤り 


公布後 


民法等の一部を改正する法律案 


【平成 23 年 6 月 3 日法律第 61 号】 


「（平成二十三年法律第   号）」は


「（平成  年法律第  号）」の誤り 


公布後 


174 常会 


（平成 22 年） 


地方自治法の一部を改正する法律案 


【平成 23 年 5 月 2 日法律第 35 号】 


『という。）」と』は『請求権を有する者」と


いう。）」と』の誤り 


一院 


審議中 


国際再生可能エネルギー機関憲章 【和文テキスト】 


「利益」は「利用」の誤り 


委員会 


付託後 


171 常会 


（平成 21 年） 


日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び


経済上の連携に関する協定 


【和文テキスト】 


 「２」は「３」の誤り外１か所 


両院 


承認後 


168 臨時会 


（平成 19、20


年） 


テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動


の実施に関する特別措置法案 


【平成 20 年 1 月 16 日法律第 1 号】  


「（平成十九年法律第   号）」は「（平


成  年法律第   号）」の誤り 


成立後 


公布前 


国会回次 法案名 正誤内容 処理の 
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（法案提出時） 【公布番号】 時期 


166 常会 


（平成 19 年） 


戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ


共和国との間の協定 


【和文テキスト】 


「新たな原子内の結合」は「新たな分子


内の結合」の誤り外１か所 


両院 


承認後 


経済上の連携に関する日本国とタイ王国との


間の協定 


【和文テキスト】 


「３３．１０」は「３３．０１」の誤り外３か所 


両院 


承認後 


164 常会 


（平成 18 年） 


学校教育法等の一部を改正する法律案 


【平成 18 年 6 月 21 日法律第 80 号】 


「第二条第二項第七号」は「第二条第二


項第六号」の誤り外１か所 


委員会 


付託前 


一般社団法人及び一般財団法人に関する法律


及び公益社団法人及び公益財団法人の認定


等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備


等に関する法律案 


【平成 18 年 6 月 2 日法律第 50 号】 


 


  


「附則第五十八条」は「第五十八条」の


誤り 


 


一院 


審議中 


162 常会 


（平成 17 年） 


会社法案 


【平成 17 年 7 月 26 日法律第 86 号】 


「第四編」は「第三編」の誤り 成立後 


公布前 


会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関す


る法律案 


【平成 17 年 7 月 26 日法律第 87 号】 


 


 


  


「第百三十四条の十三の五」は「第三十


四条の十三の五」の誤り 


成立後 


公布前 


161 臨時会 


（平成 16 年） 


私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する


法律の一部を改正する法律案 


【平成 17 年 4 月 27 日法律第 35 号】 


次の一項を入れるはずの誤り 


目次中「第百三十二条」は「第百三十四


条」に改める外１か所 


委員会 


付託前 


住宅の品質確保の促進等に関する法律の一


部を改正する法律案 


【平成 16 年 11 月 25 日法律第 141 号】 


「製造者」は「製造をする者」の誤り 委員会 


付託前 


159 常会 


（平成 16 年） 


労働組合法の一部を改正する法律案 


【平成 16 年 11 月 17 日法律第 140 号】 


「同条第四項」は「同条第六項」の誤り 一院 


審議中 


信託業法案 


【平成 16 年 12 月 3 日法律第 154 号】 


「第百一条第二項」は「第百二条第二


項」の誤り外１か所 


一院 


審議中 


国民年金法等の一部を改正する法律案 


【平成 16 年 6 月 11 日法律第 104 号】 


「前条」は「第二十七条」の誤り等４０か


所 


公布後 


１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の国際


的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議


定書（議定書Ⅰ） 


【和文テキスト】 


「末満」は「未満」の誤り 


委員会 


付託後 


１９４９年８月１２日のジュネーヴ諸条約の非国


際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加


議定書（議定書Ⅱ） 


【和文テキスト】 


「末満」は「未満」の誤り 


委員会 


付託後 
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参考問３ 法案の条文以外の参考資料（要綱、新旧対照表、


参照条文）については、内閣法制局には責任がないのか。 


（答） 


内閣法制局の審査は、法律案等の条文部分が対象であり、


参考資料（要綱、新旧対照表、参照条文）については、対象


ではない。 


 


（参考） 


・ 要綱については、立案府省庁等の責任で作成されており、


当局では、一般に、閣議直前に立案府省庁等からいわゆる


５点セットが持ち込まれる段階で、初めて目にすることに


なるもの 


 


・ 新旧対照表については、法案審査の資料として用いるが、


国会に提出される法律案の参考資料中の新旧対照表は、一


般に、法案審査に用いた新旧対照表を国会における法案審


議に資するよう立案府省庁等で加工したもの 


 


・ 参照条文についても、国会に提出される法律案の参考資


料中の参照条文は、法案審査に用いる参照条文とは異なる


観点（国会における法案審議に資する観点）から編纂され


た、全く別のもの 








参事官着任当初に知っていたら良かったこと（先輩参事官からの助言） 


 


※ 順不同 


※ 個別の改め方や規定ぶりについての知識は記載していない。 


 


１ 審査等スケジュール 


〇 通常国会提出法案について、年末までの検討段階から、年明けの部長審査、次長・長官審査、


閣議決定、国会提出に至るまでの段取り 


具体的には、①いつの段階までに何を固めておく必要があるのか（束ねの適否、重要な論点に


ついての方向性の確定、下審査を要する条文の立案手引きなど）、②法制局内で、いつの段階で


どのようなイベント（骨子留意事項の作成、法案打合せ（旧文書課長等会議）、法案検討幹部会


など）が発生するか、③検討中の段階で部長以上の幹部に相談すべき事項にはどのようなものが


あり、どのように相談するか（論点についての説明ペーパーの作成、投げ込み、事前説明など） 


〇 骨子留意事項（下三分の一紙）について、年内に次長・長官の了解をもらっておくこと。（当


然に、そこから逆算して、部長の了解とりつけに向けた審査スケジュールが決まってくること。）  


○ 法制局の審査スケジュールは閣議日を念頭に置いており、その他の手続（与党審査など）とは


必ずしも連動しないため、１～２月のスケジュール管理には特に注意が必要である。また、（政


治的な事情等により）閣議日が近いタイミングで案文に修正を行う場合の対応について原省と


検討しておくこと。 


○ 当該年度の年度末までの案件は、スケジュールを極力前倒しさせること。 


〇 年明け以降の次長・長官審査のスケジュールについて、税法の審査が行われる時期に注意する


こと。 


 


２ 審査・案文チェック 


○ 審査の手順、着眼点、チェック事項、過去の主な指摘事項を知っておくこと。 


○ 立案府省庁等の担当者を必要以上に対面審査で拘束せず、自主チェックの時間を十分に確保


すること。 


○ 長官・次長・部長指摘に際しての修正を行う際、往々にして指摘箇所のみにしか目が行き届か


ず、修正に伴う他の部分へのハネを見逃しがちなので、そういう観点からのチェックが必要であ


る。 


○ 被改正法令については、審査の初期段階(時間的余裕のある段階)において、基本的には第 1条


から原始附則まで黒本（又はスーパー法令ウェブを打ち出したもの）で通読すべきこと（ハネ改


正等の場合を除く。）。（改正箇所で出てくる文言が前の方の条で略称として規定されていたり、


原省が気づいていないハネ改正を発見したりすることがあるため。） 


 


３ 改め方 


○ 古い法律の改正については特有の留意を要すること（項番号がない法律について改め方が通


常と異なる場合があること、「や」「ゆ」「よ」「つ」の大小等）。 


○ 一部改正法の一部改正を行う場合の配字のルールには注意すること。 


○ 引用する法律の法律番号の規定場所について、多段改正を行う場合には、それぞれの改正段階







において最も前に位置する法律名に付される形となるよう、随時加えたり削除したりする必要


があること。 


 


４ 罰則 


○ 実体規定に罰則規定の構成要件を規定している場合、当該実体規定の改正に伴い罰則規定の


構成要件が改正する際の当該改正規定の施行日について、最短でも「公布の日から起算して十日


を経過した日」以降とすることを失念しやすいこと。 


例：立入検査の拒否等について罰則を設けている場合、当該立入検査の対象を追加等する改正に


おいて、当該改正規定の施行日を「公布の日から施行」としがちである。 


 


５ 審査資料全般 


○ 案文、理由、新旧対照表、用例集、参照条文以外の説明資料の具体例 


○ 全ての審査資料に例外なく日付を記載させること（バージョン管理）。 


 


６ 用例 


 〇 既存の制度の類似制度を設ける等の場合、既存の制度を規定している法令の構造を用例とし


て二段表等で検討すると効果的・効率的である。 


○ 用例を参照する際には、文言のみならず、改正条項の構文に係る先例を十分に参照する必要が


ある（構文用例の重要性）。 


○ 閣法の用例と議員立法の用例の違い。当局の審査を経た用例は閣法の用例であるが、原課の担


当者がこの点を理解しておらず、用例集に議法が含まれていることが時折あるので注意を要す


る。閣法で制定された法律であってもその後の改正が議法でされている場合があるので注意を


要する。 


 


７ 読替規定 


○ 「」が多用されている読替規定や読替表で、引用のダブルヒットが多い（法令審査支援システ


ムでもうまく解析できない）ので、特に目視で確認する必要がある。 


○ 準用、変更適用に係る規定を改正（新設）する場合には、必ず読替表を作成させて、読替規定


の要否を確認すべきこと。 


○ 改め文と読替規定において、対象の特定の仕方の厳密さに差異があること。 


 


８ 参照条文 


○ 参照条文の重要性 


原局の担当者（特に立案経験が乏しい者）は、法制局に提出する参照条文の重要性を十分に理


解していないことがままあるので、常に注意喚起をする必要がある。審査に影響する改正がある


場合には、参照条文中にその旨を明らかにする必要があることは当然であるが、審査に影響する


改正がない場合であっても、その旨を必ず参照条文に記載させ、調査を尽くしたことを確認する


必要がある。 


○ 現行日本法規に附則の全てが登載されているわけではないこと。 


○ 現行日本法規に比し、一般の法令集の信頼性が低いこと。 







○ チェック条文（改め文のチェックのために、参照条文を改め文で引用する順序で重複を排除せ


ず並び替えたもの） 


 


９ 読み合わせ 


○ 最終読み合わせのやり方で注意すべき事項（参事官了の最終原稿を相手に渡して読み上げる、


どの文書のどの部分を誰が責任を持って見るか分担を決める、１時間で約２５ページ進む等）。 


○ 読み合わせは万能ではなく、読み手のペースにつられて必ずしも全ての文字に意識が向かな


い可能性があるので、担当者自ら自分のペースで一字一字確認することも読み合わせと同様に


重要である（形式チェックは読み合わせの機会に行えばいいという認識を持たせないこと。）。 


○ 「第」「条」「十」等の文字の欠落が、思いのほか多いこと。 


○ ページや行の変わり目は特に注意が必要である。 


○ 印刷の段階で審査済みの原稿と非連続な（思いもよらない）印刷ミスが発生し得る。 


 


10 ワークブック、手引き以外の図書など 


○ 組織関係法令の審査における「各省等設置法立案作業手引書集」、「中央省庁等改革関係政令立


案作業手引集」 


○ 過去の法令改正における「理由」の一覧の存在 


○ 官報検索サービス、法令データ提供システム 


 


11 個別事項についての知識 


〇 政令の制定文の規定の仕方 


〇 準用と変更適用 


〇 特定の分野の法律において前提とされている表現（「業を行う」と「業を営む」など） 


〇 罰則の構成要件の規定の仕方 


○ 経過措置の典型的な規定の仕方 


○ 経過措置独特の用語の使い方（「〇〇法」、「新〇〇法」、「旧〇〇法」、「令和〇年改正〇〇法」


など） 


〇 調整規定 


 


12  その他 


 〇 担当することになる法律案について、過去の審議録を事前に見ておくと良い。 


○ 夏場には比較的時間があるので、毎年夏の間に何をするか計画立てた方が良い。 


○ 出身省庁又は担当省庁から、法制執務についてのマニュアルを入手して参考にする。対法制局


や対国会の基礎知識や事務手続がコンパクトにまとめられていて、内閣法制局参事官としても


参考になる。 








参事官としての形式的事項のチェック（先輩参事官の実践例） 


 


※ 順不同 


※ 寄せられた先輩参事官の実践例をほぼそのまま取りまとめたもの 


 


１ 案文等の確認 


⑴ 心構え 


 ○ 案文には、しっかり見たと思っても必ず誤りがあるとの認識の下、時間のある限り、何度で


も見直す（白表紙３ｃｍくらいの法案なら、１回目のチェックで誤り３０カ所、２回目のチェ


ックで誤り１５カ所、３回目のチェックで誤り５カ所が必ず見つかると思って見直すこと。）。 


○ 審査終盤での修正時においては、忙しくてもより慎重な対応を心がける。 


 


⑵ 案文チェック（審査時全般） 


（手法） 


○ １回の案文の見直しの際は、必ず単一の目的ごとに分けて見直し、目的別に自ら機械になっ


て合計で５～６回セットで行う。全般的に見直すと、内容面に気がいったりして、見落としが


出やすい。例えば、①同条・同項の確認、②引用条項の確認、③改め文の「改め」、「削り」等


が適切に入っているかの確認、④定義規定の及ぶ条項、範囲の確認、⑤準用読替規定で、先行


する規定の定義語、略称の使用の可否の確認、⑥類似の条文についての表現等のずれのチェッ


ク等のいずれかの目的のみを持って別々に実施する。 


○ 本当に時間がないときに、修正後の案文が届けられた時には、とりあえず前回の案文と新


しい案文の各行の一字目の文字が同じかどうかを全ページにわたってチェックする。インデ


ントも分かる。一字目が異なっている条項は内容を確認する。最低限、印刷バージョンが手戻


りしていたり、誤りの直しミスが字下げに影響したりすることをチェックできる。 


○ 専ら、改め文とチェック用条文（現行日本法規に未反映分を官報等で補足）、必要に応じて


新旧対照表・読替表を用いながら、前から順番に、①改め方に誤りはないか（字数の下げ方が


適切かを含む）、②条文中に引用されている（引用すべき）他の条項・語句・法令番号に誤り


はないか、「同条」等での指し示し方に誤りはないか、「及び」「並びに」の使い分け等に誤り


はないか、③段階的に施行する場合の施行期日の規定の仕方（施行を遅らせる改正規定の引


用の仕方等）に誤りはないか、④必要な経過措置が適切な場合分け（施行日の違いなど）の下


に規定されているか等をチェックし、修正すべき点・疑問点があれば、改める文の該当箇所に


手書きで書き込みをする。この作業は、雑音が入ったり、他者によって中断されないよう、で


きるだけ静かな環境で一人で行う。 


○ 全体を通じた形式チェックに加えて、その都度テーマを設定し（引用条項の関係や「第」「条」


といった文言等）、特にそこに着目した形式チェックを行うことや、経過措置からチェックを


開始する、罰則からチェックを開始する、複数章の改正の場合には途中の章から遡ってチェッ


クを開始する等の視点を変えた形式的チェックを複数回行う。 


○ 既存法令の附則を改正する際には、官報により附則の改正履歴を確認する。 


○ 改め文と新旧対照表を照合することに加え、改め文を基に、原課から提出させた参照条文


（いわゆる黒表紙）の該当条項に改正内容を書き込んでみて、矛盾等が生じないかを確かめる







ようにする。 


○ 改め文の審査をする際、内容面が概ね詰まった段階で、形式チェックに特化して行う（この


際には、内容面のチェックはしないという気持ちで行う。）。 


○ 案文と参照条文によるチェックを基本に、新旧対照表、読替表、他の法令の構造を借りてい


る場合には当該他の法令との比較表、いわゆる以下リストと対比しながら形式チェックを行


う。 


○ 「法令案における誤りの防止について」の別紙「誤り防止チェックシート」を参照したチェ


ックを行う。 


○ 多数の条項ずれが生ずる改正の場合は、必要に応じて「条項ずれ一覧リスト」（※）を立案


府省庁等に用意させる。 


※改正前後の条項番号の一覧表。利用に当たっては、当該リストの正確性について確認が必要。 


他法令については、法令検索でチェックする。「○○法（法令番号）第◎条第△項」、「○○


法第◎条第△項」「同法（当該法令で略称が置かれている場合は略称）第◎条第△項」のパタ


ーンで法令検索を行う。 


○ 改め元の文言特定の正しさについては、紙の参照条文集に蛍光ペンでマーキングして確認


する。 


（視点） 


○ 過去の指摘事項を踏まえたチェックを行う。 


○ 改め方については、例規・ワークブック法制執務によりつつ、必要に応じて官報検索で過去


の用例を見ながらチェックする。 


○ 非改正部分において一般的な用語（役員等）について限定等が付された上で、「以下同じ。」


などとされている場合に、改正部分における同一用語まで不適切に当該定義が及ぶ場合があ


り、引用先を限定する必要があるなどするため、被改正対象法令の全文について、定義規定や


条文のハネを中心に、原則２回、時間的に可能であれば更に随時確認する。 


○ 施行期日が複数に分かれる場合に二段ロケット方式や読み戻しを要しないかの確認をする。 


○ 表の罫線について、上下のインデントの確認、次ページに表がまたがる場合の罫線の引かれ


方の確認をする。 


○ 案文のうち一部改正部分については、新旧対照表の傍線部分が正しいかを確認する。その際、


改め方を短くする観点から新旧対照表を直しに行くこともある。 


 


⑶ 案文チェック（審査終盤） 


○ 修正を原課に指示するときは、案文のコピーに修正を書き入れ、そのものを原課に確実に送


信する。さらに、修正した案文を送信させ、確実に修正されているかを自分の目で確認する一


手間を惜しまない（実際に修正作業をする者が審査に来ていた内容が分かった者とは限らず、


違った箇所を修正された経験から、信用ベースでの「きちんと直してくれるだろう対応」はし


なくなった。）。余裕なく修正すると、ハネ改正の忘れ、誤ヒット、勘違いによる修正など誤り


が発生しやすいので、後刻、落ち着いてから一人で白地で修正した条項について、再確認をす


る一手間を惜しまない。 


○ 審査最終段階での形式的チェックは、１回の確認におけるチェック項目を絞って、複数回行


う。１回当たりのチェック項目が多すぎると誤りを見逃すため。 







例：１回目は「同法・同条、前条・次条、並びに・又は若しくは」、２回目は誤字・脱字（第・


条の漏れ等）や法令番号、３回目は条項ズレに伴う引用誤り、４回目は「改め、加え、削


り」の脱落等 


 


⑷ 附則（施行期日等） 


○ 施行期日の書き分けについては、施行期日ごとに条文に色分けをさせて、チェックする。 


  ○ 施行期日の規定中に改正規定の条文の引用がされている場合には、案文の修正のたびに改


正規定の特定ができているか確認する。 


○ 法律名、法律番号や定義語・略称規定等の用い方の確認をする。 


  ○ 附則の条項を指し示すとき「附則第△条」とすべきところを、「附則」が抜けて「第△条」


になっていないかの確認をする。 


 


⑸ 配字等 


○ １ページ中の行数を確認する。 


○ 特に束ね法でのインデントの確認をする。 


  ○ 句読点の打ち方、語句の係り方の確認をする。 


 


⑹ 用字等 


○ 引用条項の確認を行う。 


○ 固有名詞（どこまでが固有名詞と観念されるか等）を確認する。 


○ 主語・目的語の係り方・共有のされ方を確認する。 


 


⑺ 新旧対照表 


○ 軽微なものを除き、新旧対照表は、まず現行部分（下欄）を省略せずに作成させ、ある程度


整理できた段階で不要な部分を省略させる。 


  ○ 新旧対照表の目次及び各法令の新旧対照表の冒頭ページで法令名・法令番号が正しいか確


認する。 


○ 新旧対照表の現行部分（下欄）が現行法規と合致していることを確認する。ただし、しっか


り見るのは改正傍線箇所とその前後の項くらい。それ以外は明確におかしいことに気付く場


合のみ。 


○ 新旧対照表ベースで（実質的チェックをした後）傍線が正しく引かれているかを確認する。


具体的には、誤ヒットがないか、条項を途中で切っていないか、固有名詞を途中で切っていな


いか、動詞の語幹だけで改正しようとしていないか等。 


 


⑻ 読替規定・読替表 


○ 「」が多用されている読替規定の改正は、何度も見直すよう指示する。 


  ○ 準用読替規定や適用読替規定について、法律名、法律番号や定義語・略称規定等の用い方の


確認をする。 


  ○ 読替表がある場合には読替表のタイトルが正しいかを確認した後（実質的チェックをした


後）、傍線が正しく引かれているかの確認をする。 







 ○ 読替後の条文で「同条」、「前条」等の表記に誤りがないか確認する。 


 


⑼ 参照条文 


○ 原課から提出される参照条文の内容が正しいか、官報検索で確認する。文言というより、条


項単位で改正時点までの修正が反映されているか、逆に公布未施行が入ってしまっていない


かの確認。 


  ○ 黒表紙だけではなく、原義（制定当初の閣議請議書や官報）を確認すべき場合の例と注意点。 


   ・附則を改正する場合、黒表紙の附則については省略されている場合があることに注意するこ


と。 


   ・一項建ての法令について各号がある場合、各号の書き出し位置は一字目が正しいが、どのよ


うになっているか注意して確認すること。 


   ・表を改正する場合、各欄の文字の書き出し位置が一字目かどうか注意すること。 


 ○ 原課に対し、参照条文の重要性を説明した上で、クレジットを明記させるとともに、改正履


歴の上に条文の施行時点及び未施行部分の有無を注記させた上で、未施行部分については関


係条項の上に注記させた上で、官報及び新旧対照表を添付して参照ページを記載させるよう


求める。 


 


⑽ 読み合わせ 


  ○ 読み合わせは、参事官の最終案文を読む担当者に渡して読ませるものであるのに、持ってき


た印刷物を読み始める担当者がいる。読み合わせ用に自らの最終案文を読み合わせ前にきち


んと整理しておく。手書きで挿入や上書きした所は、読みやすいようにきれいにしておく。 


  ○ 単なる読み上げ要員ではなく、法案の内容を理解している者に、新旧対照表を見ながら溶け


込みの確認を行わせる。 


○ （参事官は正本を確認することが多いと思われるが、）正本と審査原稿との同一性の確認は


事務官に任せ、自分は副本を汚しながら確認する。 


○ 読み合わせは、昼間に行う。 


 


⑾ システム活用 


  ○ 法令審査支援システムについて、局内の操作説明会で理解したことを踏まえ、原省に利用を


徹底させる。 


○ 案文の修正がある度に実施させる。実施していない部局があれば官房を通じて必ず注意す


る。 


○ 定義語の使用状況等を検索する必要がある場合には、必要に応じて D1-Law を併用して検索


を行うよう心掛けている。また、改正対象規定に係る改正履歴の確認は原課の責任ではあるが、


信頼性に疑いがある場合には、D1-Law を活用するなどしてクロスチェックをするよう心掛け


ている。 


○ 一太郎の文書比較機能による案文の修正箇所の確認（修正指示した箇所以外が修正されて


いないかの確認）をする。 


○ 「誤ヒット」の防止は、改め文を現行日本法規の被改正条項の規定と突合することによるチ


ェックが基本だが、読替規定など長い条文の改正に伴う改め文については、被改正条項の改正







前規定をワードにコピペした上で検索機能を用いて誤ヒットがないか確認する。 


 


２ その他参考 


⑴ 事務官との連携 


  ○ 事務官との連携を密にし、法案の内容面の審査と並行して、ある程度内容が固まったところ


から事務官には審査に同席せず、形式面のチェックに専念してもらい、その後の内容面の変更


点は参事官から事務官に個別に情報を入れる。 


○ 複数の法案を並行して審査している場合、事務官を審査卓での審査に拘束せず、形式的事項


のチェックに専念してもらう。 


 


⑵ 原省庁への指示 


  ○ 案文については、部長審査時に、チェック条文により、改正内容が改正元条文に正しく溶け


込んでいるか全てチェックしているが、そもそもチェック条文が存在しなかったり、少なくと


も一度チェックしていれば、間違うはずのないような間違いが散見されたりしており、部長審


査案文について原省自らがチェック条文により案文チェックを行っているとはとても思えな


いものもある。部長にあげる案文は、まずは原省において、部長に提出するチェック条文を用


いて必ずチェックを行うようにさせる必要がある。 


  ○ 案文はチェックを繰り返すことによって、その手法も意識も高まるのであって、最後の時点


にだけチェックを行っても完璧なチェックが行えるはずがない。原案作成・参事官提出時、参


事官審査終了・部長提出時、部長審査終了・次長長官提出時、次長長官審査終了・閣議請議時


の４回は最低行うべきである。 


  ○ 法令番号の追加・削除、条項の引用関係、略称・定義規定の及ぶ範囲等々、間違いが生じる


のはそれらが予期せぬところにでてくるからであり、それを防ぐためには、改正内容がある程


度固まった段階でその全体を把握している者が当該元の法律の全文（改正部分ではなく全文）


を通読するのが最も効果的である。 


  ○ 参照条文と案文でチェックすることを徹底させる。また、不慣れな部局は新旧対照表のみで


案文を作成することがあるため、参照条文を間違いなく作成することが極めて重要であるこ


とを機会を捉えて伝達する。 


  ○ 法令審査支援システム操作説明会に、法令案作成担当（予定）者を必ず参加させるようにす


る。 


  ○ 案文に単純ミスが多い部局については、原省の官房に体制の強化を要請する。 


 





















対総務主幹 


令和３年４月６日（火） 参・経産委 青山繁晴君（自民） 


問１ 法律や政令の改正でも、国民にとって改正内容がよ


り分かりやすくなるよう、新旧対照表方式を積極的に採


用し、極めて分かりにくい改め文は廃止すべきではない


か。 


（答） 


１ いわゆる「改め文」といわれる逐語的改正方式は、その


形式を定めた法令はないが、論理的順序に従って必要な改


正処理を順次行っていくもので、改正に係る立法者の意思


を明確に表現することができることなどから、従来より我


が国における法改正の方法として用いられているもので


ある。 


 


２ 新旧対照表は、主として改正内容の理解を助けるための


参考資料として作成されているものであるところ、「改め


文」方式をやめて、これを改正法案の本体とすることにつ


いては、平成１５年に政府部内で（当局も参画する形で）


検討を行い、その結果を踏まえ、新旧対照表を用いる新た


な改正方式について国会で検討いただいた結果、取りやめ


となった経緯があると承知していることから、まずは国会


で合意いただくことが大前提であると考えている。 


 


 


 







 


更問 新旧対照表方式の採用について、内閣法制局自身が


（国会の合意を取り付けるべく）前向きに取り組むべき


ではないか。 


（答） 


 「どのような形式で法律をつくるか」については、固


有に立法府である国会の問題であることから、まずは国


会で合意いただくことが大前提であると考えている。 


 


  







（参考） 


平成１５年検討当時の新旧対照表方式を導入することに


ついての指摘 


 


①  法案によっては条文が非常に大部の書類となり、作成


にかかる作業が膨大なものとなる。 


 


②   改正法案を修正するなどした場合、三段表、四段表な


どの多段組になり、読みにくくなる。 


 


③   現行法の規定を記入する欄に誤った記述がないかどう


かを確認する作業が必要となり、迅速な作成が困難とな


る。 


  


  







対総務主幹 


令和３年４月６日（火） 参・経産委 青山繁晴君（自民） 


想定問２ 法律については国会マターだとしても、政令に


ついては先行して新旧対照表方式を導入できるのでは


ないか（導入すべきではないか。）。 


（答） 


１ 既に各府省で制定する府省令等では新旧対照表方式を


採っているものが多いが、政令は政府全体の決定として


閣議決定がなされるものであるから、（法体系における


位置づけが異なるほか、）公布までの事務のプロセスも


異なっている。したがって、 


 ① 政令の形式として新旧対照表方式を採用するか否か 


 ② 採用するとした場合の現行の改め文方式との使分け 


などについては、各府省庁等の法制執務の体制や事務量


への影響も見据えて、政府全体として検討されるべきも


のと考えられる。（内閣法制局だけで導入の可否や範囲


が決められるという性質のものではないと考えてい


る。） 


 


２ 以上を踏まえた上で、 内閣として政令について法律案


に先行して新旧対照表方式を導入すると判断する場合に


は、内閣法制局としては、内閣を法制面で補佐する立場と


して、当然適切に対応していくこととなると考えている。 


  







 


更問 政令についての新旧対照表方式の導入を内閣法制


局が音頭をとって進めるべきではないか。（新旧対照表


方式の検討は、政府としてどこが中心となって検討する


のか。） 


（答） 


１ 内閣法制局は、閣議に付される法律案、政令案の審査を


所掌する立場から、平成１５年当時、新旧対照表方式を採


用する場合の技術的な側面について検討し、導入するとし


た場合における一定の対応案を示した。 


 


２ 他方、当該対応案により、法律案に先行して政令の形式


として新旧対照表方式を採用するか否かについては、各府


省庁等の法制執務の体制や事務量への影響も見据えて、実


際に条文案を作成する立案府省庁等の側の政策的判断を


踏まえて内閣として決定されるべきものであり、審査する


側の当局が是非を判断するものではないと考えている。 


 


３ なお、新旧対照表方式を正式な法律案の形式として認め


る国会の合意がない現状において、政府部内のどの組織が


中心となって新旧対照表方式の政令への先行導入につい


て検討するのかについては、当局として把握していない。 


  







 


更問 政府の「法案誤り等再発防止プロジェクトチーム」


で新旧対照表方式の導入について検討しないのか。 


（答） 


 政府の「法案誤り等再発防止プロジェクトチーム」の検


討事項については、内閣法制局として申し上げる立場には


ない。 


 


 








 


文書課長等会議 
 


 


 


日時：令和３年３月２６日（金） 


   １５：００～ 


場所：中央合同庁舎４号館１２階 


１２２５会議室 


 


〔議題〕 


内閣提出法律案等の誤り事案の再発防止について 


 


〔配布資料〕 


資料１ 内閣提出法律案及び条約の再点検の結果について 


資料２ 第204回通常国会(常会)内閣提出法律案等各府省庁点検結果 


資料３ 内閣提出法律案及び条約の誤り事案再発防止に向けて 


資料４ 法令案における誤り防止について 


資料５ 法令審査支援システムの機能概要 


資料６ 法令案における誤りの防止について（手引き）（増補版） 


資料７ 今回の法律案等の誤りの具体例 








法令案における誤り防止について 


１ 経緯 


   第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正する法


律（平成１６年法律第１０４号）について、法案の形式的事項に


多数の誤りがあったこと等を契機に、内閣法制局と立案府省庁


等とが連携しつつ、誤りの防止を図るための実効的な態勢を確


立する必要があるとの認識から、「法令案における誤りの防止に


ついて（手引き）」を作成し、これに従った誤り防止策を実践し


てきた。 


   また、同時に、当局のチェック態勢を強化するため、各省庁か


ら職員を派遣していただき、毎年１月中旬ころから３月中旬こ


ろまでの間、分室を設置し、常会提出法案の形式的チェックを実


施してきた。分室においては、平成１８年１月から、当局が開発


した法令審査支援システムを活用したチェックを行っているが、


同年１０月からは、各立案府省庁等の利用にも供しており、その


活用を促すとともに、機能の向上を図ってきた。 


２ 対応策 


（１）上記手引きの実施状況の再確認等 







 手引きの細部については、時代の変化に応じて見直すべき部


分もあろうが、基本的な事項については、現在も、形式的な誤り


の防止策としては、有意義である。 


 各省庁におかれては、手引きに従った運用が実践されている


か、徹底した再確認を行い、必要に応じて実施態勢の強化を含め


た見直しが求められる。 


 特に、以下の点について、留意が必要である。 


① 複層的チェック態勢の充実等 


② 余裕をもったスケジュール管理 


複層的チェック態勢については、立案府省庁等の内部にお


ける立案担当部局のチェック態勢の強化に加えて、大臣官房


等の職員によるチェック態勢の確立が重要であるとの認識


から、複層的チェックの統括責任者を選任し、通知していた


だいているが、実際にそれが十分に機能しているかを見直す


必要がある。 


今回の誤りの発生事例をみると、多岐にわたるが、法律案


の案文自体についての誤りは、多数の法律の改正を束ねた一


括法案で、その分量も多量なものである。一般にこのような







法案は、立案府省庁等の内部でも、複数の担当部局が関与し、


更には他の府省庁等の所管法令の改正にも及ぶことなどか


ら、他の府省庁等における担当部局や官房等の複層的チェッ


クも必要となり、ともすれば責任の所在が曖昧になりやすい。 


また、この複層的チェックは、立案の過程において条文案


が日々変更され、修正されていくものである以上、多段階に


おいて必要となるものであり、予備審査のみならず、法令案


の読み合わせや印刷のチェック等を含めて、それぞれの具体


的な場面ごとに、責任を明確化した上で実施する必要がある。 


スケジュール管理については、手引きでは、平成５年の「法


令協議に関する申合せ」を徹底し、常会に提出を予定してい


る法案の予備審査については、非予算関連法案にあっては１


０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案に


あっては翌年１月上旬から開始するよう努めることとされ


ているものの、これに従った実践は、なお不十分である。 


予備審査が一時期に過度に集中することは、各府省庁等に


おける複層的チェックに影響するのみならず、当局の担当参


事官の負担増加に伴うチェック機能に与える影響を十分に







考慮する必要がある。 


特に、非予算関連法案については、上記申合せに従った対


応が十分可能ではないかと思われることから、当局の担当参


事官と協議をし、早期の予備審査の日程の設定を調整された


い。また、日程の管理に当たっては、各府省庁等においては


内部の各部局間の調整が必要となると見込まれることから、


大臣官房等が一元的な管理を実施することが必要である。 


さらに、閣議付議の予定日の設定に当たっては、実質的な


改正事項の審査後の形式的事項のチェックに必要な時間が


十分に確保されるよう留意されたい。 


（２）当局の分室の設置及び運営方法について 


下記について改善の余地はないか、当局内部で検討をする。 


 ・各省庁からの職員派遣の在り方について 


      派遣元の各省庁の負担 


各省庁内部の複層的チェック態勢の充実との関係 


     ・法令審査支援システムの活用について 


  システムの機能強化 


取扱い方法の習熟度の向上 
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各法令は、引用・準用・定義語の関係を整備した状態で管理。


条文点検機能


「改め文」、「とけ込ませ」、「とけ込ま


せ後法令」に対して、法令構造、改正


規定の書き振り、引用関係の点検な


ど、システムに登録した点検基準で点


検を行います。


とけ込ませ機能


「改め文」に規定した改正対象法令


について、選択したバージョンに対して


とけ込ませを行います。とけ込ませた


結果は、見え消し表示や新旧対照表
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検索・表示機能


設定した年月日時点における法令
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⑥「とけ込ませ後法令」に対する


点検
⑦「改め文」等


の送付


内閣法制局


①「改め文」をワープロファイルで作成（修正）


②作成した「改め文」をシステムに登録


任意の施行日を設定し、とけ込ませを行うことが可能


設定した施行日に対して適切な施行日バージョンを選択可能


③「改め文」に対する点検結果の一覧表示


エラーを修正し、再登録することによって
繰り返し点検をすることが可能


④設定した内容で、システムが解析
した改正規定のとけ込ませを行う。


エラーの検出された箇所、エ
ラー内容を一覧で表示


とけ込ませを行った結果は、
見え消し表示、新旧対照表で
確認が可能


⑤「とけ込ませ」に対する点検結果と⑥「とけ込ませ後法令」に
対する点検結果の一覧表示


「改め文」に対し、体裁、
日本語の表記等の点検


「とけ込ませ」に対する点検、
「とけ込ませ後法令」に対する点検を行う。


点検内容


「とけ込ませ」、「とけ込ませ後法令」に対して、次の事項の点検
を行います。
⑤「とけ込ませ」に対する点検
・「改め文」の書き振り、改正対象法令との整合性の点検
・改正対象法令に改正条項、改正文字列の存在の有無
⑥「とけ込ませ後法令」に対する点検
・文字の重複、同音異義語の誤り、句読点の扱いが適切か
・拗音、促音の使用、括弧の開閉、目次、見出しの処理が適切か
・自法令・他法令に対する引用・準用関係の整合性の点検


とけ込ませを行う前に改正対
象法令等の確認を行う。


⑦点検結果を基に修正した「改め文」等
のデータを内閣法制局に送付します。


設定した基準日以前最新の内容で引用・準
用関係がリンクされた法令を表示


関連条項表示に切り替えることによって、各条項の引
用・準用・定義関係を参照できる一覧が表示可能


改正を行いたい条項の関連条項表示を
行うことで、その改正による影響につい
て確認することが可能
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法令案における誤りの防止について(手引き)


平成１６年８月３０日


内 閣 法 制 局


改正 平成１６年１２月９日


第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成１６年


法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数の誤りがあり、公布後に


おいて官報による正誤処理をせざるを得なかったことについては、誠に遺憾で


ある。内閣提出の法案及び政令案(以下「法令案」という。)に形式的事項とい


えども誤りがあってはならないことは当然であり、今後かかる誤りを生じるこ


とがないよう、当局と立案府省庁等とが連携しつつ、その防止を図るための実


効的な態勢を確立する必要がある。


そこで、法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、


この手引きは、今後の実施状況等によりその内容に変更及び追加を行うことを


予定している。


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する


申合せ(平成５年１月１８日各省庁文書・国会担当課長会議)」を徹底し、


常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあっ


ては１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあって


は翌年１月上旬から開始するよう努めること。政令案についても、できる


だけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審査を行うことができるように


すること。


２ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチ


ェックに必要な時間を十分に確保することができるよう、当該法令案の閣


議付議の予定日を設定すること。


３ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部門による法令案のチ


ェックを強化することに加えて、立案担当部門以外の大臣官房等の職員(必


要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含む。)が当該法令案


の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確立すること。これに


伴い、法令案ごとに、当該複層的チェックを統括する責任者の官職及び氏


名を審査担当参事官に通知すること。


４ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の


所管する法令の改正に及ぶ場合は、立案府省庁等における３の複層的チェ
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ックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改


正について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等にお


ける複層的チェックを統括する責任者の通知は、当該法令の改正の審査（下


審査）を担当する参事官に行うこと。


５ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、


法令案の形式的事項について的確なチェックを行うことができる職員の養


成に努めること。


６ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェ


ックするほか、３又は４によって通知を受けた府省庁等における複層的チ


ェックを統括する責任者との連絡を密にして、その他の形式的事項のチェ


ックにも遺漏がないことを確認すること。


７ なお、法令案の形式的事項のチェックにおけるＩＴ技術の利用の促進に


ついて、更に検討を進める。


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令の規定の確認等


(1) 官報等の基礎資料の整理
当局における審査は、現行日本法規に登載された改正対象法令の規定


をベースに行っているが、その改正法令が未施行であることや加除の時


期等によって、審査の時点で、これに本改正(今回行おうとしている改


正をいう。以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令(附則により改正す


る他の法令を含む。以下同じ。)の規定が反映されていない場合も少な


くない。このような場合、立案府省庁等において、現行日本法規に反映


されていない改正対象法令の改正について、官報、法令全書又は法案(正


誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正の内容及び施


行期日を確認した上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施


した官報等の写し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案府省


庁等における立案及び複層的チェックのための基礎資料として準備する


とともに、これらの写しを審査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理す


ること。


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官


報等の写しを添付すること。また、施行期日が未定のものについて
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は、施行の見込み時期について付記すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


よる改正及び継続審議中の法案による改正に留意すること。


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改


正対象法令の改正予定の有無及びその内容について適時に所要の照


会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の


基礎資料についても、立案府省庁等において、当該法令を所管する


他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該


法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する


態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定につ


いては、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有し


ておくこと。


(2) 引用法令の確認及び整理
立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無


を確認し、一覧表を作成するなどして整理すること。


［留意点］


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令にお


ける引用について漏れなく把握すること。他の府省庁等の所管に係


る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要


の照会を行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、


調査に遺漏がないようにすること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


おける引用及び継続審議中の法案における引用に留意すること。


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。


以下同じ。)については、平素から、それぞれの法令を所管する府


省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立するこ


と。また、共管法令の引用関係については、その全体について、各


共管府省庁等において情報を共有しておくこと。


(3) 電子データの調製
(1)において確認した本改正の前提とすべき改正対象法令の全文(現行
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日本法規に登載されたとおりである場合を含む。) を電子データ化し、


立案府省庁等における立案及び複層的チェックに用いるための参照資料


として準備するとともに、審査担当参事官に送付すること。


［留意点］


○ 読み合わせを励行するなど電子データの正確性の確保に特に留意


すること。


○ 本改正に係る施行期日が複数あり、その間に改正対象法令の改正


がある場合は、それぞれの施行期日における改正の前提とすべき改


正対象法令の規定を電子データ化すること。


○ 附則において形式的な改正を行うにとどまる他の府省庁等の所管


する法令の電子データについては、必要に応じて送付すれば足りる。


○ なお、総務省において整備をしている法令データについては、未


施行部分の取扱いなどにおいてそのままでは利用できないことに留


意する必要がある。


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等


(1) ワープロデータの的確な管理
立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正


について、ワープロデータのバージョン管理を徹底するとともに、修正


入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保する


こと。


［留意点］


○ いつどの部分を修正したかが分かる資料も併せて保存すること。


(2) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底
立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、


立案府省庁等において、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェッ


クを行い、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないようにするこ


と。


［留意点］


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、全般的なチェックを行うこ


と。


(3) 新旧対照表の扱い
新旧対照表は改正内容の理解を助けるための参考資料として作成する
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ものであり、立案及び審査の対象は法令案(改め文)自体であることに留


意すること。


［留意点］


○ 最終的な新旧対照表は、審査を経て確定した法令案の内容に則し


て作成すべきものであり、法令案の立案及び審査の過程における新


旧対照表は、改正部分の前後の規定や引用関係にある他の規定など


本来直接参照して確認する必要がある規定が記載されていなかった


り、前後の章(節等)名や傍線等が欠落しているなどの不備があるこ


とも多く、法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべ


きものではない。


(4) 最終的な複層的チェックの実施
法案の国立印刷局入稿の時点等法令案が固まった段階において、当該


法令案の形式的事項について、立案府省庁等における最終的な複層的チ


ェックを行うこと。


［留意点］


○ それまでの立案の過程において複層的チェックが行われていた場


合においても、新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的


な複層的チェックを行うこと。


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直


前において更に修正がなされることもあることから、最終的な複層


的チェックについては、これを統括する責任者において相当数の職


員にチェックすべき事項を振り分けるなどして短時間で集中的に形


式的事項のチェックを行うことができる態勢を整備すること。


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配


置することが困難な場合においては、必要に応じて他の部局等から


適当な職員を集めることができる態勢を整えること。


(5) 読み合わせによる確認
読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体に


ついて誤りがないことを確認することができるように行うこと。


［留意点］


○ 立案府省庁等における複層的チェックにおいても、読み合わせに


よる確認を行うこと。


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官の最終原稿を読み上
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げて行うこと。


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック


別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により、法令案


の形式的事項についてチェックを行うこと。


［留意点］


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤り


を生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、各府


省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェ


ックに当たる職員に周知させ、法令案の立案担当部門におけるチェ


ック及び複層的チェックに遺漏がないようにすること。また、各府


省庁等においてその他必要と思われるチェックポイントがあるとき


は、これを適宜増補して使用すること。


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令や他の法令を参照する


場合、検索の便宜として１(3)の電子データを用いることは有用で
あるが、その上で、最終的には、現行日本法規及び官報等を直接参


照すること。


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたも


のであるが、全部改正法令案及び新法令案についても、これらに準


じてチェックを行うこと。


４ 法案提出後におけるフォロー等


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一
法案に誤りがある場合には、国会における審議が開始される前に、法案


の正誤処理を行うことができるようにすること。


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れること
となる場合には、改めて法案をチェックし、所要の修正の依頼を怠らな


いこと。


［留意点］


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによ


る法案の修正
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別紙１ 文言の改正に伴うチェック


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。


［要点］


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部


分」、「…本文」、「…ただし書」、「…前段（後段）」等によって指定され


た規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについて、


実際に当該規定に当たって確かめること。


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。


[誤り事例]


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場


合における第Ｙ条、・・・の規定の適用については、第Ｙ条中・・・


とする。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から


成るものと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を


「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきところ、「第Ｙ条第七号中」とし


て、「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…


加える等における「○○」の文言)が１で確認した規定中の文言に合致す


ることをチェックすること。


［要点］


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及


び意図しない一致(誤ヒット)がないことを確かめること。


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他


方、改め元の文言が短い一般的な用語である場合(「及び」、「又は」、「第


○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当か


についてもチェックすること。


④ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行


う」に、「但し」を「ただし」に、「一に」を「いずれかに」に改める


等）についても留意すること。
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[誤り事例]


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め


元の文言を「昭和六十年一月二日」とすべきところ、「昭和六十四年


一月二日」と記載してしまった。


例２ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改


め元の文言を「認可を受け」とすべきところ、「許可を受け」と記載


してしまった。


例３ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第


一項中」と特定すべきところ、同条第２項にも改め元の文言と同一の


文言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２


項が誤って改正され、意味の通らない規定となってしまった。


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定


を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の部分中」と特定すべきところ、


同項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、


単に「附則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正さ


れてしまった。


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」


の文言)が１で確認した規定中に正常に溶け込むことをチェックすること。


［要点］


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後


を通読して文意が通じることを確かめること。


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様


の確認をすること。


[誤り事例]


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政


庁による公示を規定する第Ｙ条の文言について、「第Ｘ条に規定する


認可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」


に改めるべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、


「（行政庁が）・・・届出をしたときは」と改正されてしまった。
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例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を


経過した日」を加える際、改め元の文言を誤って「終了予定日」とし


たため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」と改正さ


れてしまった。


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを


生じやすい語句等のチェックを行うこと。


［要点］


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確


認すること。


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確


認すること。


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを


確認すること。


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略


称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


[誤り事例]


例１ 第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の


規定による変更の届出・・・・」という規定中、「認可」の下に「、


第Ｚ条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条


第四項」を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してし


まった。


例２ 第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という


規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げる業務」という文言を加える際、


「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している


文言が改正後の当該規定中の文言と整合しているかをチェックすること。
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［要点］


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(2)において整理した他の引用法
令のすべてについて確認すること。


[誤り事例]


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款


の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、「第Ｘ条に規定する認可を受


けた約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべき


ところ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた


際、これに伴って第Ｘ条を準用している第Ｙ条中の「異議申立手続」


の文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。
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別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移


動の処理が適当であることをチェックすること。


［要点］


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているか


を確認すること。


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある


場合の処理に誤りを生じないよう留意すること。


[誤り事例]


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、


「第Ｘ条の十六」の次に付してしまった。


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のもの


かどうかをチェックすること。


［要点］


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改


正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第○章中第○条の次に…」等)され


ているかを確認すること。


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動が


ある場合についても、同様である。


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正


を行う際、当該他法の目次の改正が必要となる場合があることにも十分


に留意すること。


[誤り事例]


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ


+1 条」を「第Ｘ条の二」に改めるべきところ、これを看過してしま
った。


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾


に２条（罰則規定）を追加したことに伴って、Ｂ法の目次における罰


則の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2 条」に改めるべきと
ころ、これを看過してしまった。
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例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1条）」
を「（第Ｘ条－第Ｘ+1 条）」に改めるべきところ、これを看過してし
まった。


３ 共通見出しの処理をチェックすること。


［要点］


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理


が適切になされているかを確認すること。


[誤り事例]


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1 条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見
出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見出し」と記載してしまった。


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2 条までの共通見出しが付されている場合で
「第Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条の前に付されていた共通見


出しを第Ｘ+1 条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしま
った。


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていない


かをチェックすること。


［要点］


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条


(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」が用いられてい


るかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェ


ックすること。


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○


条(項、号)」又は「第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」を「前条


(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要が


ないかを確認すること。


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、


節名等を付し、又は章名、節名等を削る場合を含む。)は、「前章(節等)」、


「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象


となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。この
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場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、


追加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上


そのまま記載されていない場合(電子データを利用して単純に検索を行


ってもヒットしない場合)があることに留意すること。


⑤ 加えて、本文第２の１(2)において整理した他の引用法令のすべてに
ついて、同様に、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不


整合を生じていないかを精査すること。


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条のすべての項を引用


する場合は、単に「第○条」とすることを見落とさないこと。また、本


改正により項建てがなされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第


△項」とすることを見落とさないこと。


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チ


ェックを行うこと。


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


[誤り事例]


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したこと


に伴って、直後の条（第Ｘ+1 条）中の「前条」という文言を「第Ｘ
条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直


後の号（旧第Ｘ+1 号＝新第Ｘ+2 号）中の「前号」という文言を「第
Ｘ号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の


３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」という文言を「第Ｘ条の三」


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ-1
条）第３項中の「次条第一号」という文言を「次条第一項第一号」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴


って、これを引用する第Ｙ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第三号」とい
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う文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしま


った。


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引


用する際、第Ｙ条において項の追加により第４項が第６項に移動した


ことを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と


記載してしまった。


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における


修正に伴って条が移動したことを見落とし、「第Ｙ条の規定により解


任を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1 条の規定により解任
を命ぜられた役員」と記載してしまった。


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴


って、これを引用する第Ｘ条の２第１項及び第２項中の「前条第四項」


という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してし


まった。


例９ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの条


項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第一項（同条第二項に


おいて準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項におい


て準用する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。


例１０ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第


１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」という文言を削除すべきところ、


これを看過してしまった。


例１１ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６


項と第８項に移動したことに伴って、これらの条項を引用するＢ法第


Ｙ条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第


六項及び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。
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別紙３ 縦断的チェック


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切


に付されているかを確認すること。


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これ


に伴いその法令番号を付け替える必要がないかを確認すること。


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名


(「新法」、「旧法」、「平成○○年改正法」等の略称を含む。)の記載及


び法令番号の扱いが適当かを確認すること。


[誤り事例]


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ


法」という最初の文言に法令番号「（昭和○○年法律第△△号）」を


付記すべきところ、これを看過してしまった。


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を


引用する際、「Ａ法」という文言に法令番号を付記すべきところ、こ


れを看過してしまった。


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通


じて重複や混乱がないかを確認すること。


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除され


る場合は、これに伴い新たな定義規定又は略称を定める必要がないかを


確認すること。


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項におい


て同じ。」等の定義語・略称の適用範囲の指定に誤りを生じていないか


を確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法


令中の定義語・略称を不用意に用いていないかに留意すること。
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[誤り事例]


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定め


る規定を設けたことを受け、Ｂ法附則第Ｙ条第４項において、この略


称を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきと


ころ、「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部


改正法）中の条項を引用する際、当該Ｂ法について、題名を記載し、


法令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、


略称を定める規定を置かずに略称を用いてしまった。


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△


○○を除く。以下この章において同じ。）」という定義規定を設けて


いる条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条におい


て、○○に関する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過し


てしまった。


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除し


たことに伴って、同条第１項中の「（次項において「施設等機関」と


いう。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過


してしまった。
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別紙４ 準用規定のチェック


準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)


は、法令の構成を簡素にするとともに、制度の仕組みを大括りで理解しや


すくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に


準用規定に着目したチェックを励行すること。


［要点］


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要


な事項を書き下ろすよう努めること。また、読替規定の読替えなど分か


りにくいものは、できる限り避けること。


② 改正対象法令中の準用規定をすべて確認し、その引用する規定につい


て、本改正による文言の改正又は規定の追加、削除若しくは移動がない


かを確認すること。


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に


変容する部分と明文での読替えを必要とする部分との仕分けに留意する


こと。


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読


替元の文言について改正を要するかをチェックすること。


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」


の「、」の要否(対句構造か否か)に留意すること。


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言


及び読替後の文言が誤りなく改正されることを確認すること。


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又


は」・「若しくは」の用い方に留意すること。


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」


又は「同法(令)」の記載に遺漏がないかを確認すること。


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、自法令及び当該他の法


令中の定義語・略称の用い方、自法令の法令番号の扱い等に留意するこ


と。


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を


引用するときは、「第□条(第△条において準用する場合を含む。)にお


いて準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意す


ること。
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[誤り事例]


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ


条を改正したことに伴って、第Ｘ条中の読替規定（＝『第Ｙ条中「○


○」とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）


のうち、読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、


これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設け


る際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の読替元の文言が修正されたこと


を見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○


○の製造者」と記載してしまった。


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に


「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法第Ｙ条」と」を加える。』とす


べきところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏


らしてしまった。


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する


際、読替元の文言について、『第Ｘ条第一項中「・・・その十分の〇


・五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とある


のは』として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。
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別紙５ 施行期日のチェック


施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。


［要点］


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附


則の規定の施行期日は適当かを確認すること。


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、


その施行期日と本改正の施行期日の先後関係のいかんによって必要とな


る読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。


[誤り事例]


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、


審査の段階で改正法附則の項数が７から６に減ったことを見落とし、


同項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしま


った。


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本


文の規定する平成３年１月１日からの施行とすべきところ、誤って同


条第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日とな


ってしまった。


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするた


め、附則第１条（施行期日）において、同条ただし書中に規定すべき


ところ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公


布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」


となってしまった。
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別紙６ その他の形式的事項のチェック


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体につい


ての概括的なチェックを行うこと。


［要点］


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当


か。特に、章（節等）中の中間の枝番の条の追加又は削除に留意するこ


と。


③ 条名、項番号等は連続しているか。


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複


する見出しを付していないか。


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。


２ 配字のチェックを行うこと。


［要点］


① １行４８文字１ページ１３行となっているか。不要な禁則処理をして


いないか。


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。


③ 表の上下の罫線の位置は正しいか。


④ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。


⑤ その他配字全般が適正であることを確認すること。


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるもの


については、それに従っているかをチェックすること。


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。


［要点］


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、


項等)」の用い方は適当か。


② 一部改正法の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改


正規定中」が漏れていないか。


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、
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「加え」又は「削り」の欠落はないか。


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞


く」、「権」・「件」、「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、


「適正」・「適性」等


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認


可」・「許可」等


⑥ 見落としやすい脱字はないか。


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、


「…とき。」及び「…以下同じ。）」における「。」等


⑦ 見落としやすい重複はないか。


(例) 「第第」、「ととともに」等


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。


⑨ 送り仮名の誤りはないか。


(例) 「行う」・「行なう」等


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。


(例) 件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等


は片仮名を用いること等


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやす


いので留意すること。


[誤り事例]


例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、


読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・


・、又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第


Ｘ条第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による


・・・」と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表


第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改め、同表第三第Ｚ号中「××」


を「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き


漏らしてしまった。


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。
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例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。


例６ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、


「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文字を書き漏らしてしまった。


例７ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言に


ついて、「同法第Ｙ条第一号」とすべきところ、「同法Ｙ条第一号」


と、「第」の１文字を書き漏らしてしまった。


例８ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」


の１文字を書き漏らしてしまった。


例９ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くととともに」


と、「と」の１文字を余分に記載してしまった。


例１０ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条にお


いて、昭和６３年以前に立法されたＢ法（促音小書きせず）の規定を


改める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あ


っては」と表記してしまった。


例１１ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整


備の促進に関する特別措置法」というＢ法の題名の表記に当たり、「・


・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏


らしてしまった。
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今回の法律案等の誤りの具体例


【条文】


○印刷段階での誤りの確認漏れ（銀行法）


［内容］新規に加えられる条文の一部が、一字分、上に印刷され


ていた。


［手引き］ 第２ ２ (5)


別紙６ ２ ⑤


［このミスを防ぐために考えられる対応］


・最終段階での多くの修正を避けるため、余裕を持ったスケジュ


ールを設定


・印刷原稿及び最終印刷物ともに、十分な時間、人員と適切な役


割分担（法案作成経験者を入れる・読み合わせで見るべき資料


を適確に分担する等）を確保した上で、読み合わせによる確認


を実施


○表の一部欠落並びに行の一部重複及び欠落（RCEP条約）


［内容］「附属書三Ａ 品目別規則」の表の最終ページの欠落


印刷原稿を１行ずらす必要があったにもかかわらず２つの


頁でこれが反映されていなかったことによる１行の重複（２


箇所）と１行の欠落（１箇所）


［手引き］ 別紙６ ２ ⑤


［このミスを防ぐために考えられる対応］


・最終段階での多くの修正を避けるため、余裕を持ったスケジュ


ールを設定


・印刷原稿及び最終印刷物ともに、十分な時間、人員と適切な役


割分担（条約案作成経験者を入れる・読み合わせで見るべき資


料を適確に分担する等）を確保した上で、読み合わせによる確


認を実施
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○改め箇所の引用誤り（産業競争力強化法）


［内容］現行「同法第三条第二項」及び「同法第五条」とあると


ころ、「同法」を含めずに「同項」及び「同条」に改めたた


め、改正後の条文が「同法同項」及び「同法同条」と表記


［手引き］ 第２ ２ (2)


別紙１ ４ ①


［このミスを防ぐために考えられる対応］


・新旧対照表において改正後が正しい規定ぶりとなっていたため


に、案文の誤り自体に気づかなかったという面もあると考えられ


ることから、新旧対照表中の新と旧の整合性についての確認も随


時行う。


・法令審査支援システムによるエラーリストの精査に当たっては、


担当者がチェック項目表に修正の要否及びその理由をメモ書きし


たものを責任者が確認する等、複層的な確認を行う。


○削除箇所のダブルヒット（産業競争力強化法）


［内容］「「公庫法」という。）」から「」という。）」を削除する改


正規定が、「「事業再編促進円滑化業務」という。）」にダブ


ルヒット


［手引き］ 第２ ２ (2)


別紙１ １


［このミスを防ぐために考えられる対応］


・複雑な構文は、職員による確認のみならず、法令審査支援シス


テムによる誤りの検知を困難にすることから、案文の作成に当た


っては、文字数の多少にこだわらず、わかりやすい改正方式を採


ることを検討する。


・案文を修正する際には、いわゆるダブルヒットが新たに生じる


可能性があるため、現行条文と照らし合わせた確認を都度徹底


する。


・読替え規定のカギ括弧が非対応となっているものなど法令審査


支援システムではうまく解析できない場合には、目視による確


認を徹底する。
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○用語の誤記（産業競争力強化法）


［内容］「若しくは」と規定すべきところ、「若ししくは」と誤記


［手引き］ 別紙１ ４


［このミスを防ぐために考えられる対応］


・読み合わせにおいては、人間による予断や思い込みを低減・排


除する観点から、スピード重視ではなく、逐字を基本とした読み


合わせを徹底


・読み合わせは、勤務時間中に実施することを原則とする。


・読み合わせ等の確認を適切に行う時間を確保できるよう、適切


なスケジュールを設定する。


・法令審査支援システムを補完する観点から、既存の文書作成ソ


フトの校正ツール等を活用する。


○条ずれ規定の引用誤り（新型インフルエンザ特措法）


［内容］改正により条項ずれしたものを誤って引用


［手引き］ 別紙２ ４ ④


［このミスを防ぐために考えられる対応］


・誤り防止の手引きを活用し、閣議請議段階における複層的チェ


ックの実施を徹底する。








内閣提出法律案及び条約の再点検の結果について 
 


内閣官房内閣総務官室 
令和３年３月２５日  


  
今国会における内閣提出の法律案及び条約について、条文及び


参考資料（要綱、新旧対照表、参照条文）等の再点検を行ったところ、既


に議院運営委員会理事会に御報告しているものに加え、新たに以


下の誤りについて、各府省庁から報告がありました。 


 
＜条文の誤り＞ 


法律案３本（４件） 


○新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案（引用の誤り：１
件）※感染症法改正部分の誤り（議員修正に伴い誤り部分は削除済み） 


○新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の
機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案（追加
箇所の行頭を１字下げる必要：２件） 


○産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案（削除部分の重複：１件） 
 
※以上４件を加えると、条文等の誤りは、新型インフルエンザ等特措法等改正案（１


件）、銀行法等改正案（３件）、産業競争力強化法等改正案（４件）、ＲＣＥＰ協定
（４件）の 計３法案、１条約の１２件。 


 


＜参考資料(要綱、新旧対照表、参照条文)の誤り＞ 


法律案１８本（７７件） 


   （内訳） 


・新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案（内閣官房） ２件 


・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す


る法律案（内閣府） 


１件 


・災害対策基本法等の一部を改正する法律案（内閣府） ９件 


・銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案（警察庁） ３件 


・消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を


改正する法律案（消費者庁） 


３件 


・在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一


部を改正する法律案（外務省） 


１件 


・関税定率法等の一部を改正する法律案（財務省） ２件 


・国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案（文部科学省） ４件 


・公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法


律案（文部科学省） 


１件 


・文化財保護法の一部を改正する法律案（文部科学省） １件 


・国立大学法人法の一部を改正する法律案（文部科学省） ７件 


・著作権法の一部を改正する法律案（文部科学省） 14件 


・良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を


改正する法律案（厚生労働省） 


１件 


・全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案


（厚生労働省） 


１件 


・農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案（農林水産省） ３件 


・産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案（経済産業省） 20件 


・地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案（環境省） ３件 


・防衛省設置法等の一部を改正する法律案（防衛省） １件 


※以上、18本 77件に、デジタル改革関連法案４本 45件を加えると、参考資料の誤りは 22本 122件。 
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＜今回の再点検により判明したもの＞


◎条文


担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


内閣官房
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の
一部を改正する法律案


条文 （誤）「同条第五項」→（正）「同条第六項」 39頁13行


金融庁


新型コロナウイルス感染症等の影響による
社会経済情勢の変化に対応して金融の機能
の強化及び安定の確保を図るための銀行法
等の一部を改正する法律案


条文
追加する項のインデントのズレ（5行目から11行目までの行頭を1字
下げる必要）


34頁


　 　 　 追加する条のインデントのズレ（4行目の行頭を1字下げる必要） 35頁


経済産業省
産業競争力強化法等の一部を改正する等の
法律案


条文
（誤）「次項において「」及び「」という。）」を削り」→（正）「次項におい
て「」を削り、「」という。）第一条」を「第一条」に」


69頁


◎参考資料


担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


内閣官房
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の
一部を改正する法律案


新旧対照表 （誤）「所見がある者」→（正）「所見のある者」
42頁9行（新
の欄）


（誤）「同条第五項」→（正）「同条第六項」
58頁7行（新
の欄）


内閣府
地域の自主性及び自立性を高めるための改
革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律案


新旧対照表 別の法案の作成途中の条文を引用 4頁


災害対策基本法等の一部を改正する法律案 要綱 項目の通し番号の誤り
１頁、10頁、
13頁、19頁


参照条文
（誤）「第五十七条宮内庁法（第十八条」→（正）「第五十七条（宮内
庁法第十八条」


1頁14行


（誤）「堅牢ろう」→（正）「堅牢」（牢はルビあり） 2頁21行


（誤）「ならな。」→（正）「ならない。」 19頁22行


（誤）「激甚じん」→（正）「激甚」（甚はルビあり） 25頁3行


第204回国会（常会）内閣提出法律案等 各府省庁点検結果　







令和3年3月25日


2/10


担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


（誤）「国家戦略特別区域諮問会議」→（正）「国家戦略特別区域
法」


30頁表下欄


（誤）「蓋然性を含む。の拡大」→（正）「蓋然性を含む。）の拡大」 53頁8行


（誤）「という。」→（正）「という。）」 53頁18行


不要な欄を記載 81頁最終行


警察庁
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正す
る法律案


新旧対照表 現行欄の削除箇所の傍線の表記漏れ 61頁2行


　 現行欄の削除箇所の傍線の表記漏れ 62頁9行


　 参照条文 インデントのズレ（行頭を3文字下げる必要） 9頁4行


消費者庁
消費者被害の防止及びその回復の促進を
図るための特定商取引に関する法律等の一
部を改正する法律案


参照条文
（誤）「第二十六条第一項第四十三条第一項」→（正）「第四十三条
第一項」


96頁24行


　 　
（誤）「第三十一条第一項第六十五条第一項」→（正）「第六十五条
第一項」


96頁25行


　 　 （誤）「の」→（正）「の罪」 105頁27行


外務省
在外公館の名称及び位置並びに在外公館
に勤務する外務公務員の給与に関する法律
の一部を改正する法律案


参照条文
項の誤り
（誤）「１」→（正）「２」


2頁末行


財務省 関税定率法等の一部を改正する法律案 新旧対照表 （誤）「生理用ナプキン」→（正）「生理用のナプキン」
91頁（新・旧
欄）


　 　 　 （誤）「特定鉱工業産品等」→（正）「鉱工業産品等」
261頁（新・旧
欄）


文部科学省
国立研究開発法人科学技術振興機構法の
一部を改正する法律案


参照条文
（誤）「平成十四法律第百五十八号」→（正）「平成十四年法律第百
五十八号」


目次・１頁１
行


　 （誤）「第一項」→（正）「第三条第一項」 14頁18行


　 （誤）「第十一号」→（正）「第十二号」 15頁5行
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担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


　 （誤）「二～十一」→（正）「一～十一」 15頁18行


　
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職
員定数の標準に関する法律の一部を改正す
る法律案


参照条文 見出しの欠落 4頁4行


　 文化財保護法の一部を改正する法律案 要綱 （誤）「越えない」→（正）「超えない」 7頁


　 国立大学法人法の一部を改正する法律案 新旧対照表 条文の省略を示す記号「（略）」の記載もれ
16頁20行目
（新・旧の欄）


　 　 参照条文 省略箇所の表記もれ 7頁13行


　 　 　 条文の省略を示す記号「（略）」の記載もれ 9頁6行


　 　 　 条文の省略を示す記号「（略）」の記載もれ 11頁14行


　 　 　 見出しの欠落 13頁23行


　 　 　 （誤）「２　（略）」→（正）「２～４（略）」 15頁30行


　 　 　 省略箇所の表記もれ 16頁16行


　 著作権法の一部を改正する法律案 新旧対照表 「（新設）」の文字の欠落
1頁、2頁
（旧の欄）


　 　 「（新設）」の文字の欠落 6頁（旧の欄）


　 参照条文 （誤）「第百十三条第三項」→（正）「第百十三条第六項」 2頁


　 　
（誤）「を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係
る音若しくは影像とともに記録媒体に」→（正）「を記録媒体に」


2頁


　 　 （誤）「四・五」→（正）「四～六」 8頁


　 　
（誤）「第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、」→（正）「利
用権（第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用するこ
とができる権利をいう。次条において同じ。）は、」


9頁
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担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


　 　
（誤）「第三十条第一項」→（正）「第三十条第一項（第四号を除く。
第九項第一号において同じ。）」


17頁


　 　 （誤）「第三十条第二項」→（正）「第三十条第三項」 17頁


　 　
（誤）「準用し、」→（正）「準用し、第三十三条から第三十三条の三
までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送又は有線放送
の利用について準用し、」


17頁


　 　


（誤）「同条第一項中」→（正）「第三十条第一項第三号中「自動公
衆送信（国外で行われる自動公衆送信」とあるのは「送信可能化
（国外で行われる送信可能化」と、「含む。)」とあるのは、「含む。）に
係る自動公衆送信」と、第四十四条第一項中」


17頁


　 　
（誤）「後段、」→（正）「後段、第三十三条の二第一項、第三十三条
の三第一項若しくは第四項、」


17頁


　 　 （誤）「第六十三条」→（正）「第六十三条及び第六十三条の二」 18頁


　 　
（誤）「第七十一条から第七十三条まで並びに」→（正）「第七十一
条（第二号に係る部分に限る。）、第七十二条、第七十三条並びに」


18頁


　 　


（誤）「利用について、それぞれ準用する。」→（正）「利用について、
第七十一条（第一号に係る部分に限る。）及び第七十四条の規定
は第百二条第一項において準用する第三十三条から第三十三条
の三までの規定による放送又は有線放送の利用について、それぞ
れ準用する。」


18頁


厚生労働省
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体
制の確保を推進するための医療法等の一部
を改正する法律案


参照条文 インデントのズレ（行頭を1文字上げる必要）
26頁15～20
行


全世代対応型の社会保障制度を構築するた
めの健康保険法等の一部を改正する法律案


参照条文
（誤）「第三十三条並びに第三十四条第二項第三十四条第三項中」
→（正）「第三十三条並びに第三十四条第三項中」


65頁


農林水産省
農水産業協同組合貯金保険法の一部を改
正する法律案


参照条文 （誤）「―」（横棒）→（正）「｜」（縦棒） 1頁


　 　 　 （誤）「第五十五」→（正）「第五十五条」 1頁


　 　 　 （誤）「すべて全ての」→（正）「全ての」 19頁


経済産業省
産業競争力強化法等の一部を改正する等の
法律案


要綱 （誤）「１　独立行政法人」→（正）「３　独立行政法人」 6頁


　 　 　 （誤）「促進事業計画」→（正）「促進投資事業計画」 6頁
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担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


　 　 　 （誤）「一の１」→（正）「一」 21頁


　 　 　 （誤）「二の１」→（正）「二」 22頁7行


（誤）「二の１」→（正）「二」 22頁8行


　 　 　 （誤）「第三十四条まで関係」→（正）「第三十五条まで関係」 26頁


　 　 新旧対照表 （誤）「新技術等評価委員会」→（正）「新技術等効果評価委員会」
48頁（新の
欄）


（誤）「新技術等評価委員会」→（正）「新技術等効果評価委員会」
48頁（旧の
欄）


　 　 　 （誤）「指定に」→（正）「その指定に」
73頁（新の
欄）


　 　 　 （誤）「事業再編者」→（正）「再編事業者」
82頁（新の
欄）


　 　 　 （誤）「の規制」→（正）「に規定する規制」
127頁（新の
欄）


（誤）「の規制」→（正）「に規定する規制」
127頁（旧の
欄）


　 　 　 （誤）「イ～ロ」→（正）「イ～ハ」
214頁（新の
欄）


（誤）「イ～ロ」→（正）「イ～ハ」
214頁（旧の
欄）


　 　 参照条文 （誤）「第八十六六号」→（正）「第八十六条第六号」 21頁


　 　 　 （誤）「金額をｗ」→（正）「金額を」 194頁


　 　 　 （誤）「技能修習生」→（正）「技能実習生」 211頁


　 　 　 （誤）「情報処理振興協会等」→（正）「情報処理振興事業協会等」 217頁
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担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


　 　 　 （誤）「情報処理振興協会等」→（正）「情報処理振興事業協会等」 218頁


　 　 　 表中の罫線の欠落 236～237頁


環境省
地球温暖化対策の推進に関する法律の一
部を改正する法律案


新旧対照表 （誤）「に掲げる事業」→（正）「の事業」
43頁16行
（新・旧の欄）


　 　 参照条文 （誤）「狩猟の」→「（正）「管理並びに狩猟の」 33頁18行


　 　 　 （誤）「に掲げる事業」→（正）「の事業」 39頁17行


防衛省 防衛省設置法等の一部を改正する法律案 参照条文 （誤）「英国軍隊」→（正）「カナダ軍隊」 4頁13行
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【参　考】


＜再点検以前に判明しているもの＞


◎条文


担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


金融庁


新型コロナウイルス感染症等の影響による
社会経済情勢の変化に対応して金融の機能
の強化及び安定の確保を図るための銀行法
等の一部を改正する法律案


条文 表の中欄の「第七条」が頁を跨いで重複 265頁


経済産業省
産業競争力強化法等の一部を改正する等の
法律案


条文 （誤）「若ししくは」→（正）「若しくは」 12頁


　 　 　 （誤）「第三条第二項中」→（正）「同法第三条第二項中」 126頁


　 　 　 （誤）「第五条中」→（正）「同法第五条中」 126頁


外務省
地域的な包括的経済連携協定の締結につ
いて承認を求めるの件


附属書中の条
文等


表中の項目の表記漏れ 451頁表中


　 　 　 文章の重複 610頁1行


　 　 　 文章の欠落 610頁末行


　 　 文章の重複 613頁1行


◎参考資料


担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


内閣官房 デジタル庁設置法案 要綱 （誤）「２において」→（正）「二において」 １頁7行


　 （誤）「第二の１の任務」→（正）「第二の一の任務」 1頁11行


　 （誤）「第二の２の任務」→（正）「第二の二の任務」 2頁7行


新旧対照表
（誤）「（令和三年法律第　　　号）」→（正）「（令和三年法律第五
号）」


26頁
旧の見出し
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担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


　
（誤）「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」→（正）「産業
競争力強化法等の一部を改正する等の法律」


113頁
旧の見出し


参照条文
（誤）「（令和三年法律第　　　号）」→（正）「（令和三年法律第五
号）」


目次2頁14行


　
（誤）「（令和三年法律第　　　号）」→（正）「（令和三年法律第五
号）」


目次5頁16行


　 （誤）「積極的に」→（正）「着実に」 1頁37行


　
（誤）「（令和三年法律第　　　号）」→（正）「（令和三年法律第五
号）」


19頁24行


　
（誤）「（令和三年法律第　　　号）」→（正）「（令和三年法律第五
号）」


40頁26行～
27行


　
行頭の1文字下げ忘れ
（2行目から7行目までの行頭を1字下げる必要）


17頁


　
行頭の1文字上げ忘れ
（8行目、14行目及び18行目の行頭を1字上げる必要）


39頁


　 13行目と14行目の行間幅を調整 44頁


デジタル社会の形成を図るための関係法律
の整備に関する法律案


要綱 （誤）「認可地緑団体」→（正）「認可地縁団体」 2頁6行


　 新旧対照表
（誤）「九人以上十二人以内において定款で定める」→（正）「九人
以上十二人以内において定款で定める。」


434頁10行
（新の欄）


　 　 （誤）「掲げる事項）」を加え、」→（正）「掲げる事項）」を加え、」
586頁12行
（新の欄）


　 　
行頭の1文字上げ忘れ
（11行目から13行目までの行頭を1字上げる必要）


586頁
（新・旧の欄）


　 　
行頭の1文字下げ忘れ
（17行目の行頭を1字下げる必要）


121頁
（新の欄）


　 　
行頭の1文字下げ忘れ
（3行目から5行目までの行頭を1字下げる必要）


516頁
（新の欄）


　 　
行頭の文字下げ忘れ
（新の欄15行目、21行目、旧の欄13行目から15行目及び21行目の
行頭を0.5字又は1字下げる必要）


600頁
（新・旧の欄）







令和3年3月25日


9/10


担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


　 参照条文 （誤）「内航海運組合」→（正）「内航海運組合法」 目次1頁22行


　 　
（誤）「（昭和三十四年法律第二十一号）」→（正）「（昭和三十四年
法律第百二十一号）」


目次４頁15行


　 　
（誤）「（平成二十五年法律第五十五号）」→（正）「（平成二十五年
法律第二十七号）」


目次6頁17行


　 　
（誤）「（平成三十一年法律第四十九号）」→（正）「（平成三十年法
律第四十九号）」


目次6頁21行


　 　 記載すべき条文を誤った 97頁～115頁


　 　
（誤）「（昭和六十六法律第八十八号）」→（正）「（昭和六十年法律
第八十八号）」


125頁1行


　 　 （誤）「海上保安長長官」→（正）「海上保安庁長官」 129頁25行


　 　 不要な文言が記載
140頁10行～
12行


　 　 （誤）「別表第一関係」→（正）「別表第一」 159頁20行


　 　
（誤）「（昭和二十九年法律第百十五条）」→（正）「（昭和二十九年
法律第百十五号）」


218頁28行


　 　
（誤）「（昭和三十四年法律第二十一号）」→（正）「（昭和三十四年
法律第百二十一号）」


263頁18行


　 　
（誤）「（平成二十五年法律第五十五号）」→（正）「（平成二十五年
法律第二十七号）」


286頁14行


　 　
（誤）「（平成三十一年法律第四十九号）」→（正）「（平成三十年法
律第四十九号）」


295頁18行


　 　 （誤）「【附則第条六十三関係】」→（正）「【附則第六十三条関係】」 302頁10行


　 　
行頭の1文字上げ忘れ
（27行目の行頭を1字上げる必要）


5頁27行


　 　
行頭の1文字下げ忘れ
（13行目から24行目までの行頭を1字下げる必要）


217頁13行～
24行







令和3年3月25日
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担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


内閣府
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施
のための預貯金口座の登録等に関する法律
案


要綱 （誤）「電子通信回線」→（正）「電気通信回線」 9頁10行


　 　 　 （誤）「読替」→（正）「読替え」 10頁１行


　 　 　 （誤）「検討を行い」→（正）「検討を加え」 12頁8行


　 　 　 （誤）「関連法律」→（正）「関係法律」 12頁10行


　 　 参照条文 見出しの欠落 4頁7行


　 　 　
行頭に不要なインデントの挿入
（19行目第4欄の行頭）


10頁19行


　
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用に
よる預貯金口座の管理等に関する法律案


要綱 （誤）「読替」→（正）「読替え」 11頁5行


　 　 参照条文 「激甚」の「甚」はルビあり 9頁39行


　 　 　 （誤）「積極的に」→（正）「着実に」 11頁6行





		内訳表（セット版）






 
 


内
閣
提
出
法
律
案
及
び
条
約
の
誤
り
事
案
再
発
防
止
に
向
け
て 


令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
（
金
）
閣
僚
懇
談
会 


内


閣


総


理


大


臣


発


言


要


旨 


一 


こ
の
度
、
内
閣
と
し
て
国
会
に
提
出
し
た
、
国
民
生
活
を
支
え
る
重
要
な
法
律
案
及
び
条
約


に
相
次
い
で
誤
り
が
判
明
し
た
。
こ
う
し
た
誤
り
、
特
に
、
条
文
の
誤
り
に
つ
い
て
は
極
め
て


遺
憾
で
あ
る
。 


二 


こ
れ
を
受
け
、
既
に
国
会
に
提
出
し
た
全
て
の
法
律
案
及
び
条
約
に
つ
い
て
再
点
検
を
行
う


よ
う
指
示
し
、
そ
の
結
果
を
昨
日
（
二
十
五
日
）
、
衆
・
参
両
議
院
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会


に
報
告
し
た
と
こ
ろ
。 


三 


そ
の
内
容
は
、
既
に
判
明
し
て
い
た
法
案
等
の
誤
り
に
加
え
、
条
文
の
誤
り
が
三
本
の
法
律


案
に
お
い
て
四
件
、
参
考
資
料
の
誤
り
が
、
十
八
本
の
法
律
案
に
お
い
て
七
十
七
件
判
明
し
た


と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
所
管
府
省
庁
等
は
十
三
に
及
ん
で
い
る
。 


四 


今
般
の
事
案
を
重
く
受
け
止
め
、
今
後
、
実
効
性
の
あ
る
再
発
防
止
策
を
政
府
一
丸
と
な
っ


て
し
っ
か
り
と
検
討
し
、
実
行
し
て
ま
い
り
た
い
。
各
大
臣
、
特
に
、
誤
り
が
判
明
し
た
府
省


庁
等
に
お
か
れ
て
は
、
ま
ず
は
今
回
の
誤
り
が
起
き
た
原
因
の
徹
底
究
明
と
再
発
防
止
策
の
検


討
に
全
力
を
挙
げ
て
い
た
だ
き
た
い
。 








各省連絡                  令和３．３．25（木） 


 


 


文書課長等会議の開催について 


 


 


標記会議を下記のとおり開催いたしますので御参集ください。 


 


記 


 


日  時   ３月２６日（金）  １５時～ （所要：４５分程度） 


場  所   中央合同庁舎第４号館 １２２５会議室（内閣法制局） 


内  容   内閣提出法律案等の誤り事案の再発防止について 


 


※ 出席者は原則文書担当の課長とし，氏名を登録願います。 


 


 


（注） 当日は，新型コロナウイルス感染症予防の観点から，


マスクを着用の上，お越しください。 


 


 





















































































































































































































対総務主幹 


令和４年３月９日（水） 衆・内閣委 藤井比早之君（自民） 


問 内閣法制局は、業務効率化のための法制執務のデジタ


ル化にどのように取り組んでいるか。 


（答）  


１ 内閣法制局としても、 デジタル技術や各種システムを


活用することなどにより、法令案作成における正確性の向


上や合理化・効率化を図り、法案担当職員の業務の見直し、


更には職員の働き方改革につなげていくという視点が重


要であると考えている。 


 


２ 法令審査を所掌する内閣法制局としては、法令審査事務


におけるデジタル技術や各種システムの活用として、 


 法律案等の形式的チェックを補助する法令審査支援シ


ステムの利用と機能向上 


 「現行日本法規」の電子版であるスーパー法令ウェブや


e-LAWS の法令の電子データを審査の基礎資料として活


用 


 資料送付など対面を必要としない場合のメール等の利


用や審査におけるウェブ会議システムの利用 


に取り組んでいる。 


 


３ 法制執務全体のデジタル化については、法制執務全体の


業務フローの検証、e-LAWS の機能向上等について、デジ


タル庁及び総務省が、関係府省と連携しつつ、検討を行い、


必要な見直しを実施する予定とされているので、内閣法制


局としても連携して取り組みたい。 
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（参考１） 


法案誤り等再発防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和３年 6月 29 日）（抄）P.9～ 
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（参考２） 


e-LAWS の法令データの整備、機能向上に向けた取組状況 


（令和３年１２月第３回政府 PT デジタル庁・総務省・法務省提出資料） 
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（参考３） 


デジタル臨時行政調査会作業部会法制事務のデジタル化検討チームの設置について 
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（参考４）法制事務のデジタル化検討チームにおける検討事項 


 


 


（参考４）法制事務デジタル化検討チーム構成員 
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対長官


令和３年４月２日（金）衆・議運委 盛山 正仁 君（自民）


問 条文の誤りはあってはならないものであり、内閣法制局


として、今後どのようにしっかりと対応していくのか。


（答）


１ 内閣を補佐し、閣議に付される法律案等を審査する立場に


ある内閣法制局として、今国会の内閣提出法律案等に複数の


条文の誤りがあったことについて大変申し訳ない。


２ 法律等の条文は、国民の権利義務に関わることから、正確


性を十分に求められるものであり、いかなる理由にせよ誤り


はあってはならない。


３ 内閣法制局としては、当局内に「法案誤り等再発防止チー


ム」を設置したところであり、政府の「法案誤り等再発防止


プロジェクトチーム」における検討を踏まえつつ、今回の誤


りの発生の原因を分析した上で、立案府省庁等と連携の上、


再発防止のためのチェック態勢や誤りチェックのためのチェ


ックポイントの充実、法令審査支援システムの機能強化など


について検討し、再発防止策を講じていきたいと考えている。


４ いずれにせよ、法律案等の審査事務の重要性に鑑み、一層


の緊張感を持ち、細心の注意を払って職務に当たることによ


り、このような誤りの防止に全力を挙げてまいりたい。
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対長官


令和３年４月２日（金）衆・議運委 青柳 陽一郎 君（立民）


問１ 法案の条文誤りについて、過去に、同時多発的に発見


された事例はあるか、内閣法制局長官の見解を伺う。


（同旨 官房長官）


【注】議員は、平成１６年の国民年金法等改正案の誤りが判


明した際、その後の法案点検の結果として複数の法案


の誤りが確認されたことについて答弁があると考えて


いる。


（答）


お尋ねのような事例としては、平成１６年の第１５９回


常会で成立した「国民年金法等の一部を改正する法律」


（平成１６年法律第１０４号）について、公布された後に


４０カ所の条文の形式的な誤りがあることが判明し、その


後、同年の第１６１回臨時会において、「私的独占の禁止


及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律


案」をはじめとする４法案に条文の形式的誤りがあること


が判明した事例があるものと承知している。
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（参考）


平成１６年


【第１５９回常会】


○国民年金法等の一部を改正する法律（公布後）


１５種類４０カ所の形式的誤り


・新たな条項の挿入等に伴う引用条項のズレ


（誤）前条 （正）第四十三条


・準用規定において読み替え対象として引用している条項で文言の変更があっ


たこと等に伴う引用誤り


・定義なしで法律の略称名の使用


定義なしで「昭和六十年改正法」と使用している誤り


【第１６１回臨時会】


○信託業法案（第１５９回国会閣法第８５号 継続案件）


根拠条文の引用誤り


（誤）第百一条第二項 （正）第百二条第二項


（誤）第二十八条の四第七号（正）第二十八条の四第一項第七号


○労働組合法の一部を改正する法律案


（第１５９回国会 閣法第８８号 継続案件）


新たな条項の挿入に伴う引用条項のズレ


（誤）同条第四項 （正）同条第六項


○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案


（第１６１回国会閣法第１２号）


目次の改正漏れ


（誤）第百三十二条 （正）第百三十四条


（誤）第百十六条 （正）第百十八条


○住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律案


（第１６１回国会閣法第１９号）


読替規定の引用誤り


（誤）製造者 （正）製造をする者

















































（想定） 


問 法令案等の「読み合わせ」は、何のために行っている


のか、廃止できないのか。 


（答）  


 内閣法制局における法令案等の「読み合わせ」は、立案府


省庁等が閣議に提出する法令案等の正本とする印刷物につ


いて、審査担当参事官の最終手持ち原稿と照らし合わせるこ


とにより、 


・それまでの予備審査の結果が漏れなく反映されているか 


・印刷誤り等を含め、法令案等に形式的な誤りがないか 


を確認する重要なプロセスであり、廃止することはできない


と考えている。 


法令案における誤りを防止する観点からも、改めて法令案


の全体を通じて確認する機会であるので、新旧対照表の確認、


改正対象の条文の確認など役割分担をして、効果的に行うこ


ととしている。 
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（参考１）法令案における誤りの防止について（手引）（抄）p.9-10 
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対長官


令和３年４月２日（金）衆・議運委 青柳 陽一郎 君（立民）


問２ 法案の条文誤りについて、過去に、同時多発的に発見


されたことを受けて、当時どのような再発防止策が講じら


れたのか、内閣法制局長官の見解を伺う。


（同旨 内閣官房長官）


【注】議員は、内閣法制局の法令審査支援システム、法令案


における誤りの防止の手引き、当該手引きによる複層的


チェック体制について答弁があると考えている。


（答）


１ 内閣法制局では、平成１６年の「国民年金法等の一部を


改正する法律」（平成１６年法律第１０４号）について、


法案の形式的事項に多数の誤りがあったこと等を契機に、


内閣法制局と立案府省庁等とが連携しつつ、誤りの防止を


図るための実効的な態勢を確立する必要があるとの認識か


ら、第一に、「法令案における誤りの防止について（手引


き）」を作成し、これに従った誤り防止策を実践してきた。


「手引き」では、


・ 法令案における誤りを防止するための基本的事項と


して、立案府省庁等において（立案担当部門以外の大


臣官房等による）複層的なチェックを行うこと等を要


請するとともに、
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・ 法令案における誤りを防止する具体的措置として、特


に誤りを生じやすい事項についてのチェックポイントを


示し、当局及び立案府省庁等における誤り防止に活用す


ることとしている。


２ 第二に、法令案における誤り防止のためのツールの一つ


として「法令審査支援システム」を開発し、平成１８年１


月から当局における審査に活用するとともに、平成１８年


１０月からは立案府省庁等の利用に供し、その活用を促し


てきた。


「法令審査支援システム」は、人の目によるチェックを


代替するものではなく、あくまでも補助的なものであるが、


人の目では限界がある典型的な脱字のチェックや引用する


文字列の同一性の確認、引用条項の改正漏れの点検などの


面で「システム」ならではの強みを発揮して、（限界はあ


るものの）形式的な誤りの発見に役立っている。


３ 第三に、当局のチェック態勢を強化するため、各府省庁


から職員を派遣していただき、毎年１月中旬頃から３月中


旬頃までの間、法律案の形式的チェックのための「分室」


を設置し、審査を担当する担当参事官の審査とは別に、主


に「法令審査支援システム」を活用した常会提出法案の形


式的チェックを実施してきた。
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対長官


令和３年４月２日（金）衆・議運委 青柳 陽一郎 君（立民）


問３ 今回、多数の法案の条文誤りが発生したが、過去の条


文誤りの際に講じられた内閣法制局の再発防止策が機能し


ていなかったおそれについてどう考えるか、内閣法制局長


官の見解を伺う。


（答）


１ 内閣法制局では、平成１６年の「国民年金法等の一部を


改正する法律」（平成１６年法律第１０４号）について、


法案の形式的事項に多数の誤りがあったこと等を契機に、


内閣法制局と立案府省庁等とが連携しつつ、誤りの防止を


図るための実効的な態勢を確立する必要があるとの認識か


ら、第一に、「法令案における誤りの防止について（手引


き）」を作成し、これに従った誤り防止策を実践してきた。


「手引き」では、


・ 法令案における誤りを防止するための基本的事項として、


立案府省庁等において（立案担当部門以外の大臣官房等に


よる）複層的なチェックを行うこと等を要請するとともに、


・ 法令案における誤りを防止する具体的措置として、特に


誤りを生じやすい事項についてのチェックポイントを示し、


当局及び立案府省庁等における誤り防止に活用することと


している。
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２ 第二に、法令案における誤り防止のためのツールの一つ


として「法令審査支援システム」を開発し、平成１８年１


月から当局における審査に活用するとともに、平成１８年


１０月からは立案府省庁等の利用に供し、その活用を促し


てきた。


「法令審査支援システム」は、人の目によるチェックを


代替するものではなく、あくまでも補助的なものであるが、


人の目では限界がある典型的な脱字のチェックや引用する


文字列の同一性の確認、引用条項の改正漏れの点検などの


面で「システム」ならではの強みを発揮して、（限界はあ


るものの）形式的な誤りの発見に役立っている。


３ 第三に、当局のチェック態勢を強化するため、各府省庁


から職員を派遣していただき、毎年１月中旬頃から３月中


旬頃までの間、法律案の形式的チェックのための「分室」


を設置し、審査を担当する担当参事官の審査とは別に、主


に「法令審査支援システム」を活用した常会提出法案の形


式的チェックを実施してきた。


４ それにもかかわらず、今回、法律案等の条文の誤りが複


数あったことについては、現在、条文の誤りが判明した府


省庁等において原因の究明と再発防止策の検討を行ってい


るところであるが、原因の１つとして、平成１６年の反省


に基づく「法令案における誤りの防止について（手引
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き）」の趣旨が徹底されていなかったことがあるのではな


いかと考えられる。


５ いずれにせよ、内閣法制局としても「内閣法制局法案誤


り等再発防止チーム」を設置したところであり、政府の


「法案誤り等再発防止プロジェクトチーム」における検討


を踏まえつつ、今回の誤りの発生の原因を分析した上で、


再発防止策について検討してまいりたい。
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対長官


令和３年４月２日（金）衆・議運委 青柳 陽一郎 君（立民）


問４ 今回、法案の条文や法案の参考資料におけるインデン


トの誤りも「誤り」として報告されているが、そもそも法


律におけるインデントにはどのような意義があるのか。な


ぜインデントを整える必要があるのか。内閣法制局長官の


見解を伺う。


（同旨 官房長官）


（答）


法令の配字については、永年の立法慣行により、一定の


方式が確立されていることから、政府が内閣提出法律案等


を国会に提出するに当たっては、確立された立法慣行によ


る配字のルールに従う必要があるものと考えている。








○ 年間審査関係スケジュール（標準）
令和
3年
実績


国会等関係
令和
3年
実績


当局会議等
令和
3年
実績


令和
3年
実績


年度末政令案


４月


５月


６月 常会閉会


件名・要旨等照会
（臨時国会提出予定法案）
（内閣総務官室→各省）


７月
件名・要旨等回答
（各省→内閣総務官室）


８月
臨時国会提出予定法案
ヒアリング
（院内内総→各省）


９月 法令整備会議 各省から常会提出予定法案の情報収集 各省から常会提出予定法案の情報収集


10月 臨時国会開会   審査


11月
件名・要旨等照会
（内閣総務官室→各省）  審査 下1/3（骨子留意事項） 下1/3（骨子留意事項）


12月
件名・要旨等回答
（各省→内閣総務官室）


　　法案の内容をできる
　　だけ詳しく説明し了
　　解を得た上で、文言
　　の了解を得ること。


　　法案の内容をできる
　　だけ詳しく説明し了
　　解を得た上で、文言
　　の了解を得ること。  審査


　　長官まで説明 　　長官まで説明


1月
1/6
(水)
AM


次期通常国会提出予定法案
についての打合せ会議
（文書課長等会議）


1/6
(水)
PM


法案検討幹部会


1/13
(～3/5)


分室立上げ
（局内複層的チェック）


1/14
(木)


件名・要旨調べ期限 　　


通常国会開会


予算の国会提出


1/20
～28


長官国会出席


2月
2/9
(火)


※法案国会提出期限
2/9
(火)


※法案国会提出期限
（予算の国会提出後
３週間以内）


3月
3/9
(火)


非※法案国会提出期限
3/9
(火)


非※法案国会提出期限
（予算の国会提出後
７週間以内）


予算関連法案
（※法案）


非予算関連法案
（非※法案）


1/18
(月)


1/12
～21


税法関係の長官・次長審査


　　予算非関連部分
　　は早めに審査を
　　開始すること。


　　できるだけ税法関
　　係の長官・次長審
　　査が始まる前（12
　　月でも良い）に長
　　官・次長に審査資
　　料を持ち込めるよ
　　う準備すること。


　　12月中には実質的
　　な内容の審査を終
　　了させること。







○ 法律案（常会提出法案）の審査スケジュール（標準）


時　　　期 内　　　容


９月頃 概要聴取開始


１０月頃～ 審査開始


～１２月末
下１／３（骨子留意事項） 長官まで説明
※法案の内容をできるだけ詳しく説明し了
　解を得た上で、文言の了解を得ること。


閣議予定日の最低２週間前
（３週間前が望ましい。）


長官・次長審査資料持込み期限


印刷局に印刷原稿入れ


印刷物校正
（複数回、校正刷り）


読み合わせの１日前
印刷物（穴なし）完成
閣議請議書・５点セット完成


閣議予定日の約１週間前 読み合わせ（閣議請議書（正本等））


閣議予定日の３，４日前（読み合わせ翌日） 部長決裁


閣議予定日の２日前 長官・次長決裁


閣議予定の１日前 閣議請議書の内閣総務官室持込み


閣議予定日


〔閣議日の１，２週間後〕 白表紙（穴あき）完成


法律案の可決成立


公布閣議 原則、国会成立直後の閣議


官報公布 原則、公布閣議後３開庁日


〔適切なタイミング〕







○ 政令案の審査スケジュール（標準）


時　　　期 内　　　容


閣議予定日の２，３ヶ月前～ 審査開始


閣議予定日の最低２週間前
（３週間前が望ましい。）


長官・次長審査資料持込み期限


読み合わせの１日前
閣議請議書完成
５点セット完成


閣議予定日の約１週間前 読み合わせ（閣議請議書（正本等））


閣議予定日の３，４日前（読み合わせ翌日） 部長決裁


閣議予定日の２日前 長官・次長決裁


閣議予定の１日前 閣議請議書の内閣総務官室持込み


閣議予定日


官報公布 原則、閣議後３開庁日
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対長官


令和３年４月２日（金）衆・議運委 青柳 陽一郎 君（立民）


問５ 今回の法案のミスの事態について、共通する大きな原


因、要因、再発防止策について、内閣法制局長官の見解を


伺う。


（答）


１ 内閣を補佐し、閣議に付される法律案等を審査する立場


にある内閣法制局として、今国会の内閣提出法律案等に複


数の条文の誤りがあったことについて大変申し訳ない。


２ 内閣法制局としては、当局内に「法案誤り等再発防止チ


ーム」を設置したところであり、政府の「法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム」における検討を踏まえつつ、今


回の誤りの発生の原因を分析した上で、立案府省庁等と連


携の上、再発防止のためのチェック態勢や誤りチェックの


ためのチェックポイントの充実、法令審査支援システムの


機能強化などについて検討し、再発防止策を講じていきた


いと考えている。


【更に問われた場合】


３ 具体的には、立案府省庁等における実務の状況などにつ


いて情報を集めて、これから検討しなければならないと考


えているが、現時点で考えられる方向性として、例えば、







- 2/2 -


① 当局の審査部及び「分室」における複層的チェックの


徹底・強化


② 立案府省庁等における複層的チェックの充実


③ 「法令審査支援システム」の利用の徹底及び機能改善


の検討


④ より実効的なチェックができるような法案の誤りを防


止するためのチェックポイントの充実


について検討して、再発防止策として実施してまいりたい。


 








法令案における誤りの防止について（手引）


（改訂版）


令和３年９月


内 閣 法 制 局
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法令案における誤りの防止について（手引）


平成１６年 ８月３０日


内 閣 法 制 局


改正 平成１６年１２月 ９日


改正 令和 ３年 ９月１３日


内閣提出の法案及び政令案（以下「法令案」という ）における誤りの防止。


について、当局では、第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正す


る法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数の誤り


があり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったこと等を契


機として、平成１６年にこの手引を作成し、立案府省庁等と共にこれに従った


誤り防止策等を実践してきた。また、法令案における誤り防止のためのツール


の一つとして平成１８年に法令審査支援システムを導入し、立案府省庁等の利


、 。用にも供して 同システムによる法令案の形式的事項のチェックを行ってきた


こうした取組にもかかわらず、令和３年の第２０４回国会において、内閣提


出の４法案１条約に計１４件の形式的事項の誤りがあることが判明したこと


は、誠に遺憾である。法律等の条文は、国民の権利義務に関わることから、正


確性を十分に求められるものであり、内閣提出の法令案に形式的事項といえど


も誤りがあってはならない。今後同様の事態を生じることがないよう、改めて


当局と立案府省庁等とが連携して法令案における誤りの防止を図るための実効


的な態勢を確立し、継続的に取り組んでいく必要がある。


法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引


は、今後の実施状況等によりその内容に変更及び追加を行うことを予定してい


る。


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する


申合せ(平成５年１月１８日各省庁文書・国会担当課長会議)」を徹底し、


常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあっ


ては１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあって


は翌年１月上旬から開始するよう努めること。ただし、予算関連法案にあ


っても、予算案等の確定を待つことなく予備審査を行うことができる部分


については、１０月上旬から開始するよう努めること。


２ 政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審


。 、 、査を行うことができるようにすること また １２月から翌年３月までは
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常会に提出する法案の予備審査が集中することを踏まえ、いわゆる年度末


政令等この時期に審査が必須な政令案以外の審査は行わないように審査ス


ケジュールを組むこと。


３ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチ


ェックに必要な時間を十分に確保することができるよう、当該法令案の閣


議付議の予定日を設定すること。


４ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部局による法令案のチ


ェックを強化することに加えて、これとは別に、立案担当部局以外の大臣


官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含


む。)が当該法令案の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確


立し、複層的チェックを行うこと。これに伴い、法令案ごとに、複層的チ


ェックの統括責任者（チェック要員の確保、その役割分担の決定、チェッ


クの実施状況の確認等を統括する管理職）及び実施責任者（実際にチェッ


ク要員によるチェック作業を指揮する補佐クラス）の官職及び氏名等を審


査担当参事官に通知すること。


５ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の


所管する法令の改正に及ぶ場合は、立案府省庁等における４の複層的チェ


ックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改


正について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等にお


ける複層的チェックの統括責任者及び実施責任者の官職及び氏名等の通知


は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。


６ 立案府省庁等においては、法令案の形式的事項のチェックに際し、法令


審査支援システムを活用すること。


７ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、


法令案の形式的事項について的確なチェックを行うことができる職員の養


成に努めること。


８ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェ


ックするほか、立案府省庁等の立案担当部局の立案担当責任者並びに４又


は５によって通知を受けた複層的チェックの統括責任者及び実施責任者と


の連絡を密にして当該立案府省庁等における法令案のチェックの態勢、実


施状況等を把握するとともに、立案府省庁等から適時に複層的チェックの


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧の提出


を受け、立案府省庁等において法令案の形式的事項のチェックが実効的に


行われていることを確認すること。


９ なお、法令審査支援システムの機能強化等の法令案の形式的事項のチェ
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ックにおけるＩＴ技術の利用の促進について、更に検討を進める。


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等


(1) 官報等の基礎資料の整理


当局における審査は、現行日本法規又はその電子版のスーパー法令ウ


ェブに登載された法令の規定をベースに行っているが、その改正法令が


、 、未施行であることや加除・データ更新の時期等によって 審査の時点で


現行日本法規又はスーパー法令ウェブに本改正(今回行おうとしている


改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令（附則により改


正する他の法令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照


する他の法令（以下「改正対象法令等」という ）の規定が反映されて。


いない場合も少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現


行日本法規又はスーパー法令ウェブに反映されていない改正対象法令等


の改正について、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)


によって、当該改正の内容及び施行期日を確認した上、①施行期日ごと


に区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②施行期日ごと


の新旧対照表を作成し、立案及び審査のための基礎資料として準備する


こと。


また、現行日本法規又はスーパー法令ウェブでは附則の一部が省略さ


れているので、附則の規定について追加、削除又は移動をする等の改正


を行うときは、本改正の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、


当該附則の改正履歴等を確認できる関係部分にマークを施した官報等の


写しを、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。


［留意点］


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理す


ること。


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官


報等の写しを添付すること。また、施行期日が未定のものについて


は、施行の見込み時期について付記すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


よる改正及び継続審議中の法案による改正に特に留意すること。


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改
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正対象法令等の改正予定の有無及びその内容について適時に所要の


照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の


基礎資料についても、立案府省庁等において、当該法令を所管する


他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該


法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する


態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定につ


いては、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有し


ておくこと。


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参


照条文の作成）


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規又


はスーパー法令ウェブに登載された改正対象法令等の規定の未反映部


分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出す


るとともに、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックに活用す


ること。


［留意点］


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、


編さん方法等については、審査担当参事官の指示によること。この


場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大な


ものとならないようにすること。


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定


であるかを付記すること。


○ スーパー法令ウェブを用いる場合、いつ時点の条文データを出力


しているか選択を誤らないよう注意すること。また、原則として、


出力された条文データの加工（不要な条項等の削除、各条の後に記


載されている改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ペー


ジ割）のまま印刷し、必要に応じて関係部分にマークを施す等して


作成すること。表については、本来存在しない罫線が表示されてし


まうこと等に注意すること。


(3) 引用法令の確認及び整理


立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無
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を確認し、一覧表を作成するなどして整理すること。


［留意点］


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令にお


ける引用について漏れなく把握すること。他の府省庁等の所管に係


る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要


、 、の照会を行うものとし 照会を受けた当該他の府省庁等においては


調査に遺漏がないようにすること。審査を経て改正対象法令が追加


された場合には、他の法令における当該改正対象法令の引用につい


て追加の照会を行うなどして漏れなく把握すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


おける引用及び継続審議中の法案における引用に特に留意するこ


と。


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。


以下同じ。)については、平素から、それぞれの法令を所管する府


省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立するこ


と。また、共管法令の引用関係については、その全体について、各


共管府省庁等において情報を共有しておくこと。


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等


(1) ワープロデータの的確な管理


立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正


について、ワープロデータのバージョン管理を徹底するとともに、修正


入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保する


こと。


［留意点］


○ いつどの部分を修正したかが把握できるようにしておくこと。


(2) 法令審査支援システムの活用


立案府省庁等においては、３の形式的事項の誤りを防止するためのチ


ェックを行うに当たって、人の目によるチェックに加えて、法令審査支


援システムを活用すること。


［留意点］


○ 溶け込ませ処理後の点検結果一覧の確認（エラーチェック）は、


担当者限りで対応の要否を判断するのではなく、担当者が立案担当


責任者等の誤りチェックの責任者に説明して、当該責任者が判断す
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るようにすること。疑義がある場合には、審査担当参事官に相談す


ること。


○ 法令審査支援システムは、表の改正、改正部分を図として引用す


る改正、一部改正法令の一部改正には対応していない。また、いわ


ゆる多段ロケット方式の二段目以降の改正には対応できない場合が


あることに留意すること。


○ また、法令審査支援システムは、人の目によるチェックを代替す


るものではなく、あくまでも補助的なものであることに留意するこ


と。


・ 既存の条項の移動と当該条項を引用する新たな条文の追加が同


時に行われる場合には、法令審査支援システムがその関係性をチ


ェックできないことがあるので、そのような場合には、特に条項


の引用関係の誤りを見逃さないよう人の目により注意して確認す


ること。


・ 読替規定の改正（改め元又は改め先の文言に対にならない「」


又は複数の「」が含まれる ）等改め文の構造が非常に複雑な場。


合には、その引用する文字列を法令審査支援システムが認識でき


ないことがあるので そのような場合には ワープロマクロの 改、 、 「


正対象文字列」のマーキング機能を利用するとともに、特に改め


元の文言の意図しない一致（誤ヒット）を見逃さないよう人の目


により注意して確認すること。


(3) 法令案のチェックにおける新旧対照表の扱い


新旧対照表は法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべ


きものではないことに留意すること。


［留意点］


○ 新旧対照表では、一般に、改正部分の前後の規定や引用関係にあ


る他の規定など本来直接参照して確認する必要がある規定が記載さ


れていないことが多く、また、それ自体が法令案の立案過程におい


て作成されたものであるから、法令案のチェックを行うための基礎


資料として用いるべきものではない。法令案（改め文）が誤った新


旧対照表と整合していたため、誤りを見逃してしまった事例がある


ので、注意すること。


○ 一方で、新旧対照表は正確なものでなければならないので、新旧


対照表の旧（現行）の規定は審査用の参照条文で確認した当該改正
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の施行時点における改正対象法令の規定により作成し、適時に新旧


対照表と法令案（改め文）及び審査用の参照条文との読み合わせを


行うなどして、その正確を期すこと。


(4) 審査担当参事官による審査の段階における全体チェックの実施


審査中の法令案について審査担当参事官による審査がある程度進展し


た適切な段階で、立案府省庁等において、法令案の全体について３の形


式的事項の誤りを防止するための立案担当部局によるチェック（全体チ


ェック）を行うこと。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェックが行われて


いる場合においても、常に新たな視点で形式的事項に特化したチェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェックは、３のチェックポイントに留


、 。 、意して 別添の誤りチェックシートを用いて実施すること その際


漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックするのでは


なく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効


果的に実施すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(5) 部長了（正式各省協議前後）の段階における全体チェック及び複層的


チェックの実施


審査中の法令案について担当部長の了解が得られ、いわゆる正式各省


、 、協議が行われる前後の段階において 当該法令案の形式的事項について


立案府省庁等において、改めて立案担当部局による全体チェックを行う


とともに、立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックを行う


こと。法案については、別添の誤りチェックシート及び法令審査支援シ


ステムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェック又は複層的


チェックが行われている場合においても、新たな視点で形式的事項
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に特化したチェックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ


と。


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


(6) 最終的な全体チェック及び複層的チェックの実施


法令案について当局による審査が実質的に終了し、法令案が固まった


段階において、当該法令案の形式的事項について、立案府省庁等におい


て、最終的な立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の


大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧を審


査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ 新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的な複層的チェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ


と。
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○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直


前において更に修正がされることもあることから、最終的な複層的


チェックについては、統括責任者において相当数の職員を確保し、


チェックポイントごとの担当を決めるなどして短時間で集中的に形


式的事項のチェックを行うことができる態勢を整備すること。


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配


置することが困難な場合においては、必要に応じて他の部局等から


適当な職員を集めることができる態勢を整えること。


(7) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底


(4)(5)(6)の全体チェックのほか、立案及び審査の過程において法令


案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形式


的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要


となる改正に遺漏がないようにすること。


［留意点］


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、関連して修正すべき部分が


ないか全般的なチェックを行うこと。


・ 特に、当該修正により規定を追加、削除又は移動する改正を


新たに追加した場合には、当該修正に伴って必要となる引用先


の改正を見逃しやすいので、注意して確認すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(8) 印刷物の校正刷り版の確認


法案の印刷物（穴なし）の校正刷りについては、複数人で最終の法


令案（改め文）との読み合わせによる確認を行うこと。また、審査担


当参事官に共有すること。
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当局における読み合わせ後に修正があった場合には 法案の印刷物 穴、 （


あき）の校正刷りについても、当該修正が正しく反映されているか複数


人で読み合わせによる確認を行うこと。


［留意点］


○ 国立印刷局においては、提出された法令案（改め文）のワープ


ロデータをテキストデータとして取り込み、編集した上で、禁則


処理を施すことから、校正刷りに文字の欠落や重複がないか、表


中に空白ができていないか、字下げ（配字）の誤りがないか等の


確認を入念に行うこと。特に、ページや行の変わり目に注意する


こと。


○ 表の体裁（罫線の位置等）に注意すること。


(9) 読み合わせによる確認


読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体に


ついて誤りがないことを確認することができるように行うこと。


［留意点］


○ 立案府省庁等における全体チェック及び複層的チェックにおいて


も、読み合わせによる確認を行うこと。


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官から渡される最終原


稿を読み上げて行うこと。また、必ず３名以上で行うこととし、


審査担当参事官の指示により、最終原稿の読み手のほか、副本の


確認、新旧対照表の確認、審査用の参照条文による確認、読替対


照表の確認等の役割分担をして行うこと。


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック


別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により法令案の


形式的事項についてチェックを行うこと。


［留意点］


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤り


を生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、各府


省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェ


ックに当たる職員に周知させ、法令案の立案担当部局による全体チ


ェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェック


に遺漏がないようにすること。また、各府省庁等においてその他必


要と思われるチェックポイントがあるときは、これを適宜増補して







- 11 -


使用すること。


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令等を参照する場合、審


査用の参照条文を参照すること。


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたも


のであるが、全部改正法令案及び新法令案についても、これらに準


じてチェックを行うこと。


４ 法案提出後におけるフォロー等


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一


法案に誤りがある場合には、国会における審議が開始される前に、法案


の正誤処理を行うことができるようにすること。


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れること


となる場合には、改めて法案をチェックし、所要の修正の依頼を怠らな


いこと。


［留意点］


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによ


る法案の修正
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別紙１ 文言の改正に伴うチェック


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。


［要点］


① 改正箇所を示す「第○条第○項 「…第○号 「各号列記以外の部」、 」、


分 「…本文 「…ただし書 「…前段（後段 」等によって指定され」、 」、 」、 ）


、 、 、た規定が存在するか また その指定する規定の範囲が適当かについて


実際に当該規定に当たって確かめること。


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。


［誤り事例］


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場


合における第Ｙ条 ・・・の規定の適用については、第Ｙ条中・・・と、


する 」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成る。


ものと錯覚し 「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。、


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を


「 」 、「 」 、第Ｙ条第一項第七号中 とすべきところ 第Ｙ条第七号中 として


「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。


２ 改め元の文言(「○○」を…改める 「○○」を削る 「○○」の下に…、 、


加える等における「○○」の文言)が１で確認した規定中の文言に合致す


ることをチェックすること。


［要点］


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及


び意図しない一致(誤ヒット)がないことを確かめること。


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他


方 改め元の文言が短い一般的な用語である場合( 及び 又は 第、 「 」、「 」、「


○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。


③ 改め元として引用する読点（ ）及び句点（ ）の扱いが適当か「、」 「。」


についてもチェックすること。


④ 読替規定（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の


「」が含まれるもの）には法令審査支援システムでは対応できないこ


とがあり、また、表の改正は法令審査支援システムではチェックでき
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ないので、特に入念に人の目で確認すること。この場合において、


ワープロソフトの検索機能を有効に利用すること。


⑤ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（ 行なう」を「行「


う」に 「但し」を「ただし」に 「一に」を「いずれかに」に改める、 、


等）についても留意すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め


元の文言を「昭和六十年一月二日」とすべきところ 「昭和六十四年一、


月二日」と記載してしまった。


例２ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第


一項中」と特定すべきところ、同条第２項にも改め元の文言と同一の文


言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が


誤って改正され、意味の通らない規定となってしまった。


例３ 比較的長文の第Ｘ条第１項（準用規定）中「という ）と」の下に。


文言を加える際、第Ｘ条第１項に「という ）と」と同一の文言がある。


ことを見落としてしまった。


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定


を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の部分中」と特定すべきところ、同


項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に


「附則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてし


まった。


例５ 第Ｘ条第１項各号列記以外の部分中「」という 」を削る際、同。）


項各号列記以外の部分中の他の箇所及び同項各号に「」という 」と。）


同一の文言があることを見落としてしまった。


例６ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改


め元の文言を「認可を受け」とすべきところ 「許可を受け」と記載し、


てしまった。


３ 改め先の文言（ △△」に改める 「△△」を加える等における「△△」「 、
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。の文言)が１で確認した規定中に正常に溶け込むことをチェックすること


［要点］


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後


を通読して文意が通じることを確かめること。


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様


の確認をすること。


、 。③ 必ず法令審査支援システムで 溶け込ませ後の条文を確認すること


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政


庁による公示を規定する第Ｙ条の文言について 「第Ｘ条に規定する認、


可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改


めるべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため 「 行、（


政庁が ・・・届出をしたときは」となってしまった。）


例２ 第Ｘ条において 「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を、


経過した日」を加える際、改め元の文言を誤って「終了予定日」とした


ため 「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」となってしま、


った。


例３ 第Ｘ条において 「同法第三条第二項中」を「同項中」に改めるべ、


、 「 」 、きところ 改め元の文言の引用を誤って 第三条第二項中 としたため


「同法同項中」となってしまった。


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを


生じやすい語句等のチェックを行うこと。


［要点］


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確


認すること。


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確


認すること。


③ 「及び ・ 並びに」及び「又は ・ 若しくは」の用い方が適当かを」「 」「


確認すること。


④ 括弧（ ）及び「 ）の開閉は整合しているかを確認すること。（ 」


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略







- 15 -


称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において 「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の、


規定による変更の届出・・・」という規定中 「認可」の下に「、第Ｚ、


」 、「 」条第一項の規定による変更命令 という文言を加える際 同条第四項


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条において 「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という、


規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げる業務」という文言を加える際、


「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改め


るべきところ、これを看過してしまった。


例３ 『Ａの表Ｂの項及びＣの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と ・・・す、


る 』という読替規定において 「Ｃの項」の次に「Ｄの項」を加える。 、


際 『Ａの表Ｂの項、Ｃの項及びＤの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、、


・・・する 』とすべきところを誤り 『Ａの表Ｂの項、Ｃの項、Ｄの。 、


項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と ・・・する 』としてしまった。、 。


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している


文言が改正後の当該規定中の文言と整合しているかをチェックすること。


［要点］


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(3)において整理した他の引用法


令の全てについて確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款


の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について 「第Ｘ条に規定する認可を受け、


た約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきとこ


ろ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた


際、これに伴って第Ｘ条を準用している第Ｙ条中の「異議申立手続」の
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文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 「Ａ機構」を「Ｂ機構」に名称変更する改正の際、直近の臨時国会


で成立した「Ａ機構」を引用する法律を見落としたため、当該法律に改


正漏れが生じてしまった。
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別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移


動の処理が適当であることをチェックすること。


［要点］


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているか


を確認すること。


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある


場合の処理に誤りを生じないよう留意すること。


［誤り事例］


、「 」 、例 新たに章名を付する際 第Ｘ条の十六の六 の次に付すべきところ


「第Ｘ条の十六」の次に付してしまった。


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のもの


かどうかをチェックすること。


［要点］


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改


正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第○章中第○条の次に…」等)され


ているかを確認すること。


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動が


ある場合についても、同様である。


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正


を行う際、当該他法の目次の改正が必要となる場合があることにも十分


に留意すること。


［誤り事例］


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ


」 「 」 、 。+1条 を 第Ｘ条の二 に改めるべきところ これを看過してしまった


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾


に２条（罰則規定）を追加したことに伴って、Ｂ法の目次における罰則


の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。
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、 「（ ）」例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って 目次中 第Ｘ条・第Ｘ+1条


を「 第Ｘ条－第Ｘ+1条 」に改めるべきところ、これを看過してしま（ ）


った。


３ 共通見出しの処理をチェックすること。


［要点］


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理


が適切にされているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際 「第Ｘ条の前の見、


出し」とすべきところ 「第Ｘ条の見出し」と記載してしまった。、


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2条までの共通見出しが付されている場合で 第「


Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条の前に付されていた共通見出しを


第Ｘ+1条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていない


かをチェックすること。


［要点］


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において 「前条、


(項、号) 「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」が用いられてい」、


るかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェ


ックすること。


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において 「第○、


条(項、号)」又は「第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」を「前条


(項、号) 「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要が」、


ないかを確認すること。


、 、 、③ 章 節等の単位で追加 削除又は移動の対象となる場合(新たに章名


、 、 。 、「 」、節名等を付し 又は章名 節名等を削る場合を含む )は 前章(節等)


「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象


となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。この


、「 、 、 」 、場合において …第○条(項 号)から第△条(項 号)まで のように


追加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上
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そのまま記載されていない場合(電子データを利用して単純に検索を行


ってもヒットしない場合)があることに留意すること。


⑤ 加えて、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てにつ


いて、同様に、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整


合を生じていないかを精査すること。


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条の全ての項を引用す


る場合は、単に「第○条」とすることを見落とさないこと。また、本改


、「 」正により項建てがされた条中の規定を引用する場合に 第○条第△項


とすることを見落とさないこと。


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チ


ェックを行うこと。


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


⑨ 新たに追加した条文で引用している条、項、号等については、引用元


で移動しても法令審査支援システムではエラーメッセージが出ないの


で、必ず人の目で確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したこと


に伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の「前条」という文言を「第Ｘ条」


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直


（ ） 「 」 「 」後の号 旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2号 中の 前号 という文言を 第Ｘ号


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の


３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」という文言を「第Ｘ条の三」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ


-1条）第３項中の「次条第一号」という文言を「次条第一項第一号」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴
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って、これを引用する第Ｙ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第三号」という


「 」 、 。文言を 第Ｘ条第四号 に改めるべきところ これを看過してしまった


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引


用する際、第Ｙ条において項の追加により第４項が第６項に移動したこ


とを見落とし 「同条第六項」とすべきところ 「同条第四項」と記載、 、


してしまった。


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における


修正に伴って条が移動したことを見落とし 「第Ｙ条の規定により解任、


を命ぜられた役員」とすべきところ 「第Ｙ-1条の規定により解任を命、


ぜられた役員」と記載してしまった。


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴


って、これを引用する第Ｘ条の２第１項及び第２項中の「前条第四項」


という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしま


った。


例９ Ａ法改正法の附則第Ｘ条においてＢ法を改正する際、Ｂ法附則第


Ｚ条から第Ｚ+2条までを1条ずつ繰り上げたことに伴って、Ｂ法第Ｙ


条第1項に規定されていた「附則第Ｚ+1条において同じ 」の「附則。


第Ｚ+1条」を「附則第Ｚ条」に改めるべきところ、これを看過して


しまった。


例１０ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの


条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第一項（同条第二項に


おいて準用する場合を含む ）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において。


準用する場合を含む 」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改める。）


べきところ、これを看過してしまった。


例１１ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第


１項中の「 第Ｘ条第三項を除く 」という文言を削除すべきところ、（ 。）


これを看過してしまった。


例１２ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６
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項と第８項に移動したことに伴って、これらの条項を引用するＢ法第Ｙ


条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項


及び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例１３ Ａ法によってＢ法の条項の移動を行ったところ、既に成立した


未施行のＣ法において移動前のＢ法の条項を引用していることを見落


としたため、Ｃ法の改正漏れが生じてしまった。
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別紙３ 縦断的チェック


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切


に付されているかを確認すること。


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これ


に伴いその法令番号を付け替える必要がないかを確認すること。


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名


(「新法 「旧法 「平成○○年改正法」等の略称を含む。)の記載及」、 」、


び法令番号の扱いが適当かを確認すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法において Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際 Ｂ、 、「


法」という最初の文言に法令番号「 昭和○○年法律第△△号 」を付（ ）


記すべきところ、これを看過してしまった。


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を


引用する際 「Ａ法」という文言に法令番号を付記すべきところ、これ、


を看過してしまった。


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通


じて重複や混乱がないかを確認すること。


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除され


る場合は、これに伴い新たな定義規定又は略称を定める必要がないかを


確認すること。


③ 「以下同じ 「以下この章において同じ 「第○条第○項におい。」、 。」、


て同じ 」等の定義語・略称の適用範囲の指定に誤りを生じていないか。


を確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法


令中の定義語・略称を不用意に用いていないかに留意すること。
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［誤り事例］


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定め


る規定を設けたことを受け、Ｂ法附則第Ｙ条第４項において、この略称


、「 」 、を用いる際 Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間 とすべきところ


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部


改正法）中の条項を引用する際、当該Ｂ法について、題名を記載し、法


令番号を括弧書きで付記すべきところ 「昭和○○年改正法」と、略称、


を定める規定を置かずに略称を用いてしまった。


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち 「○○（△△、


○○を除く。以下この章において同じ 」という定義規定を設けてい。）


る条を削除する際 「○○」という文言が出てくる直後の条において、、


○○に関する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしま


った。


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除し


たことに伴って、同条第１項中の「 次項において「施設等機関」とい（


う 」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過して。）


しまった。
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別紙４ 準用規定のチェック


準用規定 変更適用規定及び 例による とする規定を含む 以下同じ )（ 「 」 。 。


は、法令の構成を簡素にするとともに、制度の仕組みを大括りで理解しや


すくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に


準用規定に着目したチェックを励行すること。


［要点］


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要


な事項を書き下ろすよう努めること。また、読替規定の読替えなど分か


りにくいものは、できる限り避けること。


、 、② 改正対象法令中の準用規定を全て確認し その引用する規定について


本改正による文言の改正又は規定の追加、削除若しくは移動がないかを


確認すること。


③ 準用される規定のうち 「…について準用する」ことによって当然に、


変容する部分と明文での読替えを必要とする部分との仕分けに留意する


こと。


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読


替元の文言について改正を要するかをチェックすること。


「」 「 、「 」 」⑤ 読替規定中の の開閉の整合性及び …とあるのは ○○ と…


の「 」の要否(対句構造か否か)に留意すること。、


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言


及び読替後の文言が誤りなく改正されることを確認すること。


⑦ 読替後の規定中の 同 法 条 項等 及び ・ 並びに 及び 又「 （ 、 、 ）」、「 」「 」 「


は ・ 若しくは」の用い方に留意すること。」「


、「 」⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について ○○法(政令)


又は「同法(令)」の記載に遺漏がないかを確認すること。


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、当該他の法令中の定義


語・略称は疑義が生じない場合にはそのまま用い、自法令の法令番号は


入れないことに留意すること。


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を


引用するときは 「第□条(第△条において準用する場合を含む。)にお、


いて準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意す


ること。
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［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ


、 （ 『 「 」条を改正したことに伴って 第Ｘ条中の読替規定 ＝ 第Ｙ条中 ○○


とあるのは 「△△」と読み替えるものとする 』という規定）のうち、、 。


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看


過してしまった。


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設け


る際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の読替元の文言が修正されたことを


見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ 「○○、


の製造者」と記載してしまった。


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際 『 ○○」の下に、「


「 「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法第Ｙ条」と」を加える 』とすべ、 。


きところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らし


てしまった。


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する


際、読替元の文言について 『第Ｘ条第一項中「・・・その十分の〇・、


五」とあるのは』とすべきところ 『 ・・・その〇・五」とあるのは』、「


として 「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。、
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別紙５ 施行期日のチェック


施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。


［要点］


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附


則の規定の施行期日は適当かを確認すること。


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、


その施行期日と本改正の施行期日の先後関係のいかんによって必要とな


る読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、


審査の段階で改正法附則の項数が７から６に減ったことを見落とし、同


「 」 。項第１号に 改正法附則第七項 という存在しない項を掲げてしまった


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本


文の規定する平成３年１月１日からの施行とすべきところ、誤って同条


第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となって


しまった。


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするた


め、附則第１条（施行期日）において、同条ただし書中に規定すべきと


ころ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布


の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」とな


ってしまった。
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別紙６ その他の形式的事項のチェック


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体につい


ての概括的なチェックを行うこと。


［要点］


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当


か。特に、章（節等）中の中間の枝番の条の追加又は削除に留意するこ


と。


③ 条名、項番号等は連続しているか。


④ 枝番の最後のものについて 「第○条の○ 削除」としていないか。、


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複


する見出しを付していないか。


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。


２ 配字のチェックを行うこと。


［要点］


① ワープロソフトの書式設定が、１行４８文字１ページ１３行、所定の


禁則処理となっているか。なお、禁則処理については、法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和３年６月29日）の別紙を参照


すること。


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。


③ 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、案文の初字の位置


に留意すること。


④ 表の上下の罫線の位置は正しいか。


⑤ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。


⑥ その他配字全般が適正であることを確認すること。


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるもの


については、それに従っているかをチェックすること。


［要点］


① 項番号のない条文の項の初字の位置に留意すること。


［誤り事例］







- 28 -


例１ 項番号がない条文で構成される法律において、既存の条に新たな


項を加える際、案文の行頭を一文字高くしてしまった。


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。


［要点］


「 、 」 「 、① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す (条 項等)中 及び 同(条


項等)」の用い方は適当か。


② 一部改正法令の改正規定を改正する場合において 改正箇所を示す 改、 「


正規定中」が漏れていないか。


、 「 」、③ 文言等の改正を順次行う場合において 改正規定(改め文)中の 改め


「加え」又は「削り」の欠落はないか。


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。


(例) 異義 ・ 異議 課す ・ 科す 期間 ・ 機関 聴く ・ 聞「 」「 」、「 」「 」、「 」「 」、「 」「


く 「権 ・ 件 「更正 ・ 更生 「睡 ・ 酔 「多数 ・ 他数 、」、 」「 」、 」「 」、 」「 」、 」「 」


「適正 ・ 適性」等」「


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。


(例) 末 ・ 未 懲 ・ 徴 資金 ・ 基金 推進 ・ 促進 認「 」「 」、「 」「 」、「 」「 」、「 」「 」、「


可 ・ 許可」等」「


⑥ 見落としやすい脱字はないか。


「 」、「 」、「 」、 「 」 、「 。」、(例) 第 条 項 枝番の条名中の の 等の文字 …こと


「…とき 」及び「…以下同じ 」における「 」等。 。） 。


⑦ 見落としやすい重複はないか。この場合において、溶け込み後の条文


についてワープロソフトの校正機能を有効に利用して誤字脱字等の検出


をすること。


(例) 「第第 「ととともに」等」、


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。


⑨ 送り仮名の誤りはないか。


(例) 「行う ・ 行なう」等」「


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。


(例) 件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ 、引用する文言等」


は片仮名を用いること等


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやす


いので留意すること。


［誤り事例］
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例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、


、「 、読替先の文言について Ａ法第Ｘ条第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・


又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ 「Ａ法第Ｘ条第、


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」


と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際 『別表、


第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改め、同表第三第Ｚ号中「××」を


「□□」に改める 』とすべきところ 「改め」という文言を書き漏ら。 、


してしまった。


例３ 「多数の人」とすべきところ 「他数の人」と表記してしまった。、


例４ 「懲役」とすべきところ 「徴役」と表記してしまった。、


例５ 「○○未満」とすべきところ 「○○末満」と表記してしまった。、


例６ 「同法第二十三条の二の二十第一項」とすべきところ 「同法第二、


十三の二の二十第一項」と 「条」の１文字を書き漏らしてしまった。、


例７ 目次中の条名を改める際 「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、、


「第Ｘ条二の十三」と 「の」の１文字を書き漏らしてしまった。、


例８ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言に


ついて 「同法第Ｙ条第一号」とすべきところ 「同法Ｙ条第一号」と、、 、


「第」の１文字を書き漏らしてしまった。


「 」 、「 」 、「 」例９ ○○原料製造業者 とすべきところ ○○原料製業者 と 造


の１文字を書き漏らしてしまった。


例１０ 「意見を聴くとともに」とすべきところ 「意見を聴くとととも、


に」と 「と」の１文字を余分に記載してしまった。、


例１１ 「若しくは」とすべきところ 「若ししくは」と 「し」の１文、 、


字を余分に記載してしまった（ 若し」のところで改行されていたも「
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の 。。）


例１２ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条にお


いて、昭和６３年以前に立法されたＢ法（促音小書きせず）の規定を改


める際、改め先の文言について 「あつては」とすべきところ 「あっ、 、


ては」と表記してしまった。


例１３ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際 「・・・の整、


備の促進に関する特別措置法」というＢ法の題名の表記に当たり 「・、


・・の促進に関する特別措置法」と 「の整備」という文言を書き漏ら、


してしまった。


例１４ 「労働者 （の健康の保持に及ぼす）とすべきところ 「労働省」」 、


（の健康の保持に及ぼす）としてしまった。


例１５ 罰則規定において 「一年以下 （の懲役）とすべきところ 「一、 」 、


年以上 （の懲役）としてしまった。」
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条項の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


新たに引用する規定の特定の正確
性
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手引　別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性の
確認


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定を置く必要性


法令番号の縦断的チェック


法令番号の付け忘れ


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


他法改正との調整規定の必要性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


読替対照表による文言の確認


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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手引　別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


⑥


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


概括的なチェック


章等の区切りの位置


目次中の「・」、「－」の記号


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


官職・氏名 月日


判明した誤り


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」の
位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


項番号のない条文の項の初字の位
置


誤字・脱字等のチェック


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


ワープロソフトの所定の禁則処理等
の設定


条建ての改正の場合の配字


一部改正法令の改正のおける案文
の初字の位置


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


重複（「第第」、「ととともに」等）


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法
一部改正法令の改正における「改
正規定中」の記載
改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落
ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


脱字（枝番中の「の」等）
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提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


⑤


3


① レ レ
②


③ レ レ
4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


○ ○
○


府省名 ○○省 所　属 官　職 ・ 氏　名


○○係員
○○　○○


複層的チェック
統括責任者


大臣官房○○課 課長・○○　○○


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）
複層的チェック
実施責任者


大臣官房○○課 課長補佐・○○　○○


法
案
名


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


立案担当責任者 ○○局○○課 課長補佐・○○　○○


読替規定・表の確認


○月○日
○○係長


○○　○○
○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日 官職・氏名 月日


判明した誤り


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


意図しない一致


句読点の誤り


引用規定の特定の正確性


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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対長官


令和３年４月２日（金）衆・議運委 青柳 陽一郎 君（立民）


問６ 今回の法案のミスの事態について内閣法制局長官は、


どう受け止めているか。


（答）


１ 内閣を補佐し、閣議に付される法律案等を審査する立場


にある内閣法制局として、今国会の内閣提出法律案等に複


数の条文の誤りがあったことについて大変申し訳ない。


２ 法律等の条文は、国民の権利義務に関わることから、正


確性を十分に求められるものであり、いかなる理由にせよ


誤りはあってはならない。


３ 内閣法制局としては、当局内に「法案誤り等再発防止チ


ーム」を設置したところであり、政府の「法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム」における検討を踏まえつつ、今


回の誤りの発生の原因を分析した上で、立案府省庁等と連


携の上、再発防止のためのチェック態勢や誤りチェックの


ためのチェックポイントの充実、法令審査支援システムの


機能強化などについて検討し、再発防止策を講じていきた


いと考えている。


４ いずれにせよ、法律案等の審査事務の重要性に鑑み、一


層の緊張感を持ち、細心の注意を払って職務に当たること


により、このような誤りの防止に全力を挙げてまいりたい。





